
 

 

 

名古屋城天守閣整備事業の進め方に係る 

総括について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月 

観光文化交流局 

  



はじめに 

 

本資料は、令和 5 年 6 月 3 日に行った「名古屋城バリアフリーに関する市民討論会」

（以下「市民討論会」という。）において発生した差別事案（以下「差別事案」という。）

を契機とし、観光文化交流局（以下「当局」という。）として天守閣整備事業（以下「本

事業」という。）の進め方に係る総括（以下「総括」という。）を行うものです。 

市民討論会においては、進め方や対応の不備、職員の人権感覚の希薄等、様々な問題に

より、人権尊重、障害者差別解消を先導すべき行政が差別事案を引き起こしてしまいまし

た。市民討論会に参加され、差別発言を受けられた方の心を深く傷つけ、また他の参加者

や市民に対しても不快な思いをさせてしまったことにつきまして、当事者や関係する方々

に心からお詫び申し上げます。 

この差別事案を受けまして、有識者等で構成する「『名古屋城バリアフリーに関する市

民討論会』における差別事案に係る検証委員会」（以下「検証委員会」という。）による検

証が行われ､令和 6 年 9 月 18 日に「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』におけ

る差別事案に係る検証について（最終報告）」（以下「最終報告」という。）及び「検証委

員会最終報告書（概要）」（資料 1）が示されました。 

当局といたしましては、最終報告に掲げられている内容を、組織として、また、職員一

人ひとりが重く受け止め、深く反省し、再発防止や信頼回復に全力を挙げて取り組んでい

かなければならないと認識しております。 

こうした認識のもと、最終報告を踏まえ、これまでの本事業全体の総括を行い、二度と

同様の問題や更なる問題を生じさせないための再発防止策や今後の事業の進め方を示し、

適宜見直しを図りながら、本事業を適切かつ着実に進めていく考えです。 

 

 

 注１ 本資料において、「前市長」は河村たかし前市長を指す。ただし、第 3 章に記載の

ある「市長」も「前市長」を指す。 

  ２ 本資料における引用は、該当部を掲載し、必要に応じて編集を加えている。 

３ 最終報告は、令和 7 年 5 月 1 日現在、以下の本市ウェブページに掲載されている。 

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000178461.html 
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第１章 総括の目的と構成 

１ 目的 

(1) 背景と経緯 

本事業では、事業を進める中で様々な課題が生じてきた。その都度、多方面から様々

な議論や厳しい指摘をいただき、事業に対する姿勢や進め方について軌道修正しながら、

事業実現に向けて全力で取り組んできたが、市民討論会において差別事案を引き起こし

てしまった。 

差別事案に対しては、スポーツ市民局において検証委員会が立ち上げられ、人権の観

点から検証が行われることとなり、令和 5年 6月 15 日、30 日に開催された経済水道委

員会所管事務調査において、観光文化交流局長から、本事業全体について振り返り、検

証や総括が終わらない限り事業を前に進めない旨の答弁をした。 

加えて、検証委員会の中間報告を受けて開催された令和 6 年 2 月 16 日の総務環境委

員会所管事務調査において、委員から、差別事案発生の根底について、本事業のこれま

での進め方を深く掘り下げないと、根底的なものが解決しないとの指摘もあった。 

最終報告を踏まえながら、当局としての総括を実施する。 

 

 【差別事案の概要】 

１ 市民討論会開催に至る経緯 

・平成 30 年 5 月に公表した「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」（資料 2）

（以下「付加設備の方針」という。）に基づき、令和 4 年度に「名古屋城木造天守

の昇降技術に関する公募」（以下「公募」という。）を実施し、最優秀者を選定した。 

・令和 4 年 12 月 5 日の経済水道委員会所管事務調査で公募の選定結果を報告した同

時刻に、市長定例記者会見で前市長から「1 階、2 階のところので、とりあえずは

お願いしたいということです、僕の気持ちは」との発言があった。 

・選定結果の公表後、賛否に関して、多くの意見が寄せられた。    

・令和 5年 4月から 5月にかけて、無作為抽出した市民を対象に、昇降技術の設置に

ついてアンケートを実施した。また、アンケート対象者のうち、参加申込書を提出

した市民が参加する市民討論会を令和 5年 6月 3日に開催した。 

２ 当日の状況 

・市民討論会においては、一部の参加者から他の参加者に対する差別発言がなされ、

言い合いが生じる場面があった。 

・その場にいた職員は、言い合いを制止するため駆けつけたが、その後、別の参加者

から差別用語を含む差別発言がされたことも含め、発言の制止や注意喚起などの適

切な対応を行わなかった。さらに、市民討論会終了後においても、差別発言に対す

る本市としての説明や謝罪などの対応も行わなかった。  
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(2) 目的 

検証委員会の最終報告を当局として受け止めるとともに、今後、二度と同様の問題や

更なる問題を起こさない観点から、これまでの本事業全体の振り返りを行うことにより、

事業を進める上での基本的な方針を整理し、再発防止策を含む今後の事業の進め方を示

す。 

 

 

２ 構成 

 

 

  

●天守閣整備事業の経緯 

 

●天守閣整備事業の展開に大きな影響を及ぼした事象 

 

 

原因分析の対象 

↓ 

過去の担当者への聞き取り 

↓ 

評価・検討 

 

事業を進める上での基本的な方針 

         

再発防止策を含む今後の事業の進め方 

〇今後の事業の進め方         〇差別事案に対する再発防止策 
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第２章 最終報告に対する当局の受け止め 

今回の差別事案は、本来、人権尊重、障害者差別解消を先導すべき行政が引き起こしてし

まったものであり、最終報告に記載された全ての内容を、組織として、また、職員一人ひと

りが重く受け止め、深く反省し、再発防止や信頼回復に全力を挙げて取り組んでいかなけれ

ばならない。 

本章では最終報告における様々な指摘に対する当局の受け止めを記載し、次の第３章では、

最終報告の指摘も踏まえ、事業全体を振り返り、評価・検討を行う。 

 

１ 当局の受け止め 

(1) 反省と決意 

検証委員会においては、当局が引き起こした差別事案に係る検証として、当局が作成

した資料や議会に報告した資料及び関係職員等に対するヒアリングなど、1 年以上にわ

たり、様々な状況を確認し、調査・議論・検証を行っていただいた。「討論会での差別事

案に直接的に関わる事項に関する検証」をはじめとした最終報告における指摘事項を当

局として全て真摯に受け止め、起こしてしまったことや至らなかった点について、改め

て深く反省するとともに、指摘事項について十分に理解を深め、今後の事業につなげて

いかなければならないと決意するところである。 

(2) 見込みの甘さや、様々な意識の不足について 

最終報告においては、市民討論会の企画段階から実施決定後の準備段階、更には当日

の実施に至るまで、全ての段階において問題があったと指摘されており、当局として市

民討論会開催に対する見込みの甘さや本事業の重要性に対する様々な意識の不足が

あった。 

市民参加による市の事業の実施にあたっては、通常、参加者に、開催の趣旨のみなら

ず、事業の目的や内容について正確な情報が認識・理解されて、はじめてその開催目的

を達成できるものだと認識している。様々な意見が想定される重要な事業であったから

こそ、「討論会」の名称について、その目的や内容を正確かつ端的に表現し、「市民への

影響」の視点に立った、十分な検討と正確な情報発信が必要であったと感じており、表

現や発信方法を工夫することにより、事業の意義などについて、丁寧かつ分かりやすい

情報発信に努めてまいりたい。 

参加者同士が自由に意見を交わす場面が生じる可能性のある、今回の市民討論会は運

営方法が特殊であると当局として認識できておらず、職員はスケジュールや業務量への

負担により様々な想定ができない状態に陥っていたと指摘されている。委託業者ととも

にあらゆる想定をし、過去の経緯を含め関係者間で共有・理解し進めることは、主催者

の当然の責任であり、本市が定めていた差別事象マニュアルの内容を十分に理解しない

ままに、運営上のリスク想定が不足し、差別事案への不適切な対応につながったという

ことを改めて認識するとともに、人権感覚が低かったと痛感している。 
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行政として公平性に疑義のある運営を行ったこと、また、差別を容認しない姿勢を毅

然と示さなかったことは決して許されるものではなく、市民の本市に対する不信感は大

きいものと捉えているところである。「表現の自由も、すべての市民が等しく基本的人

権を有するかけがえのない個人として尊重されることが前提である」との指摘を今一度

心に刻み、関係局と連携を図りながら、信頼回復につながる取り組みを確実に実施して

まいりたい。 

(3) 差別事象に対して適切な対応ができていなかった背景・遠因等について 

最終報告では、差別事案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因等に言及され

ており、市内部での考え方の共有不足や、大規模プロジェクトにおける共通理解等の不

足、スケジュールの優先が、市民の混乱を招くとともに、市民の間での意見対立を招い

た背景であることに加え、「史実に忠実な復元の解釈等の不一致」が「情報提供の不十分

性」や「職員の苦悩や葛藤」にも影響すると指摘されているとおり、本事業を進めるう

えで、非常に大きな要素であったと改めて認識したところである。 

本事業の情報発信は名古屋城の公式ウェブサイトや市民向け説明会等を活用し、一定

行ってきたが、その時々の断片的な情報に留まっており、事業全体を正確に理解しても

らうには不十分であったとともに、十分な共通認識がないままの情報発信であったと捉

え直した。また、関係者間の円滑なコミュニケーションが取れていない時期が生じてい

たとの指摘にあるように、健全な職場環境であったとは言えず、「風通しのよい職場」に

向けて一層取り組まねばならないと認識を新たにした。今後は、事業における考え方な

どの方針を整理し、市内部をはじめ広く共有することで、本市の姿勢を示し、取り組ん

でまいりたい。なお、今後、「市長及び副市長のハラスメント事案に関する第三者調査委

員会」による調査報告書が提出された際には、その内容に応じて適切に対応していくこ

ととする。 

加えて、当局には市民討論会が人権に関わる訴えを聴く貴重で重要な場であるという

認識がほとんどなく、参加者に誤解を与えるような結果を招いたことや、これまで事業

を進める中では障害者団体の方のご意見を丁寧に伺ってきたにもかかわらず、市民討論

会においては十分な対応をしなかったことを指摘されている。これまで積み上げてきた

事業の経緯を前提とした進め方ができていなかったと認識しているとともに、「公募選

定後に無作為抽出によって市民討論会を開催する際の進め方」において指摘された「人

権感覚の希薄さ」は、当局として重く受け止め、特に、障害者や高齢者をはじめ配慮を

必要とする当事者（以下「障害者等当事者」という。）への人権に対する配慮については、

十分な検討が必要と感じている。 

なお、背景・遠因等については、その影響を及ぼす範囲が市民討論会に限らないと認

識していることから、本事業全体にわたり振り返る必要があると捉えている。 

(4) 再発防止について 

再発防止に向けては、最終報告の提言に掲げられた事項が、全ての基礎となる重要な

取り組みであると認識している。また、「おわりに」に記載された「人権が市民にとって
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最も大切なものであることを改めて認識し直し、障害者をはじめ様々な立場の市民の人

権に関わる事業を推進する際には、当事者の意見を真摯に聴くとともに、建設的な対話

を通じて当事者の真意をしっかりと捉えながら、人権侵害を生じさせないよう事業を実

施されたい」との指摘は、行政として基本的な対応を誤ったという根本的なものである

と理解していることから、今後このようなことのないよう、市全体として実施される各

種研修を活用することはもちろんのこと、当局としても障害者等の疑似体験や障害のあ

る方に講師を依頼するなど、職員一人ひとりが障害及び障害者理解をより一層深めると

ともに、改めて人権とは何かを自分事として捉えることができるよう、研修の充実を

図っていく必要がある。加えて、「差別事象マニュアルの抜本的見直し」を受け改訂され

た差別事象対応ガイドブックの適切な理解は、再発防止に向けた基礎となる重要な取り

組みであると認識しており、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下

「障害者差別解消法」という。）」、条例等も含めて職員に対し確実に周知徹底しなけれ

ばならないのはもちろんのこと、実際の現場において感じた差別発生のリスク等を放置

することなく、差別事象対応ガイドブックが具体的かつ実践的な内容となるよう関係局

とも随時情報を共有していくこともそれぞれ重要である。さらに、「高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」という。）」の精神を踏ま

えつつ、障害者差別解消法に基づく環境の整備や合理的配慮の提供を関係者との建設的

対話を通じて市民等の合意の基に進めていく必要性を改めて捉え直した。 

これらについて、当局では、人権に関する責任者である人権監理者を、名古屋城総合

事務所含め 2名配置し、その人権監理者を中心として、職員一人ひとりが主体的に適切

な判断を行うことができるよう取り組むとともに、本事業に関する市民向け説明会等を

実施する際には、事前の準備段階から人権監理者によるチェック、助言・指導等を行う

ことにより適切に進めてまいりたい。 

(5) 今後に向けて 

今回の差別事案は、本市の事業が発端となり人権問題にまで発展させた、あってはな

らない問題であった。「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案

に係る検証委員会設置要綱」第 1条に、「差別事案について、人権の観点から、問題点や

課題等を整理・分析したうえで原因を探求して再発防止を図り、もって市民の信頼回復

につなげるための検証を行う」とあるように、当局として、市民の信頼を大きく損なっ

たことを肝に銘じ、失った信頼の回復につながるよう、指摘事項を十分に理解し、再発

防止を図り、将来にわたって活(い)かしてまいりたい。 
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第３章 天守閣整備事業の振り返り 

本事業は、特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解促進を目的とし、多くの方に外

観だけでなく内部を含めて観覧し、往時の歴史的・文化的空間を体験していただくものであ

る。また、近世期から残存する石垣等遺構の厳格な保存管理を前提とする特別史跡内で大規

模木造建築物を復元すること、本市のシンボルであり重要な歴史的・文化的資源である名古

屋城に係る整備であること、多額の財源を要する事業であることなどから、市民、議会、文

化庁、有識者など、様々な関係者の十分な理解を得るとともに合意形成を図りながら、丁寧

に事業を進めていく必要があるものである。 

本章では、このような事業を進める中で直面し、対応してきた課題から、対象事象を選定

し、過去の担当者への聞き取りを踏まえて行う評価・検討において、最終報告の指摘事項と

の関係性を確認しつつ、その原因を推定する。 

 

１ 天守閣整備事業の経緯 

・ 名古屋城天守は、慶長 17 年（1612 年）に完成し、昭和 5年に城郭建築として国宝（旧

国宝）第 1号に指定されたが、昭和 20 年に戦災により焼失した。現天守閣は、戦後の

復興に伴い、昭和 34 年に市民の強い希望により、鉄骨鉄筋コンクリート造で再建され

たものだが、再建から現在に至るまで相当年数が経過し、コンクリートの劣化や設備

の老朽化、耐震性の不足などの課題が生じており、平成 18 年度に策定した「特別史跡

名古屋城跡全体整備計画」では、耐震改修を行う方針としていた。 

・ そのような中、平成 21 年 4 月に就任した前市長は、天守の木造復元を進めたい意向を

示し、平成 22 年度以降、耐震改修と木造復元の両面から検討を進めることとした。 

・ 耐震改修の検討としては、平成 22 年度に現天守閣の耐震補強や改修方法等に係る調査

を実施した。木造復元の検討としては、平成 22 年度に耐震性、避難安全性、バリアフ

リー、木材調達等の課題調査、平成 24 年度に概算経費、工期の算出調査、平成 25 年

度に現天守閣解体と木造復元の工事に伴う現天守閣が担う博物館機能や工事期間中の

入場者数に対する影響調査等のほか、天守閣整備に係る市民意見の聴取を行うため、

現天守閣の耐震補強や改修、鉄骨鉄筋コンクリート造で再建、木造で復元等を選択肢

とした「ネットモニターアンケート」を実施した。 

・ 平成 26 年 6 月定例会において、議員から「文化庁は、史実と異なる鉄骨鉄筋コンク

リートでは建て替えができないとの見解」、「鉄骨鉄筋コンクリート造での再建の可能

性について、文化庁に十分確認しないで市民の皆様に意見を聞くことは、作為的な世

論形成につながりかねない」との質問がされ、文化庁の見解を確認することなくアン

ケートを実施したことについて、市民経済局長が謝罪した。 

・ その後、平成 22 年度からの一連の検討を踏まえた課題の整理や、文化庁の見解が「再

建する場合は木造復元に限られる」との当局認識のもと、「耐震改修し概ね 40 年後の

木造復元」と「可能な限り早期の木造復元」を比較し、木材調達、社会情勢、施設運営

の各項目において、「可能な限り早期の木造復元」を行うことに優位性があることにつ

いて、平成 26 年度の調査でとりまとめた。 

・ 平成27年6月の経済水道委員会所管事務調査において、「可能な限り早期の木造復元」
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を目指すことを説明したが、文化庁の見解に係る当局の認識の正確性について指摘を

いただき、同年 7 月の経済水道委員会所管事務調査で、市民経済局長が、正確性を欠

く説明をしたことについて謝罪した。また、同所管事務調査において、松前城の再建

が、文化庁の復元検討委員会において木造復元しかないという結果となったことを報

告したが、事実関係に誤りがあり、同年 9 月定例会において前市長及び市民経済局長

が謝罪した。 

・ その後、前市長からの指示書を受け、木造復元に係る工期、工程、概算事業費を明らか

にするため、2020 年（令和 2 年）7 月を竣工期限として技術提案・交渉方式による公

募型プロポーザルを実施し、平成 28 年 3 月に優先交渉権者を決定した。 

・ 平成 28 年度に本事業は、市民経済局から観光文化交流局に移管され、「名古屋城天守

閣の整備 2 万人アンケート」を実施し、木造復元を選択した回答が 6割以上あったこ

とも踏まえ、本事業を実施するための基本設計等に係る補正予算等の議案を提出した。

しかしながら、総事業費を賄うための財源フレームのあり方や入場者数見込みの算出

方法、竣工期限の考え方等について、当局の調査検討不足により議会から厳しい指摘

をいただき、1年近くに及ぶ継続審査の中で、結果的に竣工期限を二度にわたり見直し

た。 

・ 平成 29 年 5 月の優先交渉権者との基本協定締結後、2022 年（令和 4 年）12 月の竣工

期限に向け、平成 30 年 10 月の文化庁の文化審議会で木造復元に係る現状変更許可申

請の内容が審議されることを念頭に、本事業に係る基本計画書のとりまとめを開始し

たが、石垣の保全方針に関して、有識者との認識の一致に至らず、文化庁との協議が

困難な状況に陥った。また、平成 29 年 11 月の天守閣部会において、エレベーターを

設置せず、チェアリフト等の代替案で車いす使用者等の合理的配慮を目指す方針案を

示したことについて、障害者等当事者から反対の声が上げられた。 

・ 平成 30 年 5 月には、「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」を策定し、特別史跡内の建

造物として本質的価値の理解を促進するとの点において優位性が高いことなどから、

本事業の整備方針を木造復元とし、検討を進めることを掲げた。一方で、耐震性が低

いことから現天守閣を閉館した。 

・ また、バリアフリーについて、バリアフリー法に準拠したエレベーターを設置せず、

新技術の開発などを通じてバリアフリーに最善の努力をする「付加設備の方針」を公

表したが、障害者等当事者から反対の声が上げられた。 

・ 平成 30 年 6 月定例会に、木材調達や製材の契約に係る議案を提出し、議会から「木材

の調達にあたっては、文化庁から与えられた課題を確実に解決し、現状変更許可の見

通しを立てたうえで計画的に行うこと」等の要望が付された上で可決されたが、2022

年（令和 4 年）12 月の竣工に向けた現状変更許可取得のために向けて全力で取り組む

という認識のもと、同年 7月に優先交渉権者と「名古屋城天守閣整備事業先行工事（木

材の製材）」の契約を締結し、木材の調達を開始した。 

・ 平成 31 年 4 月には、耐震性の低い現天守閣を放置できないことから、石垣部会と認識

が一致しないまま、文化庁に対して現天守閣解体に係る現状変更許可申請を行ったが、

継続審議となり、同年 6 月定例会に提出した補正予算の議案を取り下げるとともに、

令和元年 8 月には、竣工期限を延期することとした。同年 9 月には、文化庁から現天
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守閣解体に係る現状変更許可申請に対する指摘事項として、現天守閣の解体・仮設物

設置が石垣等遺構に与える影響を判断するための調査・検討が不足していること、現

天守閣解体という現状変更を必要とする理由が耐震対策のみであるのか、木造復元の

ためであるのかについて整理がなされていないことなどが示された。 

・ 令和 2 年 3 月には、竣工期限を優先して進めてきた反省を踏まえ、実現可能な手順や

工程を積み上げた、2028 年（令和 10 年）10 月を竣工時期の目安とする「新たな工程」

の素案を全体整備検討会議で公表した。なお、同月に名古屋城重要文化財等展示収蔵

施設の外構工事において名古屋城内の遺構をき損する事故を生じさせ、本事業の進捗

にも影響を及ぼした。 

・ 文化庁の指摘事項を受けて、文化庁や有識者からの指導・助言をいただきながら、石

垣等遺構の追加調査や現天守閣の解体・仮設物設置に伴う石垣等遺構の保護対策の検

討に最優先に取り組むとともに、令和 3 年 3 月には、本丸整備の基本理念や木造復元

の意義などをとりまとめた「本丸整備基本構想」及び「天守整備基本構想」を策定し

た。 

・ 令和 3 年 5 月に文化庁の指摘事項に対して、各種調査・検討結果や、木造復元が現天

守閣解体の理由であることの回答を行い、文化庁から、調査・検討が一定程度進捗し

たものと評価できること、現天守閣解体と木造復元を一体の計画として審議していく

必要があることとする文化審議会文化財分科会の所見が本市に伝えられた。そのため、

引き続き、石垣の詳細調査を進めるとともに、現天守閣解体と木造復元を一体とした

現状変更許可申請を出し直すことについて文化庁に説明し、7 月に現天守閣解体に係

る現状変更許可申請書を返却していただいた。 

・ 「名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）」に関し、令和 2年 3月及び令和 3

年 3 月に契約金額の減額変更を専決処分としたことを議会へ速やかに報告しなかった

ことについて、令和 3年 11 月定例会において前市長が謝罪した。 

・ 令和 4 年 5 月に文化庁の指摘事項に対する追加回答を行い、文化庁から、調査・検討

が進捗したものと評価できることとする文化審議会文化財分科会の所見が本市に伝え

られた。 

・ その後、令和 4 年 7 月には、有識者会議での議論を本格的にスタートさせ、石垣保存

方針、基礎構造、バリアフリーの方針を含めた「特別史跡名古屋城跡木造天守整備基

本計画（以下「整備基本計画」という。）」のとりまとめを進めたが、公募で選定した昇

降設備の設置方針について、令和 4年 12 月 5 日の同時刻に行われた市長定例記者会見

と経済水道委員会所管事務調査において、前市長からは「1、2 階までなら合理的配慮

と十分言えるのではないか」、当局からは「できる限り上層階まで目指していきたい」

と異なる発言を行い、議会から厳しい指摘をいただき、観光文化交流局長が謝罪した。 

・ 令和 6 年 2 月定例会における質疑及び附帯決議を踏まえ、当局行政監理委員会のもと

に名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会検証部会を設置し、過去の市民向け説明会

における公平性及び公正性に疑念を持つような働きかけ及び発言等の有無などについ

て検証を行い、経済水道委員会所管事務調査に「名古屋城天守閣木造復元市民向け説

明会に係る検証報告書」を報告した。 

・ 令和 6 年 7 月 3 日の総務環境委員会所管事務調査にて要求のあった資料の形式につい
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て、「名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会の総点検」に係る経済水道委員会で当局

から提出された資料も踏まえた上で作成するよう意見があり、同年 9月 10 日の総務環

境委員会所管事務調査及び同日の経済水道委員会請願審査において、委員会提出資料

の考え方に係る三副市長の共通認識として、内容の正確性はもちろん、関係する当事

者の確認、了解が得られたものであることが必要だと考えており、総点検においては

特別な事情があったとはいえ、議員と職員とのやり取りについて、当事者の一方であ

る議員に確認を取らずに報告書に記載したという点で正確性の担保が不十分であり、

また記載内容としても、委員会資料として提出するにあたり適切な判断が行われな

かった点があったことに対し、副市長として改めてお詫びするとともに、今後このよ

うなことがないよう、全庁に徹底する旨を報告した。 

・ 令和 6 年 9 月定例会本会議において、議員より、所管副市長が障害者の方とやり取り

した文書の存在が示され、人権問題が解決していない段階で障害者団体と合意してい

るような記述がされていること、再発防止策を含めて総括を行った後に事業を再開す

る方針に矛盾すること、水面下で合意が進められ、市民等の信用失墜につながるとし

て徹底的に調査すべきこと等について質問され、所管副市長からは、経緯を説明する

とともに、自身や関係者の人権の観点から、質問に異議を唱えたと受け取られかねな

い答弁を行った。本会議後の記者とのやりとりで、議員が当該文書の存在を示したこ

とにより、名古屋城に関して計り知れない影響が出る、修復できるかどうかわからな

い、更には、情報公開条例違反の恐れがある旨を発言した。 

・ 当該事案について、令和 6 年 10 月 11 日に経済水道委員会所管事務調査及び総務環境

委員会所管事務調査、経済水道委員会・総務環境委員会連合審査会が行われ、所管副

市長が謝罪した。 

・ その後、所管副市長は、令和 6年 11 月 8 日に臨時記者会見を開き、謝罪するとともに、

名古屋城天守閣木造復元の進め方についても、今一度立ち止まってよく考え、所管副

市長として局の事業推進をしっかりと管理監督するとともに、他の副市長とも連携を

図りながら、時間をかけて丁寧に進めていかなければならないと発言した。 

・ このように、事業を進める中で様々な課題を生じさせ、都度、多方面からの指摘等を

いただき、事業に対する姿勢を見直しながら取り組んできたが、公募で選定した昇降

設備の設置方針を決定するにあたり、市民の意見を聴取するために令和 5 年 6 月に開

催した市民討論会において差別事案を引き起こしてしまったことにより、本事業につ

いて一旦立ち止まり、検証委員会の最終報告を踏まえた事業全体の総括を行うことと

した。（資料 3） 
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２ 天守閣整備事業の展開に大きな影響を及ぼした事象 

前項に掲げた経緯のうち、関係者の理解や合意形成を図るうえで課題が生じ、その後の

事業展開に大きな影響を及ぼすこととなった下記の事象を対象として、最終報告の指摘も

踏まえ、その原因分析を行う。 

 

事象① 
文化庁の見解に対する誤った認識と不十分な議会報告 

（平成 25～27 年度） 

事象② 
木造復元に係る関連議案の継続審査につながる調査検討不足 

（平成 27～28 年度） 

事象③ 
石垣保存方針とりまとめに向けた石垣調査・体制不足 

（平成 29～30 年度） 

事象④ 
現天守閣解体申請の継続審議につながる調査検討不足 

（平成 30～令和 4年度） 

事象⑤ 
エレベーター不設置方針に係る障害者等当事者への説明不足 

（平成 29～30 年度） 

事象⑥ 
公募で選定した昇降設備の設置方針に係る市内部の調整不足 

（令和 3～4年度） 
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(1) 文化庁の見解に対する誤った認識と不十分な議会報告(平成 25～27 年度) 事象① 

ア 事象の概要及び経緯 

(ｱ) 概要 

・平成 26 年 6 月定例会の本会議質問において、議員の「文化庁は、史実と異なる

鉄骨鉄筋コンクリートでは建て替えができないとの見解」、「鉄骨鉄筋コンク

リートでの再建の可能性について、文化庁に十分確認しないで市民の皆様に意

見を聞くことは、作為的な世論形成につながりかねない」との質問に対し、文化

庁の見解を確認することなくアンケートを実施したことについて、配慮が足り

なかったとの答弁を市民経済局長が行った。 

・平成 27 年 6 月の経済水道委員会所管事務調査において、文化庁の見解が「再建

する場合は木造復元に限られる」として、今後は、可能な限り早期の木造復元を

目指していく考え方を報告したが、委員からは、文化庁の見解に係る当局の認

識の正確性について疑義が呈された。そのため、文化庁に確認したところ、「天

守の再建については、整備主体である地元の自治体がどのような整備を行うか

考えることが第一」、「天守を復元する場合は、原則として材料等は同時代のも

のを踏襲する必要があるが、それ以外の可能性を排除するものではない」との

回答を得たため、同年 7 月の同所管事務調査において、文化庁の見解について

正確性を欠く説明をしたことを、市民経済局長が謝罪した。 

・松前城の再建は、文化庁の復元検討委員会において木造復元しかないという結

果となったことを同所管事務調査において報告したが、事実関係に誤りがあり、

同年 9月定例会において前市長及び市民経済局長が謝罪した。 

・また、同所管事務調査において、木造復元以外の選択肢についての検討が不足し

ていることについて議会から指摘をいただいた。 

 
(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

平成 26 年 

2 月～3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「ネットモニターアンケート」実施 

・天守閣整備に係る市民意見の聴取を目的としたアンケートを実 

施 

【結果】 

・ 現在の天守閣を存続させて、耐震補強や改修などを行う･･･

71.0％ 

・ 現在の天守閣を解体して、現状と同じく鉄骨鉄筋コンクリート

で再建する･･･2.7％ 

・ 現在の天守閣を解体して、木造で復元する･･･15.3％ 

・ わからない･･･8.8％ 

・ その他･･･2.2％ 
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6 月 

 

 

 

 

 

 

 

〇6月定例会 

・議員から天守閣整備の考え方について質問 

【本会議質問（6月 27 日）】 

質問今後、名古屋城の再建をするにあたって、文化庁は、史実と

異なる鉄骨鉄筋コンクリートでは建て替えができないとの

見解を示しています。昨年度、実施された名古屋城の整備に

ついてのネットモニターアンケートにおいて、現在の天守閣

を今後どうしていくとよいと思いますかという問いの中で、

天守閣の耐震補強、木造復元という項目と並んで、鉄骨鉄筋

コンクリートで再建という項目がありますが、先ほど述べた

通り、文化庁に確認したところ、鉄骨鉄筋コンクリートでの

再建は認められないとの回答を得ました。アンケートの実施

に際し、鉄骨鉄筋コンクリートでの再建の可能性について、

文化庁に十分確認しないで市民の皆様に意見を聞くことは、

作為的な世論形成につながりかねないと考えます。 

答弁昨年度のネットモニターアンケート実施に際しまして、鉄骨

鉄筋コンクリートでの天守閣再建の可能性について、文化庁

に照会をしなかったということにつきましては、配慮が足り

なかったものと認識しております。（局長） 

9 月 〇名古屋城天守閣フォーラム（9月 6日） 

・前市長から、2020 年（令和 2 年）の東京オリンピックに完成が間

に合うよう復元したい旨を発言 

平成 26 

年度 

〇名古屋城整備検討調査 

・文化庁の見解が「再建する場合は木造復元に限られる」との本市の

認識のもと木造復元と耐震改修に係る検討、課題の整理、比較を実

施 

⇒「耐震改修し概ね 40 年後の木造復元」と、「可能な限り早期の

木造復元」について比較検討を行った結果、木材調達、社会情勢

及び施設運営の各項目において、「可能な限り早期の木造復元」

を行うことに優位性があるとの結論 

6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備に関する調

査について」（6月 17 日） 

・文化庁の見解が「再建する場合は木造復元に限られる」として、平

成 26 年度に実施した調査結果を踏まえて、可能な限り早期の木造

復元を目指すという、今後の整備の進め方を報告 

・委員から、文化庁の見解に係る当局の認識の正確性や事業の進め方

に厳しい指摘 
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【経済水道委員会における質問】 

当局説明現天守閣を解体し、再建する場合は木造での復元に限ら

れるといった文化庁の見解がございます。平成 26 年度

の調査におきまして比較検討を行いました結果、可能な

限り早期の木造復元に優位性があることがわかりまし

た。このことから、今後は可能な限り早期の木造復元を

目指し、調査結果などを市民に丁寧に説明しながら、財

源の確保や技術的課題といった様々な課題について、一

つ一つ整理していきたいと考えております。 

委員からの主な指摘 

・天守閣の再建は木造復元しかないとする根拠はあるのか。 

・木造が唯一無二の選択肢なのかという部分については疑義があ

る。平成 26 年の質問の中でミスリードされてしまった感が私

はある。それ以外の選択肢について議論をした記憶がない。本

市の議論の中からは復元的整備という選択肢が抜け落ちてい

る。 

・耐震改修と合わせて大改修を行えば、長寿命化はもっと図れる

のではないか。 

・概算経費の算出根拠というのは、例えばゼネコンだとかにヒア

リングをして出されたものか。 

・つくったものに対して、その後どういう波及効果があるのかど

うかということも一つの大きな判断材料になると思う。 

 

 

〇文化庁の見解を確認 

・平成 27 年 6 月 17 日の経済水道委員会所管事務調査（資料 4）を踏

まえて、名古屋城天守閣の整備に関する文化庁の見解について文

化庁へ確認し、同月 22 日付けで文化庁長官より見解を受領 

・天守の再建については、整備主体である地元の自治体がどのよ

うな整備を行うか考えることが第一 

・その上で、天守を復元する場合は、原則として材料等は同時代

のものを踏襲する必要があるが、それ以外の可能性を排除する

ものではない 

・名古屋城天守閣については、往事の資料が十分そろっているこ

とを踏まえると、いわゆる復元検討委員会において木造による

できうる限り史実に忠実な復元をすべきと意見が出される可

能性が極めて高いと考えられる 

  

-13-



 

 

7 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備に関する調

査について」（7月 1日） 

・文化庁の見解について、正確性を欠く説明をしたことについて市民

経済局長が謝罪 

・委員から他都市事例を問われ、当局から、松前城（北海道松前町）

について、文化庁の復元検討委員会の中で、木造復元しかないとい

う結果になったことを説明したが、委員から当該事例に係る当局

の認識の正確性について指摘 

・委員から、平成 26 年度の本会議質問で、「文化庁の見解として、

鉄骨鉄筋コンクリートでの再建は認められない」と示されたこと

に対する当局の受け止めについて質問 

・その他、7割の方が現天守閣を存続させて耐震改修する選択をして

いる（ネットモニターアンケート／平成 25 年度）ことを踏まえ、

様々な整備の選択肢を示した上で、財源や経済効果なども示しな

がら、市民や議会に丁寧に説明をしていくことについて意見 

【経済水道委員会における質問】 

答弁文化庁の見解について、私どもの受け止め方により、前回の

委員会における資料及び説明において正確性を欠くことと

なりました。この点につきまして、誠に申し訳ございません

でした。（局長） 

質問復元検討委員会の方から、史実に忠実な復元をすべきという

意見が出る可能性が極めて高いと示されているが、他都市で

例えばこれに類するような例はあるか。 

答弁平成 23 年度に北海道松前町の松前城が、文化庁の復元検討

委員会の中で復興天守の今後の考え方について議論がされ

る中でＲＣ（鉄筋コンクリート）再建がいいかというような

ことも議論され、その時には木造復元しかないということに

なったと伺っている。 

質問昨年 6月の本会議で出た質問に対して、当局としては、重た

い質問だと、文化庁の見解がこうだと思い、これまでやって

きたのか。 

答弁大変重たい質問だという認識をした。 

委員からの主な指摘 

・ 文化庁の見解からすると、復元的整備だったら、ハイブリッド

だとか、鉄骨だとかいうことも含めて可能性はある。 

・ 71％が現在の天守閣を存続させて、耐震補強や改修を行うとい

うことが選ばれた。この市民の意見を否定するだけの根拠はな

-14-



 

 

いと思う。 

・ 財源や工期などは行政だけではわからないと思うので、ゼネコ

ンなどにヒアリングした上で考えないと結論が出ない。 

・ 経済効果も誘客効果も示してほしい。 

9 月 

 

      

〇9月定例会 

・松前城の件について、前市長が謝罪 

【市長提案説明（9月 10 日）】 

説明私が先方に確認をしたところ、松前城には焼失前の天守につ

いての詳細な図面などがないため、壁の厚さを増すような耐

震改修しかできないと思っていたが、文化庁から木造復元で

もよいとのお墨付きをいただいた。そのことを踏まえて、耐

震改修にするのか、木造復元にするのかを町民の意見を聴取

して検討することとしたとの説明を受けました。誤った答弁

をいたしましたことについて訂正させていただきます。誠に

申し訳ございませんでした。（前市長） 

・松前城の件について、市民経済局長が謝罪 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（9月 18 日）】 

答弁市民経済局の確認が不十分であり、受け止め方により誤った

答弁となったものでございまして、心からお詫びを申し上げ

ます。誠に申し訳ございませんでした。（局長） 
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イ 事象が生じた原因分析 

(ｱ) 原因分析の対象 

・名古屋城天守閣の整備に関する文化庁の見解について、「再建する場合は木造復

元に限られる」と当局は認識していた。 

・整備手法の選択肢や財源スキーム、経済効果等について議会に十分な報告がで

きなかった。 

 

 

(ｲ) 過去の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・ネットモニターアンケートを実施した平成 25 年度の時点では、木造復元への前

市長の思いを分かっていても、局として木造化がマストだと考えておらず、前

市長には、木造復元にあたっては、最低でも 5 年は調査させてほしい旨を伝え

ていた。 

・平成 26 年度には、前市長は木造復元をいろいろな所で話をし、極めて強い意向

があった。前市長は、2020 年（令和 2年）までに完成させると公言されており、

当局は、文化庁との調整や審議、設計などで 6年や 8年とか掛かる工程を考え、

2020 年（令和 2 年）までの完成は無理であると言っていたが、前市長は最後ま

で、東京オリンピックまでに竣工しないとやる意味がない、昔（慶長期）は 2年

で建てたからできるはずだというようなことを言われていた。そういう中で、

鉄骨鉄筋コンクリート造で再建する選択肢もまだあるという話はとてもでき

ず、局としても、前市長の意向に沿って、木造復元に向けて検討を始めていた。 

・文化庁には、木造復元の考え方や、木造復元をどのような道筋でやっていくかを

教えてもらいに行っていた。「再建する場合は木造に限られる（文化庁の見解）」

は、文化庁と頻繁にやりとりしていたが、文書で貰ったことはなかった。市とし

ては復元するには木造でしかないと考えており、これは文化庁の意向も同じだ

との認識の中で「再建する場合は木造に限られる（文化庁の見解）」と平成 26 年

度に実施した「名古屋城整備検討調査」の報告書に記述した。 

 

 

(ｳ) 評価・検討 

・平成 26 年 6 月定例会の本会議質問における「史実と異なる鉄骨鉄筋コンクリー

トでの再建はできない」との見解を文化庁が示しているとの議員の発言を重く

受け止めていたことに加え、文化庁に対する丁寧な確認を怠ったことにより、

文化庁の考え方について、再建する場合は木造復元に限られるという誤った認

識に至っていた。 
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・当初、木造復元に向けた調査や工事にはある程度の期間が掛かると見込んでい

た当局と、2020 年（令和 2 年）7 月の東京オリンピックまでという早期の木造

復元を目指していた前市長の間には、考え方の相違があったと認識していた職

員はいたが、平成 26 年度の調査において、「耐震改修し概ね 40 年後の木造復

元」と、「可能な限り早期の木造復元」との比較検討を行い、「可能な限り早期の

木造復元」に優位性があるとの結果に至っていたことから、可能な限り早期の

木造復元が市内部の方針となった。 

・再建する場合は木造復元に限られるとの認識が正確性を欠いた説明につながり、

可能な限り早期の木造復元を目指す市内部の方針が他の整備手法での再建など

を含めた検討の不足につながったものと考えられる。こうしたスケジュールを

優先する進め方は、最終報告でも同様の指摘（スケジュール設定の無理）がされ

ている。 

 

 

(ｴ) 推定した原因 

・文化庁の見解に関する丁寧な確認を怠った。 

・市内部の方針を可能な限り早期の木造復元とした。 

  

-17-



 

 

(2) 木造復元に係る関連議案の継続審査につながる調査検討不足(平成 27～28 年度)     

事象② 

ア 事象の概要及び経緯 

 (ｱ) 概要 

・技術提案・交渉方式の公募型プロポーザルにおける優先交渉権者の決定後、平成

28 年 5 月に、「名古屋城天守閣の整備方針」に係る 2万人アンケートを実施し、

その結果、木造復元を選択した回答が 6 割以上となったこともあり、本事業を

実施するための基本設計に係る補正予算等の関連議案を同年 6 月定例会に提出

した。 

・この補正予算に対し、議会から、竣工期限を 2020 年（令和 2 年）7 月とする考

え方の是非や、竣工時期の見直しに伴う事業費等に係る法的整理、財源フレー

ムの妥当性等について様々な指摘があり、1年近くに及ぶ継続審査となった。 

・収支見込みについて第三者機関での調査を実施するとともに、熊本地震を契機

に石垣の安全性の確保について更なる調査が必要としたことから、竣工期限を

2022 年（令和 4年）12 月に見直すこととなった。 

・平成 29 年 2 月定例会において「収支相償の財源フレームを堅持するために、入

場者数目標の達成に向けてあらゆる努力をすること」との附帯決議が付され木

造復元に係る関連議案が可決された。 

 
(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

平成 27 年 

8 月 

〇市長指示書（8月 24 日）（資料 5） 

・前市長から、天守復元の手法について技術提案・交渉方式を採用す

ることについて、市民経済局長あての指示書を受領 

3.本丸天守の復元の手法については、技術提案交渉方式を採用す

るものとし、9 月議会までに法的・技術的課題をクリアするこ

と。また、技術提案交渉方式を進めるために必要な予算を 9月

議会に提出すること。 

以上、本件の全責任は私が取るので、各員全力で取り組まれたい。 

9 月 〇9月定例会（9月 30 日） 

・木造復元に係る工期・工程、概算事業費を明らかにするための技術

提案・交渉方式の実施や、名古屋城の魅力向上策の検討調査のため

の補正予算「名古屋城整備検討調査」を提出 

・技術提案・交渉方式については、東京オリンピックが開催される

2020 年（令和 2年）7月完成を条件とすることなどを説明 

⇒附帯決議を付して可決  
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附帯決議 

1、名古屋城天守閣の木造復元に係る概算経費が約 270 億円から

400 億円と莫大であり、厳しい財政状況の中、市民生活に大き

な影響を与える懸念があることから、関係局との協議を踏ま

え、国・県支出金、寄附金、地方債、市税等の割合を含めた財

源フレームを明確にし、優秀提案選定後の工期、工程、概算事

業費等が明らかになった段階で速やかに、市民アンケートを

実施し合わせて議会へ報告すること 

12 月～ 〇技術提案・交渉方式による公募型プロポーザルの実施（12 月 2 日

公告） 

・2020 年（令和 2年）7月竣工を条件とする公募 

〇「名古屋城天守閣の整備 タウンミーティング」の開催 

・全 16 区において天守閣の現状・課題・過去の調査結果、技術提案・

交渉方式の調査内容、経済波及効果などを説明 

【開催期間】 

平成 27 年 12 月 6 日～平成 28 年 1 月 17 日 

平成 28 年 

1 月 

〇市長定例記者会見（1月 18 日） 

・市長定例記者会見にて、市債を発行し、特別会計を組むとの発言 

・この間までは、つい 1カ月ぐらい前までは、75％起債しかでき

んということでして 400 億円だとしますとね、仮に。400 億円

だとしますと、100 億円は起債でなしに現金をつくらないとけ

ないという話もあった。 

・1カ月ほど前に、正式に総務省の方から、「観光その他事業債」

ということで、100％起債してもよろしいということになりま

して、その代わり特別会計を組んでほしいということで、なり

ました。 

2 月～ 

3 月 

〇2月定例会（3月 18 日） 

・平成 28 年度当初予算案に「名古屋城天守閣の整備検討（技術提案・

交渉方式による公募結果等の報告会、市民アンケート等）」を計上 

⇒附帯決議を付して可決 

附帯決議 

1、名古屋城天守閣の整備検討に係る市民アンケートの実施にあ

たり、当局が市民に対し情報提供を行うとした技術提案・交渉

方式に係る優秀提案の内容、天守閣整備に係る財源フレーム

（案）などが、本予算審議において明らかとならなかった。こ

うした状況に鑑み、名古屋城天守閣の整備検討に係る市民向

け報告会、市民アンケート及び広報なごや特集号の各予算に
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ついては、正確な情報提供に基づいて天守閣整備に対する意

向を市民に判断いただく必要があるため、優秀提案の選定結

果、財源フレーム（案）及びこれらの内容を正確に踏まえたア

ンケート項目などが明確になった段階で、その内容について

速やかに議会へ報告・協議したうえで執行すること 

3 月 〇「名古屋城天守閣整備事業にかかる技術提案・交渉方式による公募

型プロポーザル」に係る優先交渉権者決定（3月 29 日） 

（優先交渉権者：株式会社竹中工務店名古屋支店 事業費：約 505 億

円） 

4 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討につい

て」（4月 7日） 

・天守閣整備に係る今後のスケジュールを説明 

〇平成 28 年（2016 年）熊本地震発生（4月 14 日・16 日） 

〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討につい

て」（4月 22 日） 

・技術提案・交渉方式の提案内容、工程計画のほか、財源フレーム案

を提示 

〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討につい

て」（4月 28 日） 

・優秀提案における提案額と参考額の考え方、入場者数及び入場料

収入の算出根拠（名古屋城本丸御殿整備や他城郭の整備の実績に

よる入場者数の増減率を元に積算）等を説明 

 5 月 〇2万人アンケートの実施（5月 6日～20 日） 

・木造復元を選択した回答（「2020 年（令和 2年）7月までに優秀提

案による木造復元を行う」及び「2020 年（令和 2 年）にとらわれ

ず木造復元を行う」）が 6割以上との結果 

【結果（有効回答数 7,224）】 

区 分 割 合 

2020 年 7 月までに優秀提案による木造復元を行う 21.5％ 

2020 年 7 月にとらわれず木造復元を行う 40.6％ 

現天守閣の耐震改修工事を行う 26.3％ 

その他 6.2％ 

無回答 5.4％ 
 

〇「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」の開催（5月 10～15 日） 

・名古屋城天守閣の整備の概要等を説明（5会場 876 人参加） 

〇広報なごや特集号「名古屋城天守閣の整備」（5月下旬～6月上旬） 

6 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備・2万人アン

ケートの結果等について」（6月 1日） 
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・アンケートの結果、木造復元を行うと答えた市民は「2020 年 7 月

までに優秀提案による木造復元を行う」と「2020 年 7 月にとらわ

れず木造復元を行う」を合わせると 6 割以上となったことを議会

へ報告 

・アンケート結果を受けた今後の進め方について答弁 

【経済水道委員会における質問】  

質問 2020 年 7 月にやりたいという人は 2 割ちょっと。木造はい

いが、こだわらずに 2020 年 7 月より後ろにすべきだという

のが一番多い。市長はこのアンケート結果について、最終的

に何と言っておるのか。 

答弁木造化について6割の方が支持をしたという認識ではおりま

す。一方、耐震性能が低いというようなこともありますので、

早急に対策を施さなければいけないという判断もあり、今回

の6月補正に御提案をさせていただくということになってお

ります。（局長） 

〇6月定例会 

・基本設計等に係る補正予算等の議案を提出 

・議会からは、竣工期限を見直すことや、入場者見込み・収支計画に

ついて、第三者による調査を実施すべきことについて指摘 

⇒竣工期限の見直しに係る当局の判断や、入場者数、収支見込み

について第三者機関の調査結果を待つ必要があるとして継続審

査 

【本会議質問（6月 21 日）】 

質問 2 万人アンケートの結果を見ても、2020 年 7 月にとらわれ

ず木造復元を行うことが一番多い。2020 年 7 月にこだわら

ず、2026 年アジア大会までにするということで石垣を補修

することもでき、その間に木材調達を図ることで高騰は避

けられる。本物の名古屋城天守閣を木造復元するのであれ

ば、2020 年 7 月にこだわらず、一旦立ちどまって石垣から

積み上げるという考え方でやるべきではないか。 

答弁 2020 年 7 月にこだわらずというお話でございますが、いろ

いろ耳を傾けて考えるということは考えております。（前市

長） 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（6月 23 日）】 

質問入場者数あるいは収支の見込みが希望的観測あるいは主観

によるところが多いと思う。第三者機関において、きちんと

した入場者数、収支見込みを出すべきだと思う。 

答弁確かに御指摘のとおりでございますので、日数及び予算のこ
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ともございますけれども、精緻な第三者による、そういった

検証をしていきたいと思います。（局長） 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（6月 27 日）】 

質問謙虚に耳を傾けるのであれば、木造復元については、余り拙

速にならずに、一旦リスタートを切る、そういう準備をして

はどうかと思う。 

答弁現時点では、優先交渉権者の法的な位置づけの整理などにつ

いて、若干の時間を要しますことから、決断するのにもう少

し時間をいただきたいと存じます。（前市長） 

 

継続審査理由 

名古屋城天守閣の木造復元に関し、市長から、2026 年のアジア競

技大会や 2027 年のリニア開業をゴールとして定めることについ

ては、優先交渉権者の法的な位置づけの整理などに時間を要する

ため、決断するのにもう少し時間をいただきたいとの発言があ

り、これを待つ必要があり、また、入場者数、収支の見込みにつ

いては、当局において、今後第三者機関に調査を依頼するとのこ

とであり、その調査結果を待つ必要があるとともに、耐震対策や

総事業費の問題のほか、名古屋城跡全体整備計画における整備の

あり方など課題もあり、慎重に審査を進める必要がある。 

 9 月 

～10 月 

〇9月定例会 

・6月定例会において継続審査となった議案について審議 

・前市長の考えとして、市は優先交渉権者と互いに事業を推進する法

的責務を有しており、完成時期を遅らせることは、別の事業と解さ

れる余地があるため、法的観点から困難であることなどを説明 

・議会からは、収支見込みの第三者機関による調査、石垣の安全性の

確保、上限 505 億円の事業費の妥当性などの考え方について指摘 

・10 月 6 日に前市長から、これらの課題事項について、ある程度時

間をかけて対応するため、竣工期限について 2022 年（令和 2年）

7月を目途として見直すことを説明 

⇒2022 年（令和 4年）の完成期限について、優先交渉権者と協議

できていない状況や、訴訟リスクが否定できない状況であると

して継続審査 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（9月 20 日）】 

質問弁護士による、本市から中止できないとの見解の内容を明確

に教えてほしい。 

答弁名古屋市から中止できる時については、実施説明書によりま

すと、工期の遅れが確実になった場合と、予算の承認が得ら
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れなかった場合ですが、そこの考え方について、それぞれの

弁護士の方から御見解をいただいたところです。 

質問 2万人アンケートをやろうがやるまいが、市民の意見がどう

であろうが、このプロポーザルをやったことは、そもそもが

もう覆せなかったのか。 

答弁今回の弁護士の見解につきましては、今の状態、法的な状態

として、自ら先ほどの 2条件に合わない場合は取り下げると

すると、訴訟のリスクがあるというような見解でございまし

て、市長の思いといたしましては、取り下げる意思がないと

いうことに至っているところでございます。（局長） 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（10 月 6 日）】 
説明先般、委員会のほうから、収支見込みの第三者機関による調

査や、石垣の安全性の確保、上限 505 億円の事業費の妥当性

の調査など、数点にわたり課題を指摘されました。こうした

課題に対応するには、例えば、収支見込みの第三者機関によ

る調査につきましては、来場意向調査やリニア中央新幹線の

開業の影響などの要因を多角的に捉え、分析することが必要

であり、加えて、石垣の安全性の確保については、熊本地震

を受けて、更なる調査を実施することが必要であり、本市と

いたしましては、ある程度時間をかけて実施してまいりたい

と判断し、2020 年 7 月の完成期限を見直したいと存じます。

（前市長） 

質問前局長は、2020 年 7 月に間に合わないということが設計の段

階で明らかになったということであれば、それは振り出しに

戻すが、アンフェアな形にならないような形で再出発という

のが当然必要だろうという答弁をされている。 

答弁その後の事象によって、いろいろ行政も判断が変わるものと

いうふうには思います。委員会の審議と社会的な要請等で

もって、アンフェアにならない範囲内において、公平性・透

明性の担保される範囲内において、行政が現在判断している

ものと認識しておるところでございます。（局長） 

 

継続審査理由 

第 105 号議案関係分はじめ 4件につきましては、会期末を迎えよ

うとする 10 月 6 日の委員会において、名古屋城天守閣の木造復

元に関し、市長から、2020 年 7 月の完成期限を見直したい。具体

的には、おおむね 2 年延長することで、完成期限を 2022 年 7 月

をめどとし、今後竹中工務店と協議をし、実施してまいりたいと
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の発言がありましたが、今回の完成期限の見直しについて、現段

階において竹中工務店と十分な協議をしておらず、工程の確認も

とれていないこと、また、訴訟リスクが否定できない中、そのよ

うな不安要素を取り払って進めるべきであるため、さらに詳細に

検討し判断すべきであることなど、さまざまな議論で、議決する

に至る状況にないと考える次第であります。（略）今後もさらに慎

重に審査を行う必要があることから、賛成多数によりいずれも継

続審査とし、市会閉会中も委員会を開会できるようにすべきもの

と決定いたした次第であります。 

11 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇11 月定例会 

・6月定例会から継続審査となっている議案について審査 

・議会からは、事業費や入場者数見込みなどの議論のほか、優先交渉

権者と契約しない場合の責任について指摘 

⇒竣工時期や総事業費について前市長、当局、優先交渉権者との協

議が整っておらず、入場者数・収支見込みに関する第三者機関へ

の調査も完了していないことから継続審査 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（12 月 6 日）】 

質問市長が言う優先交渉権者の設定という契約を交わしている

と理解をしたとしても、竹中工務店が仮に木材の手配をして

いたとしても、それを現時点で賠償する責務が名古屋市にあ

るわけではないと、これは明確に言い切ってもらえるか。 

答弁設計契約等をしたわけでございませんので、本市といたしま

してそういった責を負う立場にないと認識しております。 

継続審査理由 

 第 105 号議案関係分はじめ 4 件につきましては、11 月定例会に

おいても、引き続き当委員会において熱心かつ慎重に審査を進め

てきたところでありますが、会期末を迎えようとする 12 月 5 日

の市長定例記者会見における市長の発言から、技術提案・交渉方

式に対する市長と当局の認識の違いが明らかになりました。可決

を含めた議決のためには、完成期限や総事業費などについて、市

長、当局、優先交渉権者、3 者の協議が整った状態で審議を進め

る必要があります。このような状態に鑑みると、契約に対する考

え方について、市長と当局で改めて認識を一致させる必要があり

ます。また、完成期限の見直しに当たっては、プロポーザル事業

の公平性の観点から、評価委員の意見を再聴取するとともに、6

月定例会における指摘以降も未実施である入場者数、収支見込み

についての第三者機関への調査依頼の早急な実施を受けて検討

する必要があります。 
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平成 29 年

2 月～3月 

 

〇入場者数見込みに係る評価を第三者機関へ委託 

・「名古屋城天守閣木造復元事業に伴う名古屋市入場者数予測結果の

評価業務」を実施 

⇒本市の試算手法、考え方について、おおむね妥当であるが、その

際、長期予測については、ほぼ不可能との評価 

〇2月定例会 

・木造復元に係る関連議案（基本設計等の繰越明許費や職員の人件費

など）を新たに提出し、6月定例会から継続審査となっている議案

と合わせて審査 

・事業着手時期の遅れに伴い、竣工時期を 2022 年（令和 4年）12 月

へ変更することを説明 

・当局から、国や県に対して補助金を要望していくこと、市民や企業

から幅広く寄附を集めること、第三者機関の詳細調査を早急に進

めたいことなどを答弁 

⇒附帯決議を付して可決 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（3月 17 日）】 

質問赤字にしないように努力するのは言うまでもないが、予想よ

りも入場者数が少ないことだって当然あり得ると思う。それ

でも、予想に左右される問題ではなく、それでもやるのかど

うかということを一遍よく考えないと。専門家の日本総合研

究所もわからない。赤字にならないように努力するが、仮に

入場者数が予想よりも少ないとしても、木造復元はやるべき

という観点が必要ではないか。 

答弁文化的な価値、歴史的な価値、そういったものを後世に残す

という意味で、使命を負ったものであるという認識でござい

ますので、たとえ採算ベースに乗らないという話があったと

しても、やっていくべきものではないかと思います。（局長） 

【経済水道委員会提出資料（3月 21 日）】 

天守閣整備に関する市長の考え 

現在、本市においてご審議をお願いしています名古屋城天

守閣整備事業については、6月定例会において上程させていた

だいた以降、長期間にわたりご審議いただいております。 

本事業は、日本の歴史文化への貢献、名古屋経済の活性化と

いう観点から、大変有意義なものであり、私どもとしては、収

支が取れると思っておりますが、委員会で指摘があったよう

に、仮に収支がよくなくとも、必ず推進すべきものであると考

えています。 
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附帯決議 

1、名古屋城天守閣木造復元事業を進めるにあたっては、入場者数

と収支見込みに対して、民間調査会社から長期の予測は不可能

であるとの指摘があることから、独立採算による収支相償の財

源フレームを堅持するために、入場者数目標の達成に向けてあ

らゆる努力をすること。 

1、財源フレームの基本的な考え方については、市民の機運醸成を

図り、寄附金などの募集をするほか、事業の意義について国や

県の理解を得て補助金を確保するとともに、市民税 5％減税の

検証による見直しも含め、財源を確保すること。 

1、総事業費 505 億円については、工期設定の適切な見直しを行

うなど大幅な圧縮に努めるとともに、文化庁や優先交渉権者と

の協議調整状況並びに仕様や工程及び契約内容等について、適

宜議会への報告を行い、議会に諮りながら進め、あわせて市民

の理解を得ながら、市民とともに事業を進めること。 
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イ 事象が生じた原因分析 

   (ｱ) 原因分析の対象 

・技術提案・交渉方式で設定した竣工時期の考え方や見直しに伴う法的整理等に

ついて、十分な検討ができていなかった。 

・財源フレームについて、関連議案を提出した当初においては、市内部の検討に留

まっていた。 

 
 

(ｲ) 過去の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・技術提案・交渉方式の採用について、平成 27 年 6 月の経済水道委員会所管事務

調査における、財源や工事費、経済波及効果などの指摘に対応せずに、補正予算

を 9 月定例会で提出することはとてもできないこと、今まで建築物で事例が少

なく、本当にできるのかよく分からない中で、懸念を持っていることを前市長

に説明した。その後、前市長側から、9月定例会に技術提案・交渉方式の実施に

係る調査費の補正予算を提出することについて指示書が出された。 

・竣工期限を決める際に、リニア中央新幹線開業年やアジア競技大会開催年を説

明したが前市長は納得しなかった。2020 年（令和 2 年）7 月の東京オリンピッ

クに間に合わせるため、8 月に指示書が出て、12 月には技術提案・交渉方式に

よるプロポーザルを実施することとなった。技術提案・交渉方式については、最

終的に、局としてきちんと積み上げて説明ができる形として、プロポーザルに

進んだと認識している。局長以下みんなが一丸となり一枚岩でやっていたと思

う。 

・プロポーザルを始めて優先交渉権者が決まるまでの期間が短いが、そのスピー

ド感でやらなければ 2020 年（令和 2 年）には間に合わない。平成 28 年の 4 月

からすぐ動き出さないと間に合わないぐらいの、ぎりぎりのスケジュールで

やっており、残業も夜遅くまで毎日のように続いていた。 

・2 万人アンケートの結果が、天守閣整備事業の方向性にどう影響するか、アン

ケートの結果こうだったらこうしよう、などと決まっていたという認識はな

かった。 

・収支計画は予算計上されておらず、平成 28 年度に内部で作成することとなって

いた。入場者数を含めた収支計画は、他都市の状況、今までの名古屋城の入場者

数の推移などを踏まえ、根拠に基づき作成をしたものであった。 

・収支計画を収支相償で考えていたが、議会から年間 360 万人の入場者数を集め

られることの確実性や客観性について指摘をいただいた。そこで客観性を担保

するため、コンサルタントに確認をしたところ、当局の入場者数の算出方法に
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ついて一定の理解ができる旨の評価をもらい、議会に報告した。 

 

 

(ｳ) 評価・検討 

・前市長からの市長指示書については、2020 年（令和 2 年）7 月を竣工期限とす

る技術提案・交渉方式の採用にあたり、当局は前市長に対し、スケジュールや採

用への懸念を説明していたとする職員がいる中で発出されたものと推認する

が、技術提案・交渉方式は当局としてきちんと積み上げて説明ができる形であっ

たと認識する職員がいるように、2020 年（令和 2 年）7 月の竣工を目指し、技

術提案・交渉方式による公募型プロポーザルを進めることとしたのは、適正な

手続きによるものであったと考えられる。 

・プロポーザルに掲げた竣工期限の設定においては、前市長と折り合いがつかな

かったとする職員がいた一方で、市長指示書を受けて平成 27 年 9 月定例会に補

正予算の提出を余儀なくされたことにより、議案提出までおよそ 1 か月しかな

く、竣工期限の考え方の議論が不足している中で進められていた。こうしたス

ケジュールを優先する進め方は、最終報告でも同様の指摘（スケジュール設定

の無理）がされている。 

・また、選考の過程において、「名古屋城天守閣整備事業にかかる技術提案・交渉

方式（設計交渉・施工タイプ）による公募型プロポーザル実施に伴う意見聴取

会」で平成 29 年度に設置した天守閣部会の有識者と同じ有識者に意見を伺いな

がら進めていたが、特別史跡名古屋城跡の本質的価値を構成する石垣について

は石垣部会の有識者には事前に意見を伺うことはできておらず、竣工期限の考

え方に反映されることはなかった。 

・2 万人アンケートにおいては「2020 年 7 月にとらわれず木造復元を行う」とす

る選択肢がある中で、アンケート結果がどう影響するか事前検討がされていな

かったとする職員がいるように、アンケート結果を竣工期限の設定に反映する

かの議論が内部で不足しており、技術提案・交渉方式の手続きを進める中で、竣

工期限の見直しの可能性等を含めた法的整理など、必要な想定や検討ができて

いなかった。 

・収支計画については、当局としては、他都市の状況等を踏まえるなど根拠に基づ

き作成したという認識を持っていたが、2020 年（令和 2 年）7 月の竣工に向け

たスケジュールの中で、平成 28 年 3 月の優先交渉権者の決定後、市内部で作成

し、同年 4 月には議会へ提示することとしたため、議会へ十分な説明ができる

内容には至らなかった。 
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(ｴ) 推定した原因 

・2020 年（令和 2 年）7 月の竣工に向けた厳しいスケジュールの中で、史跡整備

の進め方等に係る認識が不足しているにもかかわらず、竣工期限の考え方の検

討や、収支計画の作成において、竣工期限を優先した進め方をしていた。 
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(3) 石垣保存方針とりまとめに向けた石垣調査・体制不足(平成 29～30 年度) 事象③ 

ア 事象の概要及び経緯 

(ｱ) 概要 

・平成 29 年 5 月に優先交渉権者との基本協定を締結し、2022 年（令和 4年）12 月

の竣工期限に向けて事業を開始した際には、平成 30 年 10 月の文化審議会で木

造復元に係る現状変更許可申請の内容が審議されることを念頭に、同年 7 月ま

でに石垣の保存方針を含めて基本計画書にとりまとめ、文化庁に提出するスケ

ジュールとしていた。 

・石垣部会との合意形成を図るべく調査・検討を進めたが、文化財保護を前提とし

た考え方に立っておらず、石垣調査の内容や主体的な発掘調査の体制が不十分

であるなどの厳しい指摘をいただいた。 

・同年 7 月に、基本計画書を文化庁に持参したところ、石垣の保存方針について

有識者との認識が一致していないとの指摘をいただき、文化庁への提出を見

送った。 

・その後、再検討を行うも、石垣部会との認識の一致には至らず、同年 10 月の市

長定例記者会見において、文化審議会の諮問に至らなかったことを公表した。 

 
(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

平成 29 年 

3 月 

〇第 20 回石垣部会（3月 28 日） 

・名古屋城天守閣木造復元のこれまでの経緯や、天守台石垣の整備方

針決定に向けた今後の進め方や調査案、2022 年（令和 4年）12 月

天守竣工の工程案を説明 

・石垣部会からは、天守を木造にすることが保存活用計画に定められ

ておらず、特別史跡の整備・活用の手順から反していること、歴史

的な価値のある遺構をき損しないことを確認するための十分な調

査が予定されていないことなどについて、厳しい指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・保存活用の会議が、天守を木造にしなければいけないと    

いうことを、保存活用計画に求めていないのに、具体的なこう

いう計画だけ動いているというのは、明らかに国の特別史跡の

整備・活用の手順から全く反している。 

・堀の発掘調査もなしに、堀底を埋めて素屋根をかけて、工事が

できるかどうかもわからない。地下に埋もれている歴史的な価

値を有する遺構をき損してしまう恐れがある。 
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5 月 〇優先交渉権者の株式会社竹中工務店名古屋支店と基本協定書や基

本設計等の契約を締結 

・本事業の基本計画書をとりまとめるための各種調査・検討を開始 

 〇第 21 回石垣部会（5月 12 日） 

・戦災による劣化などの課題を抱える天守台石垣の保存・修復のあり

方について、石垣部会に相談しながら、必要な調査を実施し、方針

をまとめていく必要があるため、天守台石垣の調査案と2022年（令

和 4年）12 月天守竣工の工程案について説明 

・工程案については、2022 年（令和 4年）12 月の竣工に向けて、平

成 30年 7月までに石垣の保存方針を含めて基本計画書にとりまと

めて文化庁に提出（同年 7月の復元検討委員会、同年 10 月の文化

審議会）するスケジュールを設定 

・石垣部会からは、本事業が、天守台をき損する可能性がある前提で

あること、木造天守の復元後に石垣の修理を行う計画であること、

石垣調査の成果がまとまらない段階で仮設計画が進む工程案であ

ることなどについて、文化財保護を前提とした考え方が十分でな

いと厳しい指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・木造の天守を建ててから、石垣のき損についての修理を行うと

いう計画案を出されている。文化財の修理、特別史跡の修理と

してあり得ない計画である。しかもそれは、本質的な価値のあ

る天守台をき損するということがあるということを前提とし

た工事計画を天下に公表しているということから、極めて重大

な問題である。 

・我が国の文化財修理で造る素屋根では、恐らく最大のものにな

る。空堀の中には、とんでもない荷重がかかり、両脇の石垣に

も荷重が載る。石垣調査の成果がまとまっていないのに素屋根

の計画を進めることになってしまっている。これは全く特別史

跡の文化財の保護の立場に立っていない。 

・ケーソンを入れるために大天守台、あるいは小天守台の石垣、

特に内面に、大幅に改変を受けていた。天守の内面石垣をどう

直していくかという議論、事前調査なしには、天守の木造とい

うのが全くできないということが、極めて明確になった。 

6 月 〇6月定例会 

・議員から、有識者からの指摘を踏まえた事業の進捗について質問 

【本会議質問（6月 21 日）】 

 質問優先交渉権者であった竹中工務店と基本協定や基本設計契

約の締結に至り、事業に着手しましたが、市長の思いが先行
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しており、関係者との調整が十分にできているのか大変懸念

を抱いております。（略）現在の国や地元有識者との調整状況

及びその中で指摘された意見を踏まえて、現在の計画に影響

はないのでしょうか。 

 答弁現在は、天守閣部会や石垣部会といった有識者からなる検討

会を開催し、来年度の秋に木造復元に係る現状変更許可を受

けるべく、学術的な見地からも検討を進めているところ。そ

うした中で、石垣部会から石垣の保全の必要性について指摘

を受けたことは認識しており、石垣の保全についてはしっか

りと検討しながら進めてまいります。（所管副市長） 

 〇第 22 回石垣部会（6月 23 日） 

・石垣としての文化財の価値を高め、十分に調査をして保全を行って

いくことなどの考え方を示す天守台石垣の調査方針案のほか、天

守台石垣の調査内容、工程案を説明 

・石垣部会からは、天守の竣工後に石垣の保全等を予定している点に

ついて、まずは、特別史跡としての石垣をしっかり調査し、必要な

保全工事を行うべきであり、木造復元を先行する計画は文化財保

護として成り立たないことを改めて指摘 

 

石垣部会からの主な指摘 

・史跡としては、本質的な価値を持っているのは石垣である。ま

ずは、その石垣をしっかり調査して、必要な保全の措置をとっ

て、指定文化財として、将来にわたって安定して、それを次の

世代に伝えていく。そういう措置をとるのが、特別史跡として

の整備、活用の基本の原則である。 

・今回の石垣調査というのは、木造復元を目的とするのではなく、

天守台石垣の健全性の確認のために行うという調査であると

いうことの説明があった。調査はするけども、保全工事は一切

行わずに、現天守閣解体にそのまま突入にしていくというこの

工程表は、調査の目的と著しく齟齬している。 

・変形が起きてしまった後に石垣を直すという考え方は、文化財

保護として成り立っていない。改めて調査をしっかりしたうえ

で、必要な保全工事をとって、まずは天守台石垣として健全化

を果たしたうえで、その先どういう整備、活用するかについて

は別途、別の問題として考える以外、道はない。 

 8 月 〇第 23 回石垣部会（8月 9日） 

・天守台石垣の調査内容、工程案を説明 

・石垣部会から、調査について、本市が主体となり、責任を持って調

査の範囲や方向性を決定していく体制とすべきことなどについて
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指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・特別史跡の学術調査をしているわけだから、こういった調査を

すること自身に管理団体として名古屋市が主体になって、責任

を持って調査をするということが、通常のやり方である。あく

までも調査の主体は名古屋市であるというところを、十分理解

していただきたい。 

・これだけの調査内容の提案ということになると、当然ながらこ

れがしっかりできるだけの調査の体制、組織作りが伴っていな

ければいけない。現状の体制を鑑みると、こういう事例の調査

をこれだけ展開するというのは、非常に無理があると言わざる

をえない。 

9 月 〇第 24 回石垣部会（9月 12 日） 

・名古屋城の学芸員の体制の考え方や、天守台石垣の調査内容につい

て説明 

・石垣部会からは、本市に総合的な調査体制をつくり、今後の保存・

活用を、学術を基本に考えていく体制を構築すべきことのほか、石

垣調査について、現実的なスケジュールでないこと、調査項目の目

的や内容が整理されていないことなどについて指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・名古屋市の学芸員の体制を充実させて、現地に残されている文

化財としての名古屋城をしっかり研究する。史料の調査・研究

もどこかへ委託する形ではなく、市のしっかりした調査・研究

の体制といったものを合わせて構築していただきたいと思う。 

・この調査はまさに特別史跡としての価値を、古文書や絵図に基

づいて証明する、まさに特別史跡名古屋城の根幹に関わる調査

である。この程度の短い期間で本当に完了するのか、というの

がまず疑問である。 

・何を目的にして調査をするのか明快に考えられているのか。そ

れぞれの項目で重複もあれば、書いてある内容もこれをするこ

とによって何の目的が達成できるかという部分の整理がつい

ていない。 

10 月 〇第 24 回全体整備検討会議（石垣部会及び天守閣部会合同）（10 月

13 日） 

・全体整備検討会議の座長（天守閣部会座長兼任）から、木造天守及

び天守台石垣の安全性に対して、天守閣部会と石垣部会には考え

方に違いがあることについて発言 

-33-



 

 

平成 30 年 

1 月 

〇石垣部会の活動方針 

・石垣部会から「特別史跡『名古屋城跡』全体整備検討会議石垣部会

の今後の活動方針について」提出 

 〇第 25 回石垣部会（1月 30 日） 

・天守台石垣周辺調査の状況について説明 

・石垣部会からは、調査結果の捉え方が不十分であることなどについ

て指摘 

2 月 〇文化庁復元検討委員会（平成 29 年 12 月）での意見を受領（2月 5

日） 

・平成 29 年 12 月の文化庁の復元検討委員会に、本事業に係る基本

計画書案のうち、復元整備基本構想が報告され、当該構想に対する

復元検討委員会の主な意見を文化庁から受領 

石垣の調査を行い、その成果にもとづいて具体的にどのように石

垣を保全していくのかを検討しなければならない。方針のみでは

議論とならない。 

3 月 〇第 26 回石垣部会（3月 6日） 

・天守台石垣周辺の状況について説明（外部石垣発掘調査） 

・石垣部会からは、近現代の補修により石垣の根石部分の安定性を欠

いている可能性があり、追加の発掘調査や地盤面の安定性の更な

る検討の必要性について指摘 

5 月 〇文化庁復元検討委員会（平成 30 年 3 月）での意見を受領（5月 16

日） 

・平成 30 年 3 月の文化庁の復元検討委員会に、本事業に係る基本計

画書案のうち、復元整備基本構想が報告され、当該構想に対する復

元検討委員会の主な意見を文化庁から受領 

 ・天守台石垣に係る課題への対応について 

  天守解体及び木造天守建築時における、天守台石垣に対する影

響を考える必要がある。石垣の調査が継続中であるため、報告

がなされていない。石垣の構造解析は難しいし、時間が掛かる

と思う。  

6 月 〇第 27 回石垣部会（6月 1日） 

・天守台石垣周辺の状況について説明（外部石垣発掘調査のまとめと

追加調査等） 

・石垣部会からは、発掘調査の結果の捉え方について疑義を呈され、

根石周りの安定性を確認するための追加調査が必要なことについ

て指摘 
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 〇6月定例会 

・議員から、現状変更許可に対する認識について質問 

【本会議質問（6月 22 日）】 

 質問今後、文化庁からの宿題をこなしきれず、石垣部会も開催で

きなかった場合、木造化の完成は 2022 年には完全に間に合

わなくなる。その場合、2022 年という完成時期を見直すとい

うことになるのか。 

 答弁現在、文化庁からは、過去 2回の復元検討委員会では議題と

しては審議されておらず、話題事項として報告されたと伺っ

ております。（局長） 

 答弁現状といたしましては、石垣の調査結果をとりまとめるこ

と、その結果に基づき、特別史跡の本質的価値を構成する石

垣の保存の考え方を検討することなどを短期間に行う必要

があり、スケジュール的に厳しい状況であると認識をしてお

りますが、工期が間に合うように全力を傾注してまいりま

す。（所管副市長） 

7 月 〇第 28 回石垣部会（7月 13 日） 

・「天守台石垣の保存と安全対策」として、調査の成果を踏まえて「天

守台石垣の現況と保全」や「木造復元に伴う天守台石垣の保全と安

全対策」の考え方をとりまとめて提示 

・石垣部会からは、報告書の結論で示した「石垣が安定している」と

の評価は承服できないとして、石垣の安定性を確保していくため

に、不足している調査を早急に行い、具体的な保全措置をとること

が最優先であることについて指摘 

・また、調査の成果は、木造復元に向けた報告書と推察でき、適切な

評価がなされていないのではないかとの指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・大天守台の北面の石垣については非常に大きな変形が認められ

て、石垣内部に大規模な空洞が生じているようである。発掘調

査では、かなりの部分の根石の抑えが壊されている状態で、非

常に安定性を危惧する状況にあることが見えてきた。いずれ

も、この報告書の結論として示されているような、石垣が安定

していると評価できるということとは正反対の評価というの

が、石垣部会の構成員としての意見であり、この評価は承服し

がたい。 

・名古屋城大天守台の石垣というのは、非常に危険な状態にある

ということが、考えるべき結論ではないかと思う。そうすると、

石垣の安定性を確保して保全していくための不足している調
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査を早急に行って、調査成果に基づいて具体的な保全措置を

とっていくということが最優先ではないかと思う。 

・天守の復元ありきの、それに向けた報告書になってはいないか

という気がする。史跡の整備に求められる原則は、学術の成果

に基づいて整備していくということが、一番守るべき原則であ

る。 

〇基本計画書（案）を文化庁に持参（7月 20 日） 

・石垣部会からの指摘をできる限り反映し、基本計画書をとりまとめ

て文化庁に持参 

⇒文化庁から、石垣の保存方針について地元有識者と認識が一致

していないとの指摘をいただき、提出を見送り 

 10 月 

 

 

〇市長定例記者会見（10 月 15 日） 

・前市長が、平成 30 年 10 月の文化審議会の諮問に至らなかったこ

とを報告 

・これまで全力で取り組んできたが、10 月の文化審議会の諮問に

は至りませんでした。 

・2022 年 12 月の期限は死守しなければならないので、全力を挙

げて引き続き取り組んでいく。 

 〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡天守閣整備事

業の進捗状況について」(10 月 30 日) 

・今後の進め方として、「文化財石垣保存技術協議会に相談し、適切

な助言を受けながら調査研究方法等を再検討して石垣保存方針や

具体的な保存のための計画を検討する」、「具体的な保存のための

計画の検討状況を石垣部会に諮り、石垣保存に対する認識を一致

させ、文化庁に基本計画書を提出する」、「文化庁の技術的な助言を

さらに受けながら、現状変更許可の見通しを立てるとともに、優先

交渉権者と協議し、2022 年 12 月木造天守閣竣工を守れるよう努力

する」ことについて説明 

【経済水道委員会における質問】 

答弁文化財石垣保存技術協議会との相談を行い、その後、石垣部

会との認識を一致させようというような段取りでおります。

現時点では具体的なお示しはできませんが、このプロジェク

トは 2022 年 12 月の工期を予定しておりますので、そこに向

かって石垣部会及び文化庁とも相談しながらやっていきた

いと思っております。（局長） 
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イ 事象が生じた原因分析 

(ｱ) 原因分析の対象 

・石垣部会から、調査の内容や方法、体制、結果の捉え方など、文化財保護を前提

とした考え方に立っていないとの指摘をいただいた。 

・石垣部会と認識が一致しないまま、文化庁に基本計画書を持参した。 

 

 

(ｲ) 当時の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・石垣部会から、調査が不十分であること、学術体制が不足していることの指摘が

されることは想像がつかなかった。詳細調査は、熊本地震を受けた追加調査と

いう位置付けで、文化庁へは、そのうちの基本調査のところまでをまとめて出

していく認識だった。今から思うと、必要な石垣調査の量に関して、文化庁や石

垣部会の先生が考えていたレベル感と違っていた。 

・城の調査にほとんど関わったことがなく、どこまでやらなければいけないか客

観的に分かっていたわけではなかった。石垣部会との認識の相違について、当

時は意見調整も含めて相談できる相手がいなかった。石垣部会の意見を的確に

捉えて対応策を検討するための相談先がいなかったため、石垣部会の指摘にう

ろたえるしかなかった。 

・調査の計画を立てた時は、考古の学芸員が 1 人いただけの状況で、役職者もい

ない状況であった。最初の頃に、もう少し文化財の視点を入れて計画を詰めら

れたらよかった。技術提案・交渉方式によるプロポーザルの実施の際に、有識者

に選考の過程に入っていただいていたが、事前に石垣に特化して意見を聞くこ

とはできていなかった。 

・文化庁からは、有識者と合意した計画を持ってくるように助言を受けていた。調

査は様々行っていたが、当時目指していた復元検討委員会に間に合うような

ペースではなく、調査が終わってから十分な整理ができるスケジュール感でも

なかった。 

・2022 年（令和 4年）の竣工がマストであり、平成 30 年 7 月の復元検討委員会に

は絶対に諮らなくてはいけないという認識はあった。前市長が諦めない限り、

同年 7 月に何が何でも基本計画書を出すという前提でやっていた。そこに、前

市長からの指示があったとの記憶はなく、局としてのスケジュール管理の中で

頑張っていた。 

・当時の 2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限というものは、世間からの注目もあ

り、ものすごく重かった。 
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(ｳ) 評価・検討 

・石垣調査の内容等に対し、石垣部会から指摘をいただくことは想像できておら

ず、また、どこまでやらなければいけないか客観的に分かっていなかったとす

る職員がいる中においても、石垣部会への説明を可能な限り行っていたが、石

垣調査を開始した平成 29 年度の時点で、調査・研究を行う学芸員が不足してい

るなど特別史跡における調査の体制やノウハウの蓄積が組織として不十分で

あったことから、必要な調査研究の成果を示すことができず、認識の一致には

至らなかった。 

・平成 30 年 7 月までに文化庁へ基本計画書を提出することは、スケジュール的に

厳しいと認識していた職員もいたが、2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限に全

力で取り組むとしたことが、石垣部会と認識が一致しないまま、文化庁へ持参

したことにつながったと考えられる。こうしたスケジュールを優先する進め方

は、最終報告でも同様の指摘（スケジュール設定の無理）がされている。 

 

 

(ｴ) 推定した原因 

・史跡整備の進め方に対する理解及び経験が不足していた。 

・基本計画書をとりまとめるにあたり、竣工期限を優先した進め方をしていた。 
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(4) 現天守閣解体申請の継続審議につながる調査検討不足(平成 30～令和 4年度)  

事象④ 

ア 事象の概要及び経緯 

(ｱ) 概要 

・耐震性が低い現天守閣を放置できないことから、平成 31 年 1 月に、現天守閣の

解体を先行する方針を決定し、前市長が文化庁に申入れを行うとともに、市長

定例記者会見で公表した。 

・同年 2 月定例会において、議会から急ぎ過ぎではないか等の厳しい指摘がされ

たが、4月に、石垣部会と認識が一致しないまま、文化庁へ現状変更許可申請を

提出した。5月には、文化庁から確認事項が示され、木造復元の方針があること

も現天守閣解体の理由であることを含めて回答した。 

・令和元年 6 月定例会に補正予算を提出したが、現状変更許可申請が継続審議と

なり、解体着工の目途が立たないことを受けた議会での議論を踏まえ、議案を

取り下げるとともに、同年 8月に、2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限を延長

することを公表した。 

・また、同年 9月に、文化庁から、現状変更許可申請に対する指摘事項として、現

天守閣の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断するための調査・

検討が不足していること、現天守閣解体という現状変更を必要とする理由が耐

震対策のみであるのか、木造復元のためであるのか整理がなされていないこと

などが示された。 

・その後、実現可能な手順と工程を積み上げ、2028 年（令和 10 年）10 月を竣工

時期の目安とする「新たな工程案」の素案を、令和 2 年 3 月の全体整備検討会

議で示し、文化庁から示された指摘事項への対応を最優先に進めたが、令和 3年

5 月に木造天守の復元が現天守閣解体の理由であることを文化庁に回答したこ

とから、文化庁から「解体と復元を一体の計画として審議していく必要がある」

とする文化審議会文化財分科会の所見が本市に伝えられ、7月に現状変更許可申

請書を返却していただいた。 

 
 

(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

平成 31 年 

1 月 

〇市内部で現天守閣の解体を先行する方針を決定（1月 31 日） 

・平成 30 年 10 月の文化審議会の諮問に至らなかった時点以降、本

事業の今後の検討を進める中で、耐震性が低い現天守閣を放置で

きないことから、現天守閣の先行解体について検討を進めた結果、

現天守閣の解体を先行する方針を決定 
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2 月 〇文化庁へ説明（2月 1日） 

・現天守閣の解体を先行する方針を文化庁へ説明 

 〇市長定例記者会見（2月 4日） 

・前市長が、現天守閣の解体を先行し、5月の文化審議会を目指す旨

を報告 

・現天守は震度 6強の地震で倒壊する危険性が高いため、5月の 

文化審議会に現天守解体の申請を行いたい。 

・現天守閣の先行解体は、私が言っているわけではなく、石垣部

会から推薦を受けたコンサルタントが言っているものである。 

 〇文化庁から現状変更許可申請提出にあたっての留意事項が示され

る（2月 22 日） 

① 現天守を解体する理由（現天守解体の必要性・妥当性） 

＊耐震診断結果の詳細な説明、耐震補強では十分でない理由、

現天守に係る沿革と内容に関する情報の整理、現天守の記

憶保存等に関する措置 

② 現天守解体の具体的な工事内容（工事用仮設の具体的な内容

を含む。）具体的な工法･工程等 

③ ②に関連して、現天守の解体・除去工事が文化財である石垣等

に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られるこ

と 

＊石垣部会の意見を付すこと 

④ 石垣等保全の具体的方針  

＊石垣部会の意見を付すこと 

⑤ 石垣等詳細調査の具体的な手順・方法等（石垣調査計画） 

＊石垣部会の意見を付すこと 

2 月 

～3 月 

 

 

 

 

 

 

 

〇2月定例会 

・平成 31 年度当初予算として、天守閣解体のための仮設構台等仮設

工事等費用を提出 

・議会からは、現天守閣の先行解体は急ぎ過ぎではないか、石垣部会

の了解と文化審議会で許可がもらえるのかなどについて指摘 

【本会議質問（3月１日）】 

質問2022 年末の復元完成に間に合わせたいがために、文化財的な

価値が高い現天守閣を先行解体するのは、誰が見ても急ぎ過

ぎではないか。 

答弁本当に地震で危ないので、Is 値 0.14 というやつは。こんな

危ない建物を放置しておいていいという論理はありません。

（前市長） 
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【本会議質問（3月 6日）】 

質問どれぐらいの工期短縮が必要になるのか、また、どれぐらい

の人員体制の増強が必要になるのかお尋ねします。 

答弁もともとは昨年 10 月の文化審議会で復元の許可を得る予定

でございましたが、今年 5月の文化審議会で解体の許可を得

た場合でも7カ月遅れますので、工期に間に合わすためには、

復元工事の中では、人員の増強や労働時間の調整などの工夫

が必要になると考えております。（所管副市長） 

質問5 月に解体の許可が出なければ、2022 年 12 月の完成は断念

するということでよろしいでしょうか。 

答弁それはお約束したとおり、スケジュールどおりやり抜くとい

うことでいきたいと思います。（前市長） 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（3月 11 日）】 

質問本当に石垣部会の了解が得られて、そして、5 月の文化審議

会で許可がもらえるのか。 

答弁留意事項をしっかりと対応するようにまとめて、石垣部会に

お示しし、その上で文化庁に丁寧に説明をし、5 月の文化審

議会でお認めいただけるよう、そして、その上で速やかに解

体工事に着手してまいりたいと考えております。 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（3月 13 日）】 

質問留意事項の中にある「石垣部会の意見を付すこと」というこ

との解釈は、石垣部会に認めてもらうことと理解しますが、

局としての考えを教えてください。 

答弁これから石垣部会とも相談しながら方針を作っていくとい

う姿勢でおりますので、石垣部会の理解とイコールではなく

て、私どもが現時点で考えていることに、石垣部会の意見を

加えた形で出していくと考えております。 

3 月 

 

 

 

 

 

〇第 30 回石垣部会（3月 25 日） 

・現天守閣の解体工事計画と、解体に伴う石垣への影響と対策を説明 

・石垣部会からは、工学的な検討だけでなく、計画に関わる遺構の調

査を行い、保全策をとりまとめることが必要として、史跡の整備計

画として成り立っていないなど厳しい指摘 

石垣部会からの主な指摘 

・特別史跡内で重量構造物が通る仮設の道路を通す時には、現状

変更届が必要である。内部の遺構の保全が担保されているかど

うかトレンチ調査が必要だが、この計画には事前の特別史跡の
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保存のための手続き上の調査期間が書いてないが、いつやるの

か。 

・堀底に深さ 2m ぐらいゴミ殻が残ったままという調査の結果が

見えてきた。それを改善したうえで施工しないと危ないと散々

言ってきた。その範囲も規模も、分かっていない中で市の計画

が出てきた。施工中に沈下が起きないために手立てを講じると

あるが、沈下した場合どういう対応策を考えているのか。 

・橋脚台を造ったり、埋めたりということに関わる遺構の状況を

把握し、どうしたらそれをき損せずに保全できるかという前提

に整える必要がある。工事に関わるところについて石垣の立面

図を作成し、石垣が現状どうなっているかという石垣カルテを

作成して、その全てにわたって保全策を取る。 

・工学的な検討と重ね合わせて、文化財石垣あるいは文化財とし

てのお城のかたちを、埋蔵遺構を含めて保全できるかというこ

とを的確に示したうえであれば、こういう工法であるという提

案を文化庁に現状変更として申請の中で進めていくという手

順が必要であると、石垣部会としては求めたところだと思う。

現状の計画は全く史跡の整備計画としては成り立っていない、

完全にアウトだという指摘を受けたのだというふうに認識し

ていただきたい。 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇市長定例記者会見（4月 1日） 

・記者から、石垣部会からの厳しい指摘に対する受け止めと今後の対

応について質疑応答 

・法律に従って、文化庁にも丁寧に説明していることを頭から

ひっくり返すようなことは出来ない。 

・そういうことなら、みんな切腹。そのかわり私一人では切腹し

ません。関係者全員切腹です。これが認められなかったら市民

の皆さんに対して責任をとらないといけない。 

〇文化庁へ現天守閣解体に係る現状変更許可申請書を提出(4 月 19

日) 

・留意事項に対する石垣部会の意見を付して提出 

石垣部会のまとめ 

・石垣や地下遺構の調査がまだ行われておらず、現況把握ができ

ていない中での工事計画において、石垣への影響が軽微である

との結論が導き出されているのは承服しがたい。 

・特別史跡名古屋城跡のもつ本質的価値である石垣の将来にわた

る保全に不可欠な調査を実施してきていない現状は、文化財行
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政の観点から看過できない。 

・名古屋城現天守解体に予定されている場所での発掘調査、石垣

調査が加われば、それらに欠くことができない埋蔵文化財専門

職員の人数は、新設が予定されている調査研究センターの陣容

でも絶対的に不足し、埋蔵文化財専門職員の負担を更に強いる

ことは明らかである。 

・特別史跡名古屋城跡の文化財としてのかけがいのない価値をま

もり、かつ後世に伝えていくべき管理団体である名古屋市が、

名古屋城現天守解体に関する工事計画を作成し推し進めるこ

とは容認できない。 

令和元年 

5 月 

〇文化庁からの確認事項（5月 29 日） 

・文化庁から現天守閣解体に係る現状変更許可申請に対する確認事

項が示される 

 1.全般的事項 

  ・現状変更申請の経緯について 

・天守解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響の有無を判

断する方法について 

2.個別事項 

・現天守を解体する理由、沿革について 

・現天守閣の具体的な工事内容、具体的な工法・工程等につい

て、及び、現天守の解体・除却工事が文化財に影響を与えな

い工法であり、その保存が確実に図られることについて 

・石垣等保全の具体の方針について、及び石垣等詳細調査の具

体的な手順・方法等（石垣調査計画）について 

・特別史跡名古屋城跡に関する事業実施体制について 

6 月 〇文化庁の確認事項への回答（6月 19 日） 

・現天守閣解体に係る現状変更許可申請に対する確認事項に対して、

木造復元の方針があることも現天守閣解体の理由であることを文

化庁に回答 

現天守を解体する理由、沿革について 

・現天守閣は市民の機運の高まりによって再建された、戦後復興 

の象徴と言えるものであるが、SRC 造であり、近世城郭の天守 

を体感することができない。耐震補強をすることで、現天守閣 

の価値を維持することができる。しかし、同時に、近世城郭の 

天守閣を体感することができない状態が継続する。一方、名古 

屋城においては、昭和実測図などの記録に基づき、史実に忠実 

に天守閣の木造復元ができ、それにより、近世城郭の姿を実感 

することができる。 
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・耐震改修と木造復元を比較したとき、近世城郭の本質的価値の

理解の促進という点で木造復元に優位性があるため、本市は、

天守閣を木造復元する方針としている。 

・市民の機運の高まりにより再建が実現した、近世城郭としての

姿と近代建築としての機能性を兼ね備えた貴重な建造物であ

るが、耐震性が極めて低く、また上述のように耐震補強では十

分でないと判断しており、解体が必要であると判断している。 

〇6月定例会 

・木造保管庫設置工事に係る補正予算を提出 

・議会から、解体・着工の目途が立たない中で、名城公園に保管庫を

設置し続けることや、解体と復元の許可を同時に審議すべきでな

いかなどの厳しい指摘 

⇒議案を取り下げ 

【本会議質問（6月 19 日）】 

 質問今回の現状変更許可が認められなかった場合、解体の工事期

間を圧縮、あるいは 2022 年を 2026 年に変えるなんていう安

直なことは、言いませんよね。一度立ち止まるべき時期が来

たと思います。 

 答弁市民の皆さんの圧倒的な御期待と、文化庁の丁寧な説明を聞

きながら、丁寧な上にも丁寧に対応してまいりまして、オー

ル名古屋で、市役所を挙げて、ベストを尽くしまして、今や

グッドニュースを待っている。（前市長） 

【記者クラブ説明資料（6月 21 日）】 

市長コメント 

・先ほど、文化財保護室の担当者から「引き続き第三専門調査

会において審議する必要があるため、本日の文化審議会に

おいて議題とならなかった。」ことを電話で確認した旨の報

告がありましたのでお知らせいたします。 

・現時点において許可、不許可の結論が出ているわけではあり

ませんが、第三専門調査会で継続審議となり、文化庁からは 

今後の見通しはお示しできないが、丁寧かつ速やかに結論

を得たい旨の発言をいただいております。 

・本日の文化審議会で答申がいただけなかった以上、解体工事

の着手に、さらなる遅れが生じますので、今後は工期の見直

しを含め、天守閣木造復元の実現に向け、竹中工務店、文化

庁、地元の有識者と協議を進めてまいりたいと思います。 

・あくまでも、本事業は史実に忠実に天守を木造で復元するこ

とに大きな意義があり市民との約束でもあるため、その目
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的を達成するために最善の道を選択していきたいと考えて

おります。 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（6月 24 日)】 

 質問名古屋のシンボル、二度と燃えない天守閣を作ってくださ

い、その願いを持った現天守閣を解体しますと。こんな大き

な出来事をお知らせもしないで、もしかしたら、もう二度と

現れないかもしれない。附帯決議も議会に諮り、あわせて市

民の理解を得ながら市民とともに事業を進めることにも反

しているのではないか。 

 答弁方針が決まった場合は速やかに何らかの形で説明するとい

うことを、心がけていかなければいけないと考えているとこ

ろでございます。 

【経済水道委員会付議議案審査における質問（6月 26 日)】 

 質問事務方の立場として、2022 年 12 月は非常に厳しい、困難と

考えているのか。 

答弁スケジュールを守ることが、非常に厳しい、苦しいと思って

います。（局長） 

質問もう一度原点に返って、スタンダードな形で解体の許可と復

元の許可申請、これを同時に審議していくべきだと思います

が、その点のお考えは。 

答弁文化庁に解体の申請の許可の審議をいただいておりますの

で、そのとおりにするというふうには答弁はできませんけれ

ども、見通しを立てて、解体と木造天守の復元というものが

同時並行的に進めるような形で調整する必要があると思っ

ております。（局長） 

質問今回の議案であるこの保管庫、目途も立たない中、多くの市

民の憩いの場である名城公園内に据え置くことは、市民の理

解が得られるとお考えでありますか。 

答弁見通しを持ったうえで、作っていくということが大切かなと

思っております。（局長） 

【経済水道委員会提出資料（6月 26 日）】 

市長コメント 

・名古屋城の現天守閣の解体に係る現状変更許可につきまし

て、去る 6月 21 日の文化審議会の答申は得られておりませ

んが、第三専門調査会での継続審議となっております。 

・文化庁からは、できるだけ速やかに結論を得たい旨の発言を
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いただき、臨時の第三専門調査会の開催についても日程調

整を行っていただいていると伺っております。また、今定例

会における委員会での議論を重く受け止め、今後、竹中工務

店、文化庁、地元の有識者と協議を進め、改めて再度、ご提

案してまいりたいと考えておりますので、一旦、延期させて

いただく趣旨で、議案を取り下げさせていただきたいと存

じます。 

8 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇臨時記者会見（8月 29 日） 

・前市長から 2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限を延長するコメン

トを公表 

市長コメント 

・名古屋城現天守閣の解体にかかる現状変更申請については、現

在、継続審議となっており、解体工事に着手できておりません。 

・解体工事に着手できていない現状において、2022 年 12 月の竣

工を目指すことは、竹中工務店からも現実的に厳しいとの見解

も伺いました。  

・こうした状況を鑑み、事業を進めていくためには、クリアすべ

き調査・検討に全力をあげて取り組む必要があると考え、竣工

期限を延ばすことといたしました。  

・クリアすべき調査・検討としては、文化庁から示された確認事

項の内容を踏まえ、内堀や御深井丸の地下遺構に関する発掘調

査、大天守台石垣の孕み出しや石垣背面の空隙の有無に関する

検討が必要であると考えており、こうした調査・検討を迅速に

進めるためにも、石垣部会との関係を構築し、石垣部会の方針

をまとめ、文化庁とも調整を図るよう担当局長に指示しまし

た。また、私自身も必要に応じ、直接、関係者との協議に臨ん

でいきたいと考えております。 

・今後、調査・検討を早期に完了することで、必ず解体の現状変

更許可がいただけるものと思っており、竹中工務店からは、今

後も、史実に忠実な復元を完遂すべく、事業達成に向けた強い

決意をいただいておりますので、木造復元に向けて、改めて全

身全霊を傾けてまいります。市民の皆さまには、一層の応援を

お願いいたします。 

・新たな竣工時期につきましては、竹中工務店、文化庁、地元の

有識者との協議をさらに進め、皆さまにお知らせできる段階に

なりましたら、必ず、私自身からお知らせいたします。 

9 月 

 

〇9月定例会 

・議員から、「観光文化交流局長が、6 月には石垣部会の委員にやめ
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ていただくと発言したこと、さらに、この 9月には、大物国会議員

に頼んであるからうまくいくと発言したこと」、「解体と復元の申

請を一体で行うこと」について質問 

【本会議質問（9月 18 日）】 

質問観光文化交流局長が、6 月議会の時に、局と石垣部会の意見

に相違があれば、石垣部会の委員にはやめていただくと発言

された。そして、今回の議会中に、私たちがこのままでは現

状を簡単に打開できないのではないかとの指摘に、ある大物

国会議員に頼んであるからうまくいくと言われた。いつ、石

垣部会の皆さんをやめさせる予定なのか、またなぜ大物国会

議員に頼んだから大丈夫なのか理由を教えてください。 

答弁木造復元事業を一歩でも進めるために、石垣部会の構成員の

方々との議論が対立構造のような状況を打開する必要があ

り、そのための相互理解がもはや不可能な状況が続く場合に

は、委員をやめてもらう趣旨の発言をしたことは事実でござ

います。しかしながら、今、事業を進めていくために、現天

守閣の解体に係る必要なクリアすべき調査・検討を迅速に進

めることが不可欠であり、市長からも石垣部会との関係を構

築し、石垣部会の方針をまとめ、文化庁とも調整を図るよう

指示を受けており、私自身、先頭に立って決意を新たに邁進

してまいりたいと考えております。本年 7月末時点において

文化庁を訪れた際に、現天守閣の解体に係る現状変更申請の

審議状況が、これまでよりも厳しい状況にあると受けとめを

いたしました。それ以降、そうした中である国会議員の方か

ら市長に対して、丁寧に御指導、御助言をいただいたと市長

から承り、市長自身もクリアすべき調査・検討等を熟慮され

た上で、2022 年（令和 4年）12 月の竣工の期限を延ばす決断

に至ったことは事実です。（局長） 

質問今回提出している解体の申請について、断念した今、解体申

請を一旦取り下げて復元の申請とともに提出すべきだと考

えますが、取り下げる考えはありますか。 

答弁文化庁も将来的な木造復元の方針があるならば、本来解体と

復元は一体として申請されることが望ましいと考えている

ので、本市としても天守閣復元の見通しがないまま天守閣が

ない期間が長く続くことは望ましくないと考えております。

解体の現状変更申請を取り下げるのではなく、引き続いて速

やかに木造復元の許可が得られるよう、手続や方法、時期に

つきまして文化庁と調整を図ってまいりたいと考えており

ます。（局長） 
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〇文化庁からの指摘（9月 24 日） 

・文化庁から本市に対して指摘事項を受理 

1 文化審議会の判断 

・文化審議会において、更に確認を要する点があり、名古屋市に 

追加情報の提供を要請し、その内容を踏まえて引き続き調査を 

行うことが適当であると判断された。 

2 追加情報の提供を求められた事項  

(1)現天守の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断

するための調査・検討について 

・ 仮設物の設置等が、地盤や石垣全体へ与える影響を分析する

等の工学的視点から検討されており、文化財である石垣や地

下遺構の詳細な現状把握に基づく考古学的視点からの調査・

検討が不足している。 

・ 名古屋市においては、以下に示す点を始めとして、どのような

調査が必要かについて、各分野の有識者による十分な議論と

合意形成を行った上で、必要な調査を実施し、石垣等遺構に影

響の無い工法を選択し、その保存を確実に図る計画となるよ

う必要な見直しを行うべきである。 

ア 内堀の地下遺構の把握、御深井丸側内堀石垣の現況及び

安定性を確認するための追加発掘調査 

イ 御深井丸の地下遺構把握のための発掘調査 

ウ 大天守台北面石垣の孕み出しについての調査・検討 

エ 天守台石垣背面等の空隙についての調査 

(2)現状変更を必要とする理由について 

・天守解体という現状変更を必要とする理由が耐震対策のみで

あるのか、木造天守復元のためであるのかについて、整理がな

されていない状況にあり、申請者において改めて検討・整理す

ることが必要である。 

・天守解体を選択する理由として木造天守復元を挙げるのであ

れば、天守解体と木造天守復元を一体の計画として審議する

必要があるため、木造天守復元に係る計画の具体的内容を追

加提出されたい。 

〇9月定例会（資料 6） 

・委員から、文化庁の指摘事項に係る当局の認識等について質問 

 【経済水道委員会付議議案審査における質問（9月 25 日）】 

質問全て調査をするにあたって、大体どれくらいの日数がかかろ

うかと予想されるのか。 
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 答弁石垣部会の方に向き合ってどの程度の期間、調査が必要なの

かということをできるだけ早めに把握したい。役所の中では

2 年程度はいろんな調査とかが必要ではないかと議論をして

いる。（局長） 

 質問常に当局からは、文化庁とすり合わせをしながら事を進めて

いるやに聞いていたが、なぜ今まで文化庁の方から教えてい

ただけなかったのか。 

 答弁これまで、考古学的な調査をしたうえで、現状変更申請をし

たが、十分だと思ってやってきたというところにまだ不足が

あるという御指摘をいただいた。私どもの認識の甘さがあっ

たのかなというふうに反省しておるところでございます。 

質問石垣部会と、どういうふうな形で修復されるつもりか。 

答弁今までの私共の不手際も含めて、しっかり謝罪をさせていた

だいて、関係を一から構築する以外にないというふうに思っ

ております。それができないと、次のステップには入れない

ということは市長も含めて重々分かっております。市長を

トップに関係を修復したいと考えております。（局長） 

令和 2年 

3 月 

〇第 30 回全体整備検討会議（3月 31 日） 

・「名古屋城天守閣整備事業にかかる『新たな工程』の素案」につい

て説明 

5 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城における遺構のき損事故

再発防止対策及び天守閣整備事業に係る「新たな工程」の素案につ

いて」（5月 14 日） 

・2022 年（令和 4 年）の竣工時期ありきで、無理を重ねてきた反省

を踏まえ、実現可能な手順と工程を積み上げたものとして「新たな

工程」の素案を説明 

令和 3年 

2 月 

〇第 37 回全体整備検討会議（2月 9日） 

・全体整備検討会議において、本丸整備の理念、木造復元の意義等を

とりまとめた「本丸整備基本構想及び天守整備基本構想」の内容に

ついて合意形成 

5 月 〇文化庁からの指摘事項に対する回答（5月 6日） 

・文化庁からの指摘事項に対する回答を提出 

1 現天守の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断

するための調査・検討について 

・ 特別史跡として保護すべき石垣等遺構の詳細な現状把握に

基づく考古学的視点からの調査・検討を行うため、有識者と

の相談の上、内堀においては、現天守解体の申請前に実施し

た発掘調査 13 箇所に加え、新たに 9 箇所の発掘調査を行っ
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た。御深井丸においては、仮設物設置区域を網羅する 25 箇

所の発掘調査を行った。 

・ 現天守の解体・仮設物の設置計画については、指摘事項を踏

まえ、考古学的視点及び工学的視点を合わせた総合的な視点

からの検討ができる体制を整えた石垣・埋蔵文化財部会をは

じめ、天守閣部会、全体整備検討会議に各種調査・検討結果

を諮り、各分野の有識者による十分な議論のうえ、計画が適

切であるとの合意を得た。引き続き調査・検討を行い必要な

対策を実施する。 

・ 調査により把握した天守台石垣の築石の割れ、被熱劣化によ

る剥離、並びに御深井丸側内堀石垣の築石の表面劣化、間詰

石の抜け落ちについては、仮設物設置前に必要な対策を実施

する。御深井丸側内堀石垣については、令和 3年度に石垣背

面の空隙、築石の控え長などの詳細調査を実施し、その結果

を踏まえて石垣の保存を確実に図る仮設計画とする。小天守

西側の濃尾地震の際に修復した石垣の部分については、令和

3 年度に地下遺構面の標高を確認する調査を実施し、その結

果を踏まえて石垣の保存を確実に図る仮設計画とする。 

 2 現状変更を必要とする理由について 

・ 天守の整備については、「特別史跡名古屋城跡保存活用計画

（平成 30 年 5 月）」において、本質的価値の理解を促進する

という点で優位性が高いことから、整備方針を木造復元とし

て整理し、検討を進めてきた。今回、現天守の耐震性能が極

めて低く危険な状態であり、放置できないことから現天守閣

解体を先行して申請したものであるが、現天守解体の本来の

理由である木造天守復元について、名古屋城本丸の整備基本

構想として定めた。今後、木造天守復元に係る計画の具体的

内容について、提出していきたい。 

6 月 〇文化審議会文化財分科会からの所見と文化庁からの指導（6 月 18

日・23 日） 

・文化庁から、指摘事項に対する本市の回答について、文化審議会文

化財分科会からの所見が本市に伝えられ、進め方の指導を受ける 

・現天守の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断す

るための調査・検討が一定程度進捗したものと評価できる 

・天守解体と木造天守復元を一体の計画として審議していく必要

があると認められる 

・申請については、天守解体のみならず、木造天守復元について

も一体としてその内容に加えるよう、見直しを図るのが適当で

-50-



 

 

ある 

・復元検討委員会には、石垣保存方針、基礎構造、バリアフリー

の方針などの諸課題を含む、解体と復元を一体とした全体計画

（基本計画書）をある程度まとめることが必要 

7 月 〇文化庁から解体の現状変更許可申請の返却（7月 27 日） 

・現天守閣解体と木造復元を一体とした現状変更許可申請を出し直

すことについて文化庁に説明し、現状変更許可申請書を返却して

いただいた 

令和 4年 

5 月 

〇文化庁からの指摘事項に対する追加回答（5月 17 日） 

・文化庁からの指摘事項に対する追加回答を提出 

・引き続き令和 3年度に調査・検討するとした事項である、天守

台石垣の確実な保存のための考え方について、天守台石垣の保

存方針（案）として概要をとりまとめるとともに、御深井丸側

内堀石垣及び小天守西側の濃尾地震の際に修復した石垣にお

ける仮設計画について、考古学的な調査と工学的な検討を実施

し、石垣等遺構の保存が確実に図れることを確認した。 

・なお、今回の調査では現天守閣の稼働中の外部設備・配管が支

障となり、濃尾地震の際に修復された石垣の背面状況までの確

認はできなかったため、当該設備等が撤去できる時期に石垣の

背面状況について改めて調査を行い、その結果に応じて、石垣

の保存を確実に図る仮設計画に修正することとした。 

6 月 〇文化審議会文化財分科会からの所見（6月 17 日） 

・文化庁から、指摘事項に対する本市の追加回答について、調査・検

討が進捗したとする文化審議会文化財分科会からの所見が本市に

伝えられ、指摘事項への対応に区切り 
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イ 事象が生じた原因分析 

 (ｱ) 原因分析の対象 

・耐震性の低い現天守閣を放置できないとして、現天守閣解体を先行する方針に

変更し、石垣部会との認識が一致しないまま、文化庁へ現状変更許可申請をし

たが、令和元年 6 月には、木造復元の方針があることも現天守閣解体の理由で

あることを文化庁に回答し、文化庁から、現状変更を必要とする理由が耐震対

策のみであるのか、木造復元のためであるのか整理がされていないと指摘され

た。 

・石垣部会の有識者の指導・助言のもと、石垣の保存方針のとりまとめを進めた

が、文化庁から、解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断するための

考古学的視点からの調査・検討が不足していると指摘された。 

 

 

(ｲ) 過去の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・石垣調査というのは、発掘調査と同様に調査を進めてはじめて分かる状況があ

り、それを受けて更に必要な調査が状況に応じて変わってくるため、どこまで

やれば十分な調査になるのか分からず、難しさがあった。 

・現状変更許可申請後、文化庁による中身の点検と並行しながら、石垣部会の了解

を得ていく見込みの上で進めていたが、徐々にとても難しいということがわ

かった。 

・解体だけ先行して現状変更許可を取れば、解体をしている間に復元の現状変更

許可をとる時間的猶予が得られるという意見が出た。2022 年（令和 4年）12 月

の竣工期限を実現する最後の可能性だと認識していた。 

・解体先行の現状変更許可の可能性については、解体の手順まで細かく作り込ん

だ資料があったので石垣部会の理解も得られると認識していた者や、現状変更

許可申請は解体と復元を一体で取得するものと認識しており、解体だけ先行す

ることは無理だと考えていた者もいた。 

・また、解体先行することで、基礎構造など木造天守の課題の検討に役立つと考え

ていた者や、現状変更許可申請に対する文化庁から見解が示されれば、これを

やらなければ事業は進みませんと、前市長を説得する理由になると考えている

者もいた。そのほか、木造復元の検討には、現天守閣を解体し、穴蔵石垣の調査

を進めて基礎構造を検討する手順とし、あわせて機運醸成を図っていく必要が

あり、木造復元を進めるのは解体先行が必須だと考えている者もいた。 

・解体先行の現状変更許可取得に対しては、前市長からの指示は一切なく、ただ、

2022 年（令和 4年）12 月の完成を実現するよう言っていた。前市長からは、木
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造天守ができなければ切腹というぐらいの強い思いのご指導をいただいてい

た。2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限は、本市の方針として進めてきており、

可能性がある限り何とか努力しようとしていた。解体の現状変更許可が取れな

かった時は、責任が問われるような雰囲気を感じていた者もいた。 

・天守閣事業の進め方について、低いと思っている可能性にかけるのでなく、早い

段階で王道に戻っていられれば、事業が軌道に乗っていたのかもしれない。正

しい道に戻れるように、前市長に進言できていれば良かったと回顧する職員が

いた。 

 

 

(ｳ) 評価・検討 

・職員の中でも、現状変更許可は解体と復元を一体で取得するものと認識して、解

体先行は難しいのではないかと懐疑的であったり、木造復元を進めるには解体

先行が必要だと考えているなど、市内部において現状変更許可申請に対して

様々な捉え方があった。 

・現天守閣の解体先行は竣工期限を守れる可能性がある最後の策として認識して

いる職員や、現状変更許可申請後に文化庁の審査と並行して石垣部会の了解を

得ていくと捉えていた職員もいるなど、2022 年（令和 4年）12 月竣工を目指し

て取り組みを進めていたことが推認される。こうしたスケジュールを優先する

進め方は、最終報告でも同様の指摘（スケジュール設定の無理）がされている。 

・考古学的視点からの調査・検討については、どこまでの調査を行えばよいか分か

らず、当時の職員が苦悩していたことから、史跡整備の進め方の理解や経験が

不足していたといえる。 

 

 

(ｴ) 推定した原因 

・解体を先行する現状変更許可申請にあたり、天守閣整備の竣工期限を優先した

進め方をしていた。 

・史跡整備の進め方に対する理解及び経験が不足していた。 
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(5) エレベーター不設置方針に係る障害者等当事者への説明不足(平成 29～30 年度)  

事象⑤ 

ア 事象の概要及び経緯 

 (ｱ) 概要 

・平成 27 年度に実施した技術提案・交渉方式による公募型プロポーザルでは、優

先交渉権者から、小型仮設エレベーター（4人乗り用）の設置を検討する提案を

受けていたが、平成 29 年 11 月の天守閣部会において、優先交渉権者の提案を

含めてエレベーターを設置せず、代替案（チェアリフトの設置等）で車いす使用

者等の合理的配慮を目指す方針を示した。 

・障害者等当事者からは、事前相談も無くエレベーターを設置しない方針を公表

したことに対して抗議や公開質問を受けることとなり、同年 11 月定例会で前市

長から、障害者の方の意見を伺いながら進めていく旨を答弁した。 

・同年 12 月には、障害者等当事者の意見聴取を行いながらバリアフリーを検討す

るため副市長をトップとする「名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会

議」を立ち上げた。 

・平成 30 年 5 月に「付加設備の方針」を公表し、史実に忠実に復元するためエレ

ベーターを設置せず、新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力を

することとしたが、エレベーターの不設置に対し、障害者等当事者から抗議活

動が展開された。 

 
 

(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

平成 28 年 

3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「名古屋城天守閣整備事業にかかる技術提案・交渉方式（設計交渉・

施工タイプ）」による公募型プロポーザルにおいて竹中工務店名古

屋支店を優先交渉権者に決定（3月 29 日） 

・優先交渉権者から、小型仮設エレベーター（4人乗り用）の設置を

検討する提案を受ける 

優先交渉権者 技術提案書 

＜調査・協議により付加の可能性のある検討項目＞ 

「大天守内には地層～4 層まで車いす用仮設エレベーターの設置

を検討します（初層で乗換）。」 

平成 29 年

5 月 

〇優先交渉権者の株式会社竹中工務店名古屋支店と基本協定書や基

本設計等の契約を締結（5月 9日） 

・本事業の基本計画書等をまとめるための各種調査・検討を開始 
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11 月 〇第 6回天守閣部会（11 月 16 日） 

・当局案として、エレベーターを設置せず、チェアリフトの設置や階

段昇降機の導入などの代替案で車いす使用者等の合理的配慮を目

指す方針を説明（資料 7） 

当局説明 

エレベーターを設置せずに新しく地層から 5 階までの表階段に

チェアリフトを設置していきたいと考えています。ただし、今の

木造復元天守は平成 34 年 12 月に完成を予定しています。あと 5

年ありますので、今後の技術の進展を十分に注視しながら、チェ

アリフトに代わる新しい代替案が出てこれば、また改めて検討し

ていきたいと考えています。あくまでも今の名古屋市が現時点で

考えています、エレベーターの設置に代わる代替案を提示させて

いただきます。 

 〇愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）から公開質問を収受（11 月 21 日） 

・バリアフリーに関してエレベーター不設置の理由や、障害者等当事

者の意見を反映せず、方針を決定した理由などについて公開質問

を収受 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇市長定例記者会見（11 月 20 日） 

・前市長が、エレベーターではなく新しい技術に期待したい旨を発言 

・エレベーターにつきましては、前からつけんほうがいいのでは

ないかと。竹中工務店が提案しているのは車椅子ですと 1人し

か乗れないですよ。 

・新しい技術はないかと。障害者の皆さんには、このほうがよかっ

たと思えるように、技術を開発して、あと 4、5年でやりますと

いう気持ちでございます。研究者に集まってもらって、つくる

のもええと思います。 

〇11 月定例会 

・議員から、木造天守におけるエレベーターの不設置案について、障

害者や高齢者などの弱者の方を切り捨てることになるのではない

か、外付けエレベーターを検討の一つとすべきでないかなどの質

問 

・前市長からは、不自由な思いをされている方としっかり相談する必

要があること、階段昇降機などは考えておらず、新たな技術の検討

を進めていくことを答弁 

【本会議質問（11 月 28 日）】 

質問市長の天守閣をできる限り史実に忠実なものに基づいた復

元をしたいという強い思いは理解しているが、その思いを優
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先する余り障害者や高齢者などの弱者の方を市長は切り捨

てるのではないか。 

答弁エレベーターについて、弱者の方を切り捨てるという思考が

あるのではないかという御質問でございましたけど、全くあ

りません。このような話があったときに、不自由な思いをさ

れている皆さんとか、ちゃんと相談してやらないといけない

と言って、ちゃんと指示していたということでございます。

（前市長） 

質問市長もいろいろ考えている。その中には、階段昇降機、それ

からチェアリフトということだと思います。高齢者、障害者

妊婦さん、そういった方々が安心で安全に上がれるよう、そ

して史実に忠実であるような形であるようにするためには、

やはりエレベーター、それもできれば外付けなんかというこ

とも、一つの方法として考えることは、できませんか。 

答弁（階段）昇降機を考えているなんていうことを断定されます

が、そんなことは考えておりません。新聞に出ましたが、何

でこんなものが出るかと思いました。もっといろんな技術

を、現に頼んでおりますから。チームをつくるということに

なっておりますので、その中から一つ良い方法が出てきます

ので喜んでいただけるようになると思います。（前市長） 

 〇愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）へ回答（11 月 30 日） 

・愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）からの公開質問に対して、バリアフ

リー対策を検討するチームを発足させ、史実に忠実に復元するこ

とを基本方針として、エレベーター設置も含めて、障害者等当事

者、市民などの意見を伺いながら検討を進めていくことなどを回

答 

12 月 

 

〇名古屋市障害者団体連絡会へ報告（12 月 11 日） 

・バリアフリーの検討状況について報告 

 〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡天守閣整備事

業に係る基本計画（案）の進捗状況について」（12 月 25 日） 

・バリアフリーに関する考え方、障害者等当事者への意見聴取状況の

ほか、今後の検討として、庁内プロジェクトチームを発足させるこ

とを説明 

・委員から、障害者等当事者への意見聴取状況などについて質問 

【経済水道委員会における質問】  

質問事前に、障害者の団体の方だとか高齢者の団体の方だとか、

いろんなところからご意見というのをいただいたのか。 

答弁史跡の中での復元という観点で1つの案を決めてから障害者
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団体、高齢者団体の方とはお話をしたいと思っていましたの

で、その時点でご意見をお聞きすることはしていなかったと

いう状況です。 

 質問その後、話し合いはしているのか。 

 答弁私どもの方から団体の方に出向いて、ご意見をお聞きしてい

るところです。具体的に申しますと、障害者団体で 4団体、

高齢者団体で 2団体、それから、福祉関係の学識者 2名の方

といったところからヒアリングを行っている状況です。障害

者団体の皆さま方からはエレベーター設置をすべきだとい

う意見がほとんどです。高齢者団体につきましては、設置し

ろという案と、将来世代にも誇れるものにしたいということ

で、設置すべきではないと意見が分かれたところです。福祉

の学識者におかれましては、障害者団体とか高齢者団体、い

ろんな意見を聞いたうえで最終的な結論を出すべきだと意

見を伺ったところです。 

 〇第 1回名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議（12 月 28

日） 

・バリアフリー対策の庁内プロジェクトチームとして、副市長を座長

とし、局長級で構成する庁内会議を立ち上げ、木造天守のバリアフ

リーに関する検討を開始 

・庁内プロジェクトチーム検討体制（案）や、バリアフリーに関する

考え方について検討 

・史実に忠実に復元するという趣旨の事業の中で、バリアフリーに関

してはどのように取り組んでいくのか、各局において意見を聞き

ながら検討していくことを確認 

平成 30 年 

2 月 

〇第 2 回名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議（2 月 28

日） 

・各局のバリアフリーに関する現状の課題認識、木造復元天守の昇降

に関する意見を報告するとともに、バリアフリーに関する今後の

進め方などについて検討 

・木造天守の昇降については、いろいろな方面の人からの意見を集約

し、それを議論して方針をまとめていくことを確認 

3 月 〇名古屋市障害者団体連絡会へ報告（3月 22 日） 

・前市長出席のもと、各団体から意見を求めた 

〇第 3 回名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議（3 月 29

日） 

・障害者等当事者から聴取した要望・意見について報告するととも

に、これまでのバリアフリーの検討内容と課題を整理 
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・木造天守の昇降に関する検討案として、Ａ案・Ｂ案・Ｃ案の３案を

整理 

＜検討案＞ 

Ａ案：史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技

術の開発などバリアフリーに最善の努力をする。 

Ｂ案：一部に史実との乖離が生じるが、天守内部に到達階を 3階

とする 4人乗り小型エレベーターを設置する。 

Ｃ案：史実との乖離が生じるが、天守外部に到達階を 1階とする

11 人乗りバリアフリー対応のエレベーターを設置する。 

4 月 〇名古屋市障害者団体連絡会の加盟団体に説明（4月 19 日） 

・バリアフリーの検討状況を説明 

 〇第 1 回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議（有識者会議）

（4月 24 日） 

・天守閣木造復元の方針、バリアフリーの検討状況のほか、障害者、

高齢者、技術開発関係者、市民からの意見等を報告 

・有識者からは、史実に忠実な復元とバリアフリーとを一体で議論を

進めること、災害時、緊急時のことを検討すべきであること、障害

当事者の方の議論の参加が必要なことなどについて意見 

5 月 〇第 4 回名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議（5 月 7

日） 

・平成30年4月24日に開催された特別史跡名古屋城跡バリアフリー

検討会議の内容について、説明内容及び主なご意見並びに「付加設

備の方針（案）」について報告 

 〇名古屋市障害者団体連絡会へ説明（5月 8日） 

・「付加設備の方針（案）」を提示し、意見を求めた 

〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡バリアフリー

基本方針（案）について」（5月 15 日） 

・木造天守の昇降に関する付加設備の主な検討状況と今後の予定、障

害者等当事者からの主な要望・意見を報告 

・「付加設備の方針（案）」として、史実に忠実に復元するためエレ

ベーターを設置せず、新技術の開発などを通じてバリアフリーに

最善の努力をすることを説明 

・委員からは、新技術が実現しなかった場合にどう考えるのか、エレ

ベーターの代わりの具体的な措置を示すべきではないかなどの指

摘 

【経済水道委員会における質問】 

質問技術が進化しても、50 年後かもしれない。もしできなかった

ときにどういうことを考えるのか。 
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 答弁市役所としても、研究開発についてはより一層努力していく

という決意表明というふうにご理解賜りたい。（局長） 

質問エレベーターをつけないのであれば、それに代わりうる具体

的な措置を講じますと示してはじめて誰もが安心する計画

案になるのではないか。 

答弁新技術の開発を真摯に進めることによって、現状よりも天守

閣のすばらしさや眺望を楽しんでいただけることを保証す

る強い決意で臨んでいくといった方向で進めてまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡バリアフリー

基本方針（案）について」（5月 17 日） 

・「特別史跡名古屋城跡バリアフリー基本方針（案）」における弁護士

の見解について説明 

・委員からは、基本方針について、訴訟リスクはないか、昇降技術の

公募に際して、検討の段階から障害者などを含めた協議会を設置

して進めていくことが必要ではないかとの質問 

【経済水道委員会における質問】 

質問訴訟というのは誰にでも与えられた権利ではあると思うけ

れども、本当に大丈夫か。 

答弁今後、障害者団体の皆さまとしっかりお話をしながら、新技

術の開発により、バリアフリーを実現していく決意です。合

理的配慮がされれば法令違反ではないという見解もござい

ますので、訴訟ということが問題にならないよう最善を尽く

してまいりたい。 

質問バリアフリー対応協議会というものを設置して、プロセスの

段階から入っていただき、そして、その実現に向けて努力を

していただくことが必要ではないかと思います。 

 答弁真実性の高い復元を目指すことと、バリアフリーについて、

相反するものの結論を出していくには、研究開発される方、

施工業者の方、障害者の方のご意見が一つにまとまらないと

対応できないと思っております。そういった中で、障害者の

方への説明不足という部分もあり、そういった協議会が叶う

のであれば、ご参画いただき、今後の研究開発にもご協力、

ご理解をお願いしていきたいと考えております。（局長） 

〇名古屋市障害者団体連絡会の加盟団体と意見交換（5月 28 日） 

・前市長出席のもと、名古屋市障害者団体連絡会の加盟団体と意見交

換 
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 〇「付加設備の方針」公表（5月 30 日） 

・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発

などを通してバリアフリーに最善の努力をするとした方針を公表 

⇒エレベーターを設置しないとしたことで、障害者等当事者から

の抗議活動が展開 

５．基本方針  

・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の

開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする。 

・今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧できる

ようにする。また、電動か否かによらず、車いすの方が見るこ

とのできる眺望としては、現状１階フロアまでだが、さまざま

な工夫により、可能な限り上層階まで昇ることができるよう目

指し、現状よりも天守閣のすばらしさや眺望を楽しめることを

保証する。 

・例えば、昇降装置を有する特殊車両を応用し、外部から直接出

入りすることや、ロボット技術を活用し、内部階段を昇降する

ことなどが挙げられる。併せてＶＲ技術を活用した体感施設の

設置を行う。 

・新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。 

・また、協議会を新たに設置し、障害者等当事者の意見を丁寧に

聞くことにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う。 

・姫路城や松本城など現存する木造天守にも転用可能な新技術の

開発に努力する。 

・再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、

補助具を配置することなどにより、今より、快適に観覧できる

ようにする。 

6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇6月定例会 

・議員から、障害者の方が求めるような新技術の見込みがあるのかに

ついて質問 

【本会議委答弁（6月 22 日）】 

 質問障害者の皆さんが求める、誰もがみんなと一緒に楽しく昇れ

る新しい技術は現時点であるのでしょうか。 

 答弁新技術の開発に関し、木造天守の階段の実物大模型を建設

し、障害者団体を交えたバリアフリーに関する協議会の設置

や、新技術を国内外から募集するための検討調査を行い、新

技術の実現に向けて検討を進め、2022 年 12 月までに実現し

てまいりたいと考えております。（局長） 
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6 月以降 ・ 昇降技術を持つ企業、障害者等当事者が参加する特別史跡名古屋

城跡バリアフリー説明会を開催するとともに、障害者団体連絡会

などでの意見交換を重ねながら、昇降技術の公募スキームを検討 
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イ 事象が生じた原因分析 

(ｱ) 原因分析の対象 

・優先交渉権者から小型仮設エレベーター（4人乗り用）の設置検討の提案があっ

たが、障害者等当事者へ検討経過の説明や事前に相談することなく、優先交渉

権者の提案を含めてエレベーターを設置しない方針案を公表した。 

・庁内プロジェクトチームを立ち上げ、検討を進めながら、障害者等当事者から意

見を伺ってきたが、障害者等当事者の十分な理解を得ないまま、エレベーター

を設置せず、新技術の導入を目指すとした「付加設備の方針」を公表した。 

 

 

(ｲ) 過去の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・平成 29 年 11 月のエレベーターの不設置は前市長の強い意向を受けたものと聞

いていた。前市長は、本物を復元したいと、本物（燃えた天守）にエレベーター

が付いていなかったから、エレベーターがあるのはおかしい、との考えを示さ

れていた。 

・エレベーターを設置しない代わりの合理的配慮は求められるため、チェアリフ

トや階段昇降機を利用するという資料を作成し、前市長に説明した。市として

は、エレベーターを設置しないという方針を出して以降、障害者の方々に意見

を聞く流れを想定していた。 

・平成 29 年 11 月に、エレベーター不設置の方針を示したことに対しての障害者

団体からの異論を受けて、前市長が副市長をトップとする庁内プロジェクト

チームで検討することを表明し、その際に「エレベーターを排除しない」との方

針を示されたため、「名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議」では、

エレベーターを含めバリアフリーを検討していた。小型エレベーターを 3 階ま

で設置とする方針でいこうと思っていたが、土壇場で前市長がやはりエレベー

ターを付けないと再び表明され、方針を変更することになった。再び障害者団

体に謝ることとなった。 

・平成 29 年 11 月に、エレベーター不設置の方針を示したのち、前市長はエレベー

ターに代わる昇降技術をいろいろなところから見つけ、様々なジャンルの企業

から話を聞いていた中で、「付加設備の方針」にある新技術による昇降との発想

を得たものと思う。 

・新技術の実現性については懐疑的だった。昇降技術はまだ発展途上であるし、未

来が見えなかった。何が正解なのか分からなかった。 

・障害者団体の方は、エレベーターがない建物は考えられないというご意見だっ

た。新技術というのは姿形が見えないので、障害者団体に本当に理解いただけ
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るのかなど、いろいろ議論はした。市の対応としては、あくまでも新技術でやれ

ることを考えていくということだった。 

・文化庁の文化審議会に諮ることを目途に進めるというのが一番大きく、全体ス

ケジュールの方が重くのしかかっていた。 

 

 

(ｳ) 評価・検討 

・当局は障害者等当事者へ事前に相談することなく、エレベーターを設置せず、階

段昇降機等の代替案で車いす利用者等の合理的配慮を目指す案を平成 29 年 11

月の第 6 回天守閣部会で示した。当局としては市としての案をまとめた上で障

害者等当事者の意見を伺うことを想定していたが、本来、案を検討する段階か

ら適宜相談するなど意見を伺い、進めていく必要があった。こうした、市民理解

のもと事業を進めていくための情報提供の不足や、障害者等当事者への丁寧さ

を欠いた対応については、最終報告でも同様の指摘（市としての方針を正確に

理解してもらうための情報提供の不十分性、公募選定後に無作為抽出によって

市民討論会を開催する際の進め方）がされている。 

・平成 29 年 11 月以降、前市長は独自に新技術を模索し続けていたと認識してい

た職員もおり、「名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議」においてエ

レベーターを含めた検討を進めている当局と前市長の間で、「付加設備の方針」

の考え方が相違していたと考えられるが、平成 30 年 10 月の文化審議会に諮る

スケジュールが大きく影響していたと認識していた職員がいるように、2022 年

（令和 4 年）12 月の竣工期限に向けて、障害者等当事者との理解を得られない

まま、エレベーターを設置せず新技術の導入を目指す「付加設備の方針」を公表

した。こうしたスケジュールを優先する進め方は、最終報告でも同様の指摘（ス

ケジュール設定の無理）がされている。 

 

 

(ｴ) 推定した原因 

・障害者等当事者との丁寧な対話や意見を尊重しながら方針を決定していくとい

う観点で、適切な対応ができていなかった。 

・「付加設備の方針」の検討にあたり、障害者等当事者の十分な理解を得ることよ

りも、竣工期限を優先した進め方をしていた。 
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(6) 公募で選定した昇降設備の設置方針に係る市内部の調整不足(令和 3～4 年度)   

事象⑥ 

ア 事象の概要及び経緯 

 (ｱ) 概要 

・令和 3年 6月に、文化庁から、「現天守閣解体と木造復元を一体とした全体計画

を取りまとめることが必要」との指導をいただき、同年 12 月の全体整備検討会

議において、観光文化交流局長から、令和 4 年度末を目途に、バリアフリー等

の課題を含めて整備基本計画をとりまとめる旨を表明した。 

・令和 4 年 4 月に「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を開始し、障害

者・高齢者が参加するワークショップなどを経て、垂直昇降設備を提案した株

式会社ＭＨＩエアロスペースプロダクションを最優秀者として選定した。 

・同年 12 月 5 日の経済水道委員会所管事務調査において、公募結果を説明した

際、当局からは、「できる限り上層階まで目指していきたい」と説明する一方で、

同時刻に実施された市長定例記者会見において、前市長が「1、2 階までなら合

理的配慮と十分言えるのではないか」と発言した。 

・同月 6日の 11 月定例会の経済水道委員会付議議案審査において、委員から、前

市長と当局が十分に調整できていないことについて厳しい指摘をいただき、観

光文化交流局長から、混乱を招いたことを謝罪した。 

 

 

(ｲ) 経緯 

時 期 内   容 

令和 3年 

6 月 

〇文化庁からの所見、指導 

・現天守閣解体に係る現状変更許可申請に対する指摘事項に対して、

木造天守の復元が現天守閣解体の理由であることを含めて回答

（令和 3 年 5 月）した後、文化庁から、現天守閣解体と木造復元

を一体の計画として審議していく必要があるとする文化審議会文

化財分科会からの所見が伝えられるとともに、復元検討委員会に

向けて、石垣保存方針、基礎構造、バリアフリー方針などの課題を

含めて基本計画書をとりまとめる必要があることの指導をいただ

く 

12 月 〇第 46 回全体整備検討会議（12 月 10 日） 

・観光文化交流局長が、令和 4年度末を目途に整備基本計画をとり

まとめる旨を発言 

局長目下の重要事項として木造復元に関する石垣の保存方針と

基礎構造、バリアフリー対応を整理のうえ、来年度末を目

途に復元原案としてとりまとめられるよう、引き続き一つ

-64-



 

 

ひとつ丁寧に対応していきたいと考えています。 

令和 4年 

3 月 

〇2月定例会 

・議員から、整備基本計画とりまとめに向けた詳細なスケジュール

について質問 

⇒観光文化交流局長から、令和 4年度に公募を実施し、木造天守

に導入する昇降技術を選定したうえで、年度中には、整備基本

計画をとりまとめることを答弁 

【本会議質問（3月 9日）】 

質問基本計画が令和 4年に策定できるというのであれば、その根

拠を明確にしていただきたい。基本計画策定までの詳細なス

ケジュールを持っているならば、何月までに何をするのか明

確にお答えください。 

答弁解体と復元を一体とした全体計画につきましては、平成 30

年度に、案ではございますが、基本計画書として一旦作成し

たものがございますので、これを基に課題となっている事項

などを整理し、とりまとめてまいります。バリアフリーにお

きましても、令和 4年度に必要となる予算の成立後、速やか

に昇降技術の公募を開始し、令和 4 年 12 月には、導入する

昇降技術を選定する計画でおります。公募で選定した昇降技

術は、基礎構造とも関連が想定されますので、基礎構造の方

針や、天守全体のバリアフリーの方針のほか、文化庁の基準

に示された配慮事項である防災上及び構造上の安全措置な

ど、順次、秋頃から整理を進め、復元計画として、年明けを

めどにまとめてまいりたいと存じます。（局長） 

4 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城木造天守の昇降技術に関

する公募について」(4 月 12 日) 

・木造天守の昇降技術に関する公募について、審査基準や公募スケ

ジュールについて説明 

・委員から、「少なくとも大天守 1階に昇降ができること」とした最

低要求水準について、最上階までバリアフリーをやらない場合で

も市の方針とするのかとの質問 

【経済水道委員会における質問】 

質問先日の会議にて、バリアフリーの審査項目についてはそれぞ

れの配点を変えた方がいいのではないかという意見等が、出

たと聞いておりますが、今後どのようにしていくのか。 

答弁バリアフリー検討会議の中で有識者の先生方から、配点基準

が、8 項目全て同じ点数で考えておりましたけれども、重要
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視するところは、もう少し考えた方がいいとご意見をいただ

きましたので、大天守のより上層階まで上がっていただきた

いというところが、我々としても一番最重要視するべきと

思っておりますので、ここの辺りですとか、利用対象者の範

囲が広い、反復した利用が可能、輸送能力に関係するところ

も含めまして、点数を少し厚くした変更をしております。 

質問名古屋市が来年全体計画を出す段階においても、公募した結

果、やはり地下 1階の穴蔵から最上階までバリアフリーでや

れないと、そういう場合でも文化庁と話をすると、それが名

古屋市の方針ですか。 

答弁まずは可能な限り上層階までたどり着くことを求めつつ、そ

れが今日の技術の限界であれば、それはそれとして、どうし

たらいいのかということは、文化庁とも協議をし、障害者団

体の皆様等ご利用の方々を代表される方々にもきちんと御

意見を頂戴しながら考えてまいりたい。 

4 月～ 

11 月 

〇「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」（4月 18 日） 

・有識者との意見交換、障害者・高齢者を招いてのワークショップを

経て、11 月 24 日の審査の結果、垂直昇降設備を提案した株式会社

ＭＨＩエアロスペースプロダクションを最優秀者として決定 

区分 内容 

4 月 18 日 公募開始 

6 月 10 日、7月 11 日 質問回答 

8 月 12 日 提案書提出期限 

9 月 2、3、9、10 日 高齢者、障害者等の意見聴取 

10 月 24 日、25 日 技術対話 

11 月 24 日 審査 
 

12 月 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣整備事業における

解体と復元を一体とした全体計画(中間報告)について」（資料 8）

(12 月 5 日) 

・「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果等について

説明 

⇒当局から、メーカーから上層階まで目指したい提案であり、「で

きる限り上層階まで目指していきたい」こと、技術開発に際し、

いろいろな方々の意見を聞いて検討することなどを答弁 

【経済水道委員会における質問】 

質問ＭＨＩの提案の中に最上階まで行ける提案はありましたか。 
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 答弁メーカーからは、より上層階まで行きたいというような御提

案をいただいているところです。できる限り上層階まで目指

していきたいというところでございます。 

質問何階まで上れるかは大変重要な点でありますし、これから技

術開発をして実用化していくところで決まってくるという

ことでありますが、その点についても、障害者団体などの声

をしっかり聞きながら進めていく必要があると思いますが、

その点どのように認識をしていますか。 

答弁今後の技術開発の中におきましても、当事者の方々、利用さ

れる方々の意見聴取を継続して実施してまいり、いろいろな

方々の意見をよく聞いて検討していきたいというふうに考え

ております。 

〇市長定例記者会見（12 月 5 日） 

・前市長が、昇降設備の設置階について、どんなふうに受け止めて

いるのかについて質疑応答 

・1階、2階のところので、まあ、とりあえずはお願いしたいとい

うことです、僕の気持ちは。 

・歴史的事実を再現するという本質的な部分については、変更は

しません。 

・法律的に言うと、合理的配慮というんですけど、合理的配慮を

せないかんので、1、2 階までだったら、まあ、合理的配慮と十

分言えるのではないかと。 

・やっぱり本物を守る義務があるのであって、そこは理解して、

それを合理的配慮というのではないですか、合理的配慮をしろ

と言っているのであって、本物性を全部破棄してでも良いとい

う議論じゃないですよ。 

〇11 月定例会 

・委員から、委員会と同じタイミングで、昇降設備の設置階に係る前

市長と当局の発言が相違したことについて、十分に調整できてい

ないこと、本当の市の方針はどちらなのかについて指摘 

⇒観光文化交流局長から、何階まで設置するということは決定し

ておらず、提案は、より上層階を目指すものであることを説明

し、混乱を招いたことについて謝罪 

【経済水道委員会付議議案審査における質問(12 月 6 日)】 

質問昨日の所管事務調査の開会中に、市長定例記者会見が同時刻

に行われていた。その際、市長から、昇降技術は 1 階、2 階

までという趣旨の発言があり、それ以上は歴史的事実を損ね
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るとまで言われた。そんな中、経済水道委員会では、当局か

ら、昇降技術は、より上層階を目指したい。そして、提案会

社からもそういう案が出ている。そこまで言っておきながら

市長は１、2 階で十分だと言っている。これは、委員会に臨

むにあたって、市長と当局が、十分に調整ができていなかっ

たのかなと思う。一体どっちが本当の市の方針なのか。 

局長現時点では、何階まで設置するということが決定しているわ

けではなく、最優秀提案者を決定したという、そういった段

階でございまして、その提案は、より上層階を目指すものと

なっております。今後、様々な課題を考慮しながら、実用化

に向けた技術開発を進めていくとともに、史実に忠実な復元

とバリアフリーの両立の観点でも、有識者や関係団体などか

ら御意見を頂戴してまいりたいと存じます。議会の皆様に御

心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。 
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イ 事象が生じた原因分析 

 (ｱ) 原因分析の対象 

・昇降設備の設置階について、当局からは「できる限り上層階まで目指していきた

い」、前市長からは「1、2階までなら合理的配慮と十分言えるのではないか」と

異なる発言を行った。 

 

 

(ｲ) 過去の担当者への聞き取りにより把握した内容 

・公募開始前の段階で、公募条件の中の「エレベーター技術を含んで特定の技術を

排除しない」ことや、既存の船舶に導入している昇降技術があり、1階ごとに設

置場所を変えながら、より上層階に行くことができる可能性があることは、前

市長に事前に説明していた。 

・公募の途中段階で前市長にはＭＨＩの技術などを絵にして示していたと思う。

エレベーター的なものであっても、柱や梁を切らずに昇降設備を設置すること

に対して、前市長は理解を示していたと思っていた者や、前市長がどれだけ理

解しているかは分からなかったと感じている者、城（天守内部）に設置したよう

な絵は示せていないため、前市長の中では城に設置する具体的なイメージがな

かったのかもしれないと感じている者がいた。 

・令和 4 年 11 月 29 日に前市長に昇降技術の公募結果を伝え、そこではじめて垂

直昇降設備に否定的な見解を言われた。前市長は、垂直昇降設備が選ばれると

思っておらず、リニアやロボットが公募で出てくるつもりだったと言っていた。

前市長は、階段を直接上るような技術をイメージしていたと思う。 

・柱・梁を損なわずに設置できる昇降設備を設置し、昇降設備を取り外せばまた元

の姿に戻せると、前市長に説明していたので、公募の結果に対し、あのような拒

否反応を示されると思っていなかった。 

・障害者差別解消法では努力義務かもしれないが、環境の整備をきちんとやり、そ

れでもできない部分は、合理的配慮として話し合って見つけていくことが法律

の趣旨であると前市長には説明した。前市長は「1、2 階まで昇降機をつけるの

でそれが合理的配慮だろう」っていう言い方をずっとしていた。最後まで、環境

の整備と合理的配慮の範囲について、前市長と認識が一致しなかった。 

・前市長が史実に忠実という言い方をしていたが、前市長の言う史実に忠実とは

果たしてどういうものなのかという定義を、市内部で十分に共有しないまま木

造復元事業をスタートしている。当局の解釈が前市長の史実に忠実な復元と同

義だったか曖昧だったと思う。 

・バリアフリー対応については、前市長とも本来しっかり議論すべき部分であっ
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たが、前市長と当局の認識が一致せず、必要最小限の説明になった。公募を実施

するにあたっては、障害者団体とどういうやりとりをしているかの情報共有な

ど、前市長とはお互い対話が不足してしまっていた。石垣の調査のことや事業

費の報告が多くて、バリアフリーのことが不足していた。 

・当初、公募期間中に試作機の製作を求める予定だったが、応募に係る負担を減ら

し、広く募集するという意図でスキームを変更した。令和 3 年度末頃から公募

を始める予定だったが、準備が整わず、令和 4 年 4 月にずれ込んだが、期限は

変えずに 12 月末まで、約 1年を 9か月に短縮してやることになった。そうすれ

ば令和 4 年度中に、整備基本計画がとりまとめられるため、その後令和 5 年に

文化庁に持っていくというストーリーだった。 

・所管副市長からは、とりあえず 1 階まで昇降設備を設置して木造復元し、完成

後に後から付けることはできないのかといった案も出されたりしたが、整備基

本計画で復元原案と復元計画を示し、改変部分を明らかにして、どのような影

響があるか示す必要があることからすると、文化庁からは認められないだろう

と説明していた。 

 

 

 (ｳ) 評価・検討 

・当局としては、昇降設備について、上層階を目指して、障害者差別解消法の環境

整備を可能な限り行う必要があると認識していたが、前市長は、階段を直接昇

降できるような技術を期待しており、昇降設備はエレベーターだとして否定的

な見解を示されるとともに、「1、2階までであれば合理的配慮と十分言えるので

はないか」との発言が出てしまうなど、前市長と当局で昇降設備の設置に対す

る考え方にずれが生じていた。 

・障害者差別解消法の合理的配慮について、当局は上層階を目指して環境整備を

可能な限り行い、どうしてもできない部分については、当事者と話し合って対

応策を見つけていくものと考えていたが、前市長と認識が擦り合わなかった。

また、そもそも史実に忠実な復元がどういうものであるか市内部で十分共有し

ないまま本事業をスタートしたことの曖昧さを職員への聞き取りで確認でき、

復元と合理的配慮の考え方について、前市長と当局で認識が一致していなかっ

た。こうした復元の考え方に係る市内部での認識の不一致については、最終報

告でも同様の指摘（史実に忠実な復元の解釈の不一致、職員の苦悩や葛藤）を受

けている。 

・前市長への説明において、他の課題事項の報告が多く、障害者等当事者とのやり

とりの情報共有の不足や、バリアフリーに関する調整が不足していたことなど

が職員への聞き取りで確認でき、復元や合理的配慮の考え方について、議論が
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不足していた。 

・公募で選定された昇降設備を説明する具体案がないことや、公募スキームの検

討経過の中で試作機の製作を取りやめたことなどから、天守内部に設置した姿

を明確にイメージできなかったことが、市内部の認識の相違を生んだ要因であ

ると考えられ、また、令和 4 年度までの整備基本計画のとりまとめに向けてス

ケジュールを優先して公募期間を短縮したことで、十分な議論が不足したこと

も一因となった。こうしたスケジュールを優先する進め方は、最終報告でも同

様の指摘（スケジュール設定の無理）がされている。 

・所管副市長は、前市長の「昇降設備を設置しない、または 1階まで」との固い意

思を感じており、「昇降設備を設置しない」という結論だけにはならないよう、

令和 5 年当初には、当局に対し、公募で選定した昇降設備を当初は設置せず、

復元を進めて後から設置する、もしくは、公募の最低要求水準である 1 階まで

設置するとの指示をするなど、前市長、所管副市長、当局間の認識の相違が明ら

かとなった。 

 

 

(ｴ) 推定した原因 

・事業当初から史実に忠実な復元や合理的配慮、昇降設備に係る考え方を市内部

で十分に共有しないまま事業を進めてきており、市内部での議論が不足してい

た。 

・昇降技術の公募において、整備基本計画のとりまとめに向けたスケジュールを

優先した進め方をしていた。 
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３ 所管副市長が障害者の方とやり取りした文書について 

(1) 概要 

・市民討論会での差別事案を受けて、令和 5 年 6月 6日の経済水道委員会所管事

務調査において、観光文化交流局長より謝罪を行った。その後、同年 6 月 15

日、30 日の経済水道委員会所管事務調査において、観光文化交流局長より、本

事業全体について振り返り、検証や総括が終わらない限り事業を前に進めない

ことを答弁した。 

・令和 6年 2月定例会において、観光文化交流局長より、局としての総括や再発

防止策を示した上で、まず謝罪し、受け入れていただくなど、信頼の回復に取

り組むことを最優先とする旨の考えであることを答弁し、所管副市長からも、

検証委員会の結果を踏まえた上でないと前には進めないことを答弁した。 

・令和 6年 3月 5日に、障害者団体から、「『名古屋城バリアフリーに関する市民

討論会』における差別事案に係る検証について（中間報告）に関する質問およ

び要望」として、話し合いの場の設定等の依頼があり、同年 3 月 28 日に、当

局からは、検証委員会による最終報告を受けて総括を行っていくため、回答を

差し控えたい旨を返答した。 

・一方、所管副市長としては、検証委員会の最終報告が公表される前であっても、

可能であれば障害者団体等へ謝罪し、意見を伺いたいと考えており、当局が承

知しない中、独自に一部の障害者の方々とメールでやり取りを行い、名古屋城

のバリアフリーについての相談や、考え方をまとめた文書の作成を進めた。 

・令和 6年 9月定例会本会議において、議員より、当該文書の存在が示され、人

権問題が解決していない段階で障害者団体と合意しているような記述がされ

ていること、再発防止策を含めて総括を行った後に事業を再開する方針に矛盾

すること、水面下で合意が進められ、市民等の信用失墜につながるとして徹底

的に調査すべきこと等について質問され、所管副市長からは、経緯を説明する

とともに、自身や関係者の人権の観点から、質問に異議を唱えたと受け取られ

かねない答弁を行った。その後、本会議後の記者とのやりとりで、議員が当該

文書の存在を示したことにより、名古屋城に関して計り知れない影響が出る、

修復できるかどうかわからない、更には、情報公開条例違反の恐れがある旨を

発言した。 

・当該事案について、令和 6年 10 月 11 日に経済水道委員会所管事務調査及び総

務環境委員会所管事務調査、経済水道委員会・総務環境委員会連合審査会が行

われ、総括が終わらない限り事業を前に進めず、総括や再発防止策を示した上

で、まず謝罪し、受け入れていただくとしていた市の方針に反したことや、同

年 9月定例会本会議において議員が当該文書の存在を示したことは、情報公開

条例等に違反するものではなかったことについて、所管副市長の独断による行
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動や発言に厳しい指摘がなされ、所管副市長が謝罪した。 

・その後、所管副市長は、令和 6 年 11 月 8 日に臨時記者会見を開き、議員の質

問に対し、異議を唱えたと受け取られても仕方のない不適切で正確性を欠く答

弁を行ったこと、行き過ぎた行動があったこと、条例の解釈、発言に誤りや不

適切な内容があったことを謝罪するとともに、名古屋城天守閣木造復元の進め

方についても、今一度立ち止まってよく考え、所管副市長として局の事業推進

をしっかりと管理監督するとともに、他の副市長とも連携を図りながら、時間

をかけて丁寧に進めていかなければならないと発言した。 

(2) 評価 

・本会議における議員の質問に対し、異議を唱えたと受け取られても仕方のない

不適切で正確性を欠く答弁を行ったことにより、議会運営に多大な迷惑を掛け

た。 

・令和 6年 10 月 11 日の経済水道委員会・総務環境委員会連合審査会で指摘され

たように、障害者の方々に対する背信行為であり、天守閣整備事業を進める本

市の人権に対する信頼を損ねた。 
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４ 過去の担当者への聞き取りで判明した職員の苦悩や葛藤 

最終報告で指摘のあった職員の苦悩や葛藤について、前項に掲げた「過去の担当者への

聞き取り」の記載内容のうち、各事象で整理した原因に関連する、主なものを以下に再掲

する。 

 

事象① 

文化庁との調整や審議、設計などで 6 年や 8 年とか掛かる工程を考え、

2020 年（令和 2 年）までの完成は無理であると言っていたが、前市長は

最後まで、東京オリンピックまでに竣工しないとやる意味がない、昔（慶

長期）は 2 年で建てたからできるはずだというようなことを言われてい

た。そういう中で、鉄骨鉄筋コンクリート造で再建する選択肢もまだある

という話はとてもできなかった。 

事象② 

竣工期限を決める際に、リニア中央新幹線開業年やアジア競技大会開催年

を説明したが前市長は納得しなかった。プロポーザルを始めて優先交渉権

者が決まるまでの期間が短いが、そのスピード感でやらなければ 2020 年

（令和 2 年）には間に合わない。平成 28 年の 4 月からすぐ動き出さない

と間に合わないぐらいの、ぎりぎりのスケジュールでやっており、残業も

夜遅くまで毎日のように続いていた。 

事象③ 

2022 年（令和 4年）の竣工がマストであり、平成 30 年 7 月の復元検討委

員会には絶対に諮らなくてはいけないという認識はあった。前市長が諦め

ない限り、7月に何が何でも基本計画書を出すという前提でやっていた。

当時の 2022 年（令和 4年）12 月の竣工期限というものは、世間からの注

目もあり、ものすごく重かった。 

城の調査にほとんど関わったことがなく、どこまでやらなければいけない

か客観的に分かっていたわけではなかった。石垣部会との認識の相違につ

いて、当時は意見調整も含めて相談できる相手がいなかった。石垣部会の

意見を的確にとらえて対応策を検討するための相談先がいなかったため、

石垣部会の指摘にうろたえるしかなかった。 

事象④ 

前市長からは、木造天守ができなければ切腹というぐらいの強い思いのご

指導をいただいていた。2022 年（令和 4 年）12 月の竣工期限は、本市の

方針として進めてきており、可能性がある限り何とか努力しようとしてい

た。解体の現状変更許可が取れなかった時は、責任が問われるような雰囲

気を感じていた者もいた。 

石垣調査というのは、発掘調査と同様に調査を進めてはじめて分かる状況

があり、それを受けて更に必要な調査が状況に応じて変わってくるため、

どこまでやれば十分な調査になるのか分からず、難しさがあった。 

事象⑤ 

小型エレベーターを 3階まで設置とする方針でいこうと思っていたが、土

壇場で前市長がやはりエレベーターを付けないと再び表明され、方針を変

更することになり、再び障害者団体に謝ることとなった。何が正解なのか

分からなかった。新技術というのは姿形が見えないので、障害者団体に本
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当に理解いただけるのかなど、いろいろ議論はした。 

文化庁の文化審議会に諮ることを目途に進めるというのが一番大きく、全

体スケジュールの方が重くのしかかっていた。 

事象⑥ 

障害者差別解消法では努力義務かもしれないが、環境の整備をきちんとや

り、それでもできない部分は、合理的配慮として話し合って見つけていく

ことが法律の趣旨であると前市長には説明した。最後まで、環境の整備と

合理的配慮の範囲について、前市長と認識が一致しなかった。 

令和 4年 11 月 29 日に前市長に昇降技術の公募結果を伝え、そこではじめ

て垂直昇降設備に否定的な見解を言われた。柱・梁を損なわずに設置でき

る昇降設備を設置し、昇降設備を取り外せばまた元の姿に戻せると、前市

長に説明していたので、公募の結果に対し、あのような拒否反応を示され

ると思っていなかった。 
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-76-



 

 

第４章 原因の整理とまとめ 

 

本章では、第 2章において本事業全体にわたり振り返る必要があると捉えた「市が差別事

案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因等」、第 3 章の事象における原因分析及び

過去の担当者への聞き取りで浮かび上がった職員の苦悩や葛藤を踏まえ、原因を整理する中

で、原因の根幹を導き出す。 

原因の整理にあたっては、「市が差別事案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因

等」、第 3章の事象に対する原因の分析及び職員の苦悩や葛藤から、6つの共通の原因を導

いたうえで、それらを「事業の進め方に直接関わるもの」、「事業全体に影響を与えたも

の」に区分した。 
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１ 原因の整理 

〇 最終報告「市が差別事案に対して適切な対応ができなかった背景・遠因等」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 第３章の事象に対する原因の整理 

  

史実に忠実な復元の解釈等の不一致   ⅰ ⅴ 

市としての方針を正確に理解してもらうための情報提供の不十分性  ⅳ 

職員の苦悩や葛藤  ⅵ 

公募選定後に無作為抽出によって市民討論会を開催する際の進め方（人権感覚の希

薄さ） 
 ⅱ 

史跡整備の進め方に対する理解及び経験が不足していた  

 

事
象
③ 

  ⅴ 

ⅲ 

文化庁の見解に関する丁寧な確認を怠った  

 

事
象
① 

市内部の方針を可能な限り早期の木造復元とした  

ⅲ 

ⅴ 

 

事
象
② 

  ⅴ 

解体を先行する現状変更許可申請にあたり、天守閣整備の竣工期限を優先し

た進め方をしていた 
 

 
事
象
④ 

史跡整備の進め方に対する理解及び経験が不足していた  

ⅴ 

ⅲ 

障害者等当事者との丁寧な対話や意見を尊重しながら方針を決定していく

という観点で、適切な対応ができていなかった 
 

 

事
象
⑤ 「付加設備の方針」の検討にあたり、障害者等当事者の十分な理解を得るこ

とよりも、竣工期限を優先した進め方をしていた 
 

ⅱ 

ⅴ 

事業当初から史実に忠実な復元や合理的配慮、昇降設備に係る考え方を市内

部で十分に共有しないまま事業を進めてきており、市内部での議論が不足し

ていた 

 

 

事
象
⑥ 

昇降技術の公募において、整備基本計画のとりまとめに向けたスケジュール

を優先した進め方をしていた 
 

ⅰ 

ⅴ 

職員の苦悩や葛藤  ⅵ 

 ⅳ 

2020 年（令和 2 年）7 月の竣工に向けた厳しいスケジュールの中で、史跡整
備の進め方等に係る認識が不足しているにもかかわらず、竣工期限の考え方
の検討や、収支計画の作成において、竣工期限を優先した進め方をしていた 
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〇原因の区分 

ア 事業の進め方に直接関わるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 事業全体に影響を与えたもの 

 

  

市内部の調整不足 

（認識の不一致） 

（コミュニケーション

不足） 

区

分 

ⅰ 

木造復元の解釈のほかに、様々な認識の不一致が、市

内部で生じていた 

人権感覚の希薄 

区

分 

ⅱ 

本事業のバリアフリー方針を検討するにあたり、バリ

アフリーの実現が障害者にとって人権問題であると

いう認識が十分ではなく、障害者団体と対話する姿勢

が欠けていた 

 

史跡整備の経験不足 

区

分 

ⅲ 

特別史跡名古屋城跡の本質的価値は石垣等の遺構で

あることは理解しているものの、史跡整備を進めるに

あたり、考慮すべきことへの対応が不足していた 

※こうした史跡整備の経験不足や業務体制の不備に

より、令和 2年 3月に「名古屋城重要文化財等展示

収蔵施設の外構工事に伴う遺構のき損事故」を生じ

させてしまい、本事業の進捗にも影響した 

情報提供不足 

区

分 

ⅳ 

事業の基礎情報として公式ウェブサイトにおいて、相

当量の情報提供があるものの、分かりやすい情報提供

については欠ける点があった 

スケジュール優先 

区

分 

ⅴ 

スケジュールを優先した事業の進め方であったこと

から、竣工期限を度々変更するなど混乱をきたすとと

もに、必要な調査検討が不足することとなった 

職員の苦悩や葛藤 

区

分 

ⅵ 

過去の担当者への聞き取りにおいて、前市長の意向、

職責による苦悩、葛藤が見受けられた 
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２ まとめ 

(1) 事業の進め方に直接関わるもの 

・ 本事業は、市民、議会、文化庁、有識者など、様々な関係者の十分な理解を得ると

ともに合意形成を図りながら、丁寧に事業を進めていく必要がある。 

・ また、令和 7年 2月定例会において、特別史跡内における整備にあっては、「木造天

守の復元を進めるうえで、石垣の保存対策を含めた史跡の保護、現天守閣の価値の

評価、機運醸成に加え、バリアフリーとの両立が欠くべからざる要素である」との

旨を市長が答弁している。 

・ そのような事業において、数々の事象を引き起こしたことはあってはならないこと

であり、事業の進め方に直接関わるものを、本章で整理した原因の根幹と捉えてい

る。 

・ 次章において、「事業を進める上での基本的方針」をはじめ、「具体的な再発防止策

を含む今後の進め方」を定め、二度と同様の問題や更なる問題を生じさせないよう、

確実に実施していく。 

 

(2) 事業全体に影響を与えたもの 

・ 本事業においては、特別史跡内での整備という特殊性があるにもかかわらず、関係

者との十分な議論や合意形成を図った上で適切なスケジュールを設定し、状況の変

化に応じて適宜見直しを図ること、職員の苦悩や葛藤を極力軽減していくことが、

疎かにされていた。 

・ このことについては、市内部の調整不足や史跡整備の経験不足等、事業の進め方に

直接関わるものとして掲げた原因に対し、適切な対応ができていれば防げたもので

あると捉えている。 

・ 今後、本事業を進めるにあたっては、このような事業全体に影響を与えるものが生

じないよう、次章に掲げる再発防止策を確実に実施することにより、誰も経験して

いない大規模なプロジェクトを着実に遂行してまいりたい。 
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 第５章 今後の事業推進に向けて 

 本章では、本事業の進め方について、第 4章のまとめを踏まえ、今後、二度と同様の問

題や更なる問題を起こさないよう、また本事業を着実に進めていけるよう、事業を進める

うえでの基本的な方針を整理したうえで、具体的に講ずべき再発防止策を含む今後の事業

の進め方を示す。 
事業の再開にあたっては、障害者団体等へ再発防止策を含む今後の事業の進め方につ

いて説明する等、丁寧に進めていく。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
事業の進め方に 

直接関わるもの 

（原因の根幹） 

市内部の 
調整不足 

史跡整備の 
経験不足 

人権感覚の 
希薄 

 
事業を進める上

での基本的な 

方針 

市内部の共通 
認識と円滑な 
コミュニケー

ション 

特別史跡内に 
おける整備の 
丁寧な進め方 

情報提供不足 

第４章 

第５章 

人権意識の向上 
と障害者等 
当事者との 
建設的対話 

市民等への 
丁寧な説明と 
理解促進・ 
機運醸成 

再発防止策を含む今後の事業の進め方 
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１ 事業を進める上での基本的な方針 

(1) 市内部の共通認識と円滑なコミュニケーション 

・ 事業における考え方などの方針をはじめ、市内部で広く共有するために、本事業に

係る行動指針を持ち、共通認識及び円滑なコミュニケーションを図る。 

(2) 人権意識の向上と障害者等当事者との建設的対話 

・ 人権意識を高くして事業にあたることは極めて重要であり、人権感覚を磨き、人権

意識を高めていく。 

・ 今後とりまとめるバリアフリーの方針をはじめ、本事業全体において、共生社会の

実現、バリアフリー法、障害者差別解消法等の法律の趣旨を踏まえ、障害者等当事

者の参画の場における建設的対話を行う。 

(3) 特別史跡内における整備の丁寧な進め方 

・ 本事業は、特別史跡内での整備であり、特別史跡名古屋城跡の本質的価値を構成す

る石垣等遺構の厳格な保存管理が大前提であるため、これまでの事業において都

度、進め方を改めてきた経緯を踏まえ、引き続き、史跡整備の基本的な手順を遵守

し、丁寧に調査・検討を行い、有識者等関係者の理解を得ながら進めていく。 

(4) 市民等への丁寧な説明と理解促進・機運醸成 

・ 市民等への丁寧かつ十分な情報提供に努め、分かりやすく伝えていくための情報

発信の方法を検討し、実施することで、本事業に対する理解を促進し、機運が高め

られるように取り組む。 

・ また、戦災によって失われた後に外観復元した現天守閣は、その姿を正確に示して

いる点で近世城郭の理解に寄与してきた。市民等の愛着や誇りを醸成するととも

に、名古屋の都市イメージを対外的に発信し続けてきた現天守閣の記録を適切に

保存し、広く発信することで、現天守閣を市民等の記憶にとどめ、現天守閣の記録・

記憶を後世につなげていく。  
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２ 再発防止策を含む今後の事業の進め方 

(1) 市内部の共通認識と円滑なコミュニケーション 

◆推進ポリシー 

・ 市内部の認識を一致させたうえで、円滑なコミュニケーションを図るため、「天守

閣整備事業の推進ポリシー」（以下「推進ポリシー」という。）を定め、市長、副市

長、当局は共有し、ともに事業を推進する。 

・ 推進ポリシーは、職員だけでなく市民等に対して提示し共有する。 

【天守閣整備事業の推進ポリシー】 

① 天守閣整備事業における考え方や進め方について、個々の思いや考えで行動せ

ず、様々な機会を捉え、議論を尽くし、市内部の認識を一致させた上で、事業を

推進する 
② 天守台石垣をはじめ石垣等遺構を確実に保全する 
③ 文化庁の「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」に基づく木造

復元とする 
④ 障害の有無等に関係なく、誰もが外観のみならず巨大な柱や梁が構成する内部

空間によって往時の天守内部を体感できるよう、可能な限り史実に忠実な復元

とバリアフリーの両立を目指していく 
⑤ 事業期間は、関係者との十分な議論や合意形成を図るなど、必要な手順を積み

上げたものとし、状況の変化に応じて適切に見直すものとする 
⑥ 観覧者等の防災上の安全を確保した整備基本計画とする 
⑦ 天守閣整備事業に係る市民等の理解促進と機運醸成、現天守閣の価値の継承に

取り組む 
 

(2) 人権意識の向上と障害者等当事者との建設的対話 

ア 人権意識の向上 

◆人権意識の向上 

・ 当局では、人権に関する責任者である人権監理者を、名古屋城総合事務所含め 2名

配置し、その人権監理者を中心として、職員一人ひとりが主体的に適切な判断を行

うことができるよう取り組むとともに、本事業に関する市民向け説明会等を実施

する際には、事前の準備段階から人権監理者によるチェック、助言・指導を行う。 

・ 研修等の充実を通じて、職員一人ひとりの障害者理解をはじめとする人権意識の

向上を図っていく。 

【具体的な取組例】 

・  市共通の研修の実施 

・ 「名古屋市職員差別事象対応ガイドブック」の周知 

・ 「あいサポーター養成研修」等を活用した障害者理解のための研修の実施 

・ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領」の周知 

・  疑似体験や障害のある方の講師派遣による研修等の実施 
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・ 不適切用語や注意が必要な言葉については、日頃からその意味合いや歴史的背

景等を含め認識 

 

イ 障害者等当事者との建設的対話によるバリアフリーの対応方針の検討 

◆当事者との建設的対話 

(ｱ) 可能な限り上層階までの設置を目指し、昇降技術開発や技術検討を推進 

・ 昇降設備の設置については、文化庁の「史跡等における歴史的建造物の復元等

に関する基準」に沿った木造復元としつつ、配置や形態・意匠等への十分な配

慮・工夫を行うことで、史実性とバリアフリーの両立を図っていく案とする。 

・ 本事業の目的は特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上や理解促進であり、往

時の姿に復元した木造天守の歴史的空間を体感し、歴史的・文化的価値や建築

的特徴について広く理解していただくことにあり、できるだけ多くの方に観覧

していただけるよう、可能な限り上層階までの設置を目指し昇降技術開発を進

めていく。 

・ 昇降技術開発に並行して、その設置に伴う建物側の技術的観点や防災面等につ

いて総合的に検討を進め、設置可能な階数の具体案を整理する。 

(ｲ) 検討体制 

・ 建設的対話の場として、市の施設整備における当事者参画の仕組みとして健康

福祉局にて予定している「バリアフリー整備相談支援事業」の活用を念頭に、当

局と当事者との相互理解の上で進められるよう、障害者等当事者の意見を聞き

ながらバリアフリーを検討していく。 

・ 当事者参画の仕組みは、健康福祉局と連携しながら取り組む。 

・ 特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上や理解促進に有効であるか、史跡等の

整備等に係る有識者の専門的・技術的な観点からのご意見をいただき、史跡等

の整備のあり方についての理解を深めながら進める。 

【検討体制のイメージ】 

 

注 障害者等当事者との建設的対話は、バリアフリー整備相談支援事業の活用を念

頭に検討  

バリアフリー整備相談支援事業 
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(ｳ) 昇降設備の具体案の提示 

・ 今後とりまとめるバリアフリーの方針をしっかりと市民等に情報提供し、市民

等の理解を得られるよう取り組む。情報提供を行う際には、対立意見による人

権侵害が生じることがないように細心の注意を払う。 

・ 昇降設備の具体案については、天守内部に設置した姿をイメージできるよう、

図や映像を用いるなど、分かりやすい資料を作成し、示していく。 

 

ウ 多様な人権への配慮 

◆多様な人権への配慮 

・ 誰もが木造天守の優れた伝統技術や歴史的空間を体験することができるよう、よ

り一層高い人権意識をもち、障害者等当事者などの意見を聞きながら観覧環境や、

運営方法のあり方について検討を進めていく。 

・ 高齢者や障害者、子どもを連れた人、外国人など、多様な来場者に対応するため、

バリアフリーの観点を踏まえた付加設備の設置や、ユニバーサルデザインを踏ま

えたサイン看板の設置など、観覧環境の更なる充実に努めていく。 

 

エ 市民向け説明会等の開催における人権侵害の防止などの適切な運営 

◆人権侵害等の防止 

・ 差別発言等による人権侵害を二度と起こすことのないよう、適切な準備期間を設

け、名古屋城総合事務所内での応援・協力体制を構築しながら、十分に対策を講じ

た上で市民向け説明会等を運営していく。 

・ 市民向け説明会等の開催にあたっては、企画段階から実施決定後の準備段階、更に

は当日の実施に至るまで、市民等の不信や疑惑を招くことがないよう、公平・公正

な運営を行う。 

【具体的な取組例】 

〇研修の実施 

・市民向け説明会等の実施の都度、第５章２（2）アの人権意識の向上に関する研

修を実施する。 

・「名古屋市職員差別事象対応ガイドブック」「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する名古屋市職員対応要領」の内容を確認する。 

〇名称や準備期間の設定 

・名称の設定にあたっては、会の開催目的や内容を的確に表す名称とする。 

・準備期間については、過去の市民向け説明会等を参考とするが、実績のない形態

で実施する場合は、より余裕のある準備期間を見込む。 
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〇運営の実施・責任体制 

・過去の市民向け説明会等の実績を基本とし、過去に実績のない形態で会を実施す

る場合は、トラブル対応なども含めてこれまで以上に事前準備などに注意する必

要があり、委託業者等とともにあらゆる可能性を想定した確認・準備を行う。 

・差別発言等の想定外の事案発生に対する役割について市と委託業者の間で事前

に明らかにしておく。なお、差別発言等への最終責任は市側が負うものとする。 

〇人権や障害者福祉を所管する部署との連携 

・市民向け説明会等を開催する際は、人権や障害者福祉を所管する部署や人権監理

者へ、必要に応じて開催方法や運営方法等を相談し、アドバイスを求める。 

〇運営方法の検討 

・人権意識や合理的配慮について、開会前に場内アナウンスによる周知を図る等、

差別的発言がおこらないよう対応を行う。 

・万が一、「差別発言（差別用語を含む）」や、「他の方を不快にする発言・誹謗中

傷する発言」があった場合には、市の職員が当該発言を制止するなど、会の進行

を止める。 

・ＳＮＳ等で配信する場合には、不測の事態が発生することを考え、配信の停止判

断ができる責任者を配置するなど、人権侵害の拡大を防ぐ対応ができる体制を整

える。 

・名古屋城総合事務所の人権監理者が出席し、不測の事態の対応を含め、名古屋市

人権監理者設置要綱第 4条に定める事項について、適切に対応する。 

〇差別発言等のリスク評価と人権監理者による運営のチェック 

・特に一般市民の発言等の機会を設ける市民参加の会合等の開催は、リスク評価や

想定対応をとりまとめたマニュアルを職員や委託業者に周知する。 

・リスク想定及び対策を図るため、スポーツ市民局人権施策推進課の作成した「イ

ベント等における差別発言を防止するためのチェックリスト」を基に、名古屋城

独自に段階ごと（準備・開催中・事後）の差別事象対応チェックシートを作成し、

名古屋城総合事務所の人権監理者の評価・分析を受けた上で、今後の運営に反映

する。 

〇リスク管理実例事例集の作成 

・名古屋城木造天守事業において、ＡＩなどのツールを活用しながらリスク管理実

例事例集を作成し、市民向け説明会等の実施の都度、事例集を記録・蓄積し、事

業完了まで継続する。 
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(3) 特別史跡内における整備の丁寧な進め方 

◆特別史跡内における整備の丁寧な進め方 

・ 各種の研修等を通じて、名古屋城に携わる者の史跡保護に対する意識の徹底、さら

に、名古屋城調査研究センター学芸員の調査研究に関する能力向上を図っていく。 

・ 全体整備検討会議などの場を活用し、有識者の指導・助言をいただくとともに有識

者等関係者の理解を得ながら進めていく。 

・ 特別史跡内での整備を進めるにあたっては、名古屋城総合事務所における役割分

担を明確にし、整備部門（保存整備課）・管理部門（管理活用課）・調査部門（名古

屋城調査研究センター）が一体となって取り組むとともに、教育委員会文化財保護

課とも情報共有を行う。 

 

(4) 市民等への丁寧な説明と理解促進・機運醸成 

ア 分かりやすい情報発信 

◆分かりやすい情報発信 

・ 本事業の意義や整備基本計画、バリアフリーの方針など、市民等へ丁寧かつ分かり

やすい情報発信を行う。 

・ 市民等へ分かりやすく伝えるための表現や、情報発信の方法を検討し、実施する。 

【具体的な方策の例】 

〇分かりやすく伝えるための表現の例 

・市民等への説明や意見聴取にあたっては、専門用語を控える等、分かりやすい表

現を用いるとともに、天守内部の観覧動線、昇降設備の見え方等について、直感

的に理解できるよう図や映像などを用いる。 

〇情報発信の方法の例 

・本事業の目的、経緯、復元の考え方、進捗状況等について丁寧に説明し、市民等

の理解や共通認識を浸透させるため、様々な機会を捉えて、市民向け説明会等を

開催する。 

・本事業の進捗状況等を名古屋城公式ウェブサイトや、各種ＳＮＳ等で広く公開・

発信する。 
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イ 機運の醸成と現天守閣の価値の継承 

(ｱ) 市民理解の促進と機運の醸成 

◆市民理解の促進と機運の醸成 

・ 事業の再開にあたっては、まずは市民等へ広く総括の内容をお示しし、信頼回

復に全力を尽くす。 

・ 名古屋城内をはじめとする市内外の催事において、本事業のＰＲや、市民向け

説明会等を開催する。 

・ 名古屋城天守閣寄附金（金シャチ募金）の募集における新たな返礼品の開発等、

更なる機運醸成の取り組みについて検討し、各種の取り組みを段階的に実施す

る。 

 

(ｲ) 現天守閣の記録の保存と記憶の継承 

◆現天守閣の記録の保存と記憶の継承 

・ 戦後復興の象徴であった現天守閣の価値について、再建当時の図面や、工事写

真、映像などをはじめとする、様々な記録を適切に保存するとともに、公開・

活用し、市民等に広く発信していくことで、現天守閣を記憶に留め、現天守閣

の記録・記憶を継承する。 

・ 木造復元に伴い解体される現天守閣の部材などを活用し、思い出を形に残すこ

とを通じて、現天守閣に込められた人々の想いや記憶を継承する。 
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３ 今後の事業の流れ 

(1) 整備基本計画とりまとめまでの流れ 

総括を行った後に、整備基本計画をとりまとめるまでの流れを以下に示す。 
 

  

総括 

議会への報告 

市民への 
丁寧な説明 

障害者団体等への説明 

事業の進め方の 
議会や市民への説明 

事業の再スタート 

障害者等当事者との 
建設的対話 

バリアフリーの方針 

整備基本計画とりまとめ 
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(2) 天守閣整備事業の今後想定する流れ 

本事業の今後想定する流れを以下に示す。 

現状変更許可 
（文化庁） 

木造天守復元 
 

基礎構造 
（穴蔵石垣の取扱） 

バリアフリー 
 

 

 
 

 

解体と復元を一体
とした全体計画の

検討 

石垣保存方針 

復元計画 
・構造計画 
・防災・避難 
・設備計画 
・バリアフリー 

検証委員会
での検証 

 
 
 
 
 

復元検討委員会 

最終報告 

 
方針検討 

・ 
市民理解 

バリアフリー 
の方針 

現天守閣解体 穴蔵石垣 
詳細調査 

基礎構造決定 

復元 

整備基本計画 
とりまとめ 

現状変更許可手続き 

現状変更許可手続き 

復元原案 
 

技術開発 
契約 

 

 
 
 
 

製作 

 
 

導入 

総括 

整備基本計画 
修正 
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木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針 
 

１． 基本的な考え方 

  本事業は、歴史時代の建築物等の遺跡に基づき、当時の規模・構造等によ

り再現する「歴史的建造物の復元」を行うものである。 

  名古屋城天守閣は、法隆寺のころから始まった日本の木造建築のひとつ

の到達点、究極の木造建築とも言われ、豊富な歴史資料をもとに外観の再

現に留まらない史実に忠実な完全な復元を行うことの選択を議会、行政

における検討や市長選挙での市民の信託を得て推し進めることとしたも

のである。 

  市民の皆さまの中には、「一旦は焼失しているので復元しても本物の天守

閣ではない」との意見もあるが、名古屋城天守閣は城郭として国宝第一号

であったものが、大戦中多くの市民の命とともに昭和２０年５月１４日

に空襲で焼失してしまったものの、残された石垣には空襲による傷跡も

残っており、焼失中の写真も残されている。 

その上で、市民の精神的基柱であり、誇りである名古屋城の天守閣を、悲

しい歴史的史実を経て、昭和実測図や金城温古録等、豊富な歴史資料に基

づき、戦災で焼失する前の本物の姿に復元すると世界に主張するもので

ある。 

したがって、過去の天守閣と今回の木造復元の同一性について、歴史的な

分断を感じさせない復元を成し遂げる事が、事業の価値を決定づける大

きな要素となる。 

  ５０～１００年で再度「国宝」になることを目指す。 

  ゆえに、史実に忠実な復元を確保した上で、まず、２０２２年の完成時期

に、その先においても世界の模範とされるべき改善を重ね、観覧、体験、

バリアフリー環境を整備するための付加設備とする。 

  

２． 現天守閣の現状 

  現天守閣は５階までエレベーターで上がれるが、内部は博物館施設であ

り、本来の木造天守閣の内観を観覧することはできない。また、展望につ

いては、１階の東側及び北側の一部と７階の展望室からに限られている

が、７階へは階段でなければ行くことができないため、車いすの方は展望

ができない状況である。 
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３． 内部エレベーター 

  内部エレベーターについては、柱、梁を傷めないものとして、史実に忠実

に復元する天守閣とするためには、乗員が４人程度、かご（乗用部分）の

大きさが幅８０cm、奥行き１００cm 程度となり、乗ることができる車い

すも小型なものに限定され、よく使用されている幅６５cm、長さ１００cm

程度（電動車いすは幅６５cm、長さ１０５cm 程度）のものは利用できな

い。したがって、バリアフリー法の建築物移動円滑化基準に対応するエレ

ベーターは設置できない。 

  

４． 外部エレベーター 

  都市景観条例を定めて、すぐれた都市景観の形成を進めている中で、景観

計画により名古屋城の眺望景観の保全を図ることとしている。 

  その眺望の対象である天守閣の歴史的な外観を損なうことから、外部エ

レベーターは設置しない。 

  

５． 基本方針 

  史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発など

を通してバリアフリーに最善の努力をする。 

  今回、木造復元に伴い、本来の天守閣の内部空間を観覧できるようにする。

また、電動か否かによらず、車いすの方が見ることのできる眺望としては、

現状１階フロアまでだが、様々な工夫により、可能な限り上層階まで昇る

ことができるよう目指し、現状よりも天守閣のすばらしさや眺望を楽し

めることを保証する。 

  例えば、昇降装置を有する特殊車両を応用し、外部から直接出入りするこ

とや、ロボット技術を活用し、内部階段を昇降することなどが挙げられる。

併せてＶＲ技術を活用した体感施設の設置を行う。 

  新技術の開発には、国内外から幅広く提案を募る。 

  また、協議会を新たに設置し、障害者団体等当事者の意見を丁寧に聞くこ

とにより、誰もが利用できる付加設備の開発を行う。 

  姫路城や松本城など現存する木造天守にも転用可能な新技術の開発に努

力する。 

  再建後は元来の姿を見ることができるようになり、介助要員、補助具を配

置することなどにより、今より、快適に観覧できるようにする。 
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天守閣整備事業の経緯 

時 期 内   容 

平成 18 年 

9 月 

〇「特別史跡名古屋城跡全体整備計画」策定 

・天守閣の耐震改修整備などを行う方針を記載 

平成 21 年 

4 月 26 日 

〇名古屋市長選挙 

・河村たかし氏が名古屋市長に当選 

6 月 19 日 

～7 月 7 日 

〇6月定例会 

 前市長が、天守の木造復元について言及（6月 24 日） 

8 月 10 日 〇市長定例記者会見 

・天守閣をはじめ名古屋城全体の調査をするための調査費を次年度予

算に盛り込むよう指示した旨を発言 

平成 22 年度 〇名古屋城整備課題調査 

・耐震性、避難安全性、バリアフリー、木材調達等の課題調査 等 

 〇名古屋城天守閣耐震対策調査 

・耐震補強及び改修方法の検討 等 

耐震と改修事業費：約 29 億円 

平成 23 年 

2 月 6 日 

〇名古屋市長選挙 

・前市長がマニフェストに「名古屋城天守閣の本物復元検討着手、本丸

御殿復元過程の公開」を掲げる 

平成 24 年 

2 月 19 日 

〇名古屋城の将来を語る市民大討論会の開催 

・約 160 人参加 

・名古屋城の目指すべき将来像、名古屋城天守閣の木造復元について、

市民、有識者 4名、前市長による議論を実施 

平成 24 年度 

 

 

〇天守閣木造復元概算経費・工期算出調査 

・木造復元方法の検討、概算経費及び工期の算出調査 等 

 事業費：約 270 億円～400 億円、工期：約 18 年 

平成 25 年度 〇名古屋城整備課題調査 

・現天守閣の解体と木造復元工事に伴う現天守閣の博物館機能や、工事

期間中の入場者数への影響調査 等 

平成 26 年 

2 月 

～3 月 

 

 

 

 

 

〇「ネットモニターアンケート」実施 

・天守閣整備に係る市民意見の聴取を目的としたアンケートを実施 

・現在の天守閣を存続させて、耐震補強や改修などを行う …71.0％ 

・現在の天守閣を解体して、現状と同じく鉄骨鉄筋コンクリートで

再建する…2.7％ 

・現在の天守閣を解体して、木造で復元する…15.3％ 

・わからない…8.8％ 

・その他…2.2％ 
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6 月 14 日 

～7 月 2 日 

〇6月定例会 

・議員から、「文化庁は、史実と異なる鉄骨鉄筋コンクリートでは建て

替えができないとの見解を示しています」とした上で、「名古屋城の

整備のネットモニターアンケートにおいて、現在の天守閣を今後どう

していくとよいと思いますかという問いの中で（略）鉄骨鉄筋コンク

リートで再建という項目がありますが（略）作為的な世論形成につな

がりかねない」旨を指摘（6月 27 日） 

⇒市民経済局長から、「文化庁に照会をしなかったということにつき

ましては、配慮が足りなかった」と謝罪 

9 月 6 日 〇名古屋城天守閣フォーラムの開催 

・約 120 人参加 

⇒前市長から、2020 年（令和 2 年）の東京オリンピックに完成が間

に合うように復元したい旨を発言 

平成 26 年度 

 

〇名古屋城整備検討調査 

・文化庁の見解が「再建する場合は木造復元に限られる」との本市の認

識のもと木造復元と耐震改修に係る検討、課題の整理、比較を実施 

 ⇒「耐震改修し概ね 40 年後の木造復元」と、「可能な限り早期の木造

復元」について比較検討を行った結果、木材調達、社会情勢及び施

設運営の各項目において、「可能な限り早期の木造復元」を行うこ

とに優位性があるとの結論 

平成 27 年 

6 月 17 日 

〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備に関する調査に

ついて」 

・文化庁の見解が「再建する場合は木造復元に限られる」として、平成

26 年度に実施した調査結果を踏まえて、可能な限り早期の木造復元

を目指すという、今後の整備の進め方を報告 

6 月 22 日 〇文化庁の見解を確認 

・天守の再建については、整備主体である地元の自治体がどのよう

な整備を行うか考えることが第一 

・その上で、天守を復元する場合は、原則として材料等は同時代の

ものを踏襲する必要があるが、それ以外の可能性を排除するもの

ではない 

・名古屋城天守閣については、往事の資料が十分そろっていること

を踏まえると、いわゆる復元検討委員会において木造によるでき

うる限り史実に忠実な復元をすべきと意見が出される可能性が極

めて高いと考えられる 
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7 月 1 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備に関する調査に

ついて」 

・市民経済局長から、文化庁の見解について、正確性を欠く説明をした

ことについて謝罪 

・委員から他都市事例を問われ、当局から、松前城（北海道松前町）に

ついて、文化庁の復元検討委員会の中で、木造復元しかないという結

果になったことを説明したが、委員から当該事例に係る当局の認識の

正確性について指摘 

8 月 24 日 〇市長指示書 

・前市長から、天守復元の手法について技術提案・交渉方式を採用する

ことについて、市民経済局長あての指示書を受領 

8 月 29 日 〇名古屋城天守閣フォーラムの開催 

・約 160 人参加 

・名古屋城に造詣が深いＤＪによる名古屋城自慢対決を行った後、前市

長を交えて名古屋城対談を実施 

9 月 10 日 

～10月 14日 

〇9月定例会 

・松前城の件について、事実関係に誤りがあり、前市長（9月 10 日）及

び市民経済局長（9月 18 日）が謝罪 

・木造復元に係る工期・工程、概算事業費を明らかにするための技術提

案・交渉方式の実施や、名古屋城の魅力向上策の検討調査のための補

正予算「名古屋城整備検討調査」を提出 

⇒附帯決議を付して可決 

・名古屋城天守閣の木造復元に係る概算経費が約 270 億円から 400

億円と莫大であり、厳しい財政状況の中、市民生活に大きな影響

を与える懸念があることから、関係局との協議を踏まえ、国・県

支出金、寄附金、地方債、市税等の割合を含めた財源フレームを

明確にし、優秀提案選定後の工期、工程、概算事業費等が明らか

になった段階で速やかに、市民アンケートを実施しあわせて議会

へ報告すること 

12 月 2 日 〇技術提案・交渉方式による公募型プロポーザルの実施 

・2020 年(令和 2年)7 月竣工を条件とする公募 

12 月 6 日 

～ 

平成 28 年 

1 月 17 日 

〇名古屋城天守閣の整備タウンミーティングの開催 

・全 16 区で実施、計 2,632 人来場 

・天守閣の現状・課題・過去の調査結果、技術提案・交渉方式の調査内

容、経済波及効果などを説明 

1 月 18 日 〇市長定例記者会見 

・天守閣の整備費は 100％市債を発行し、特別会計で対応する旨を発言 
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2 月 19 日 

～3 月 18 日 

〇2月定例会 

・平成 28 年度当初予算案に「名古屋城天守閣の整備検討（技術提案・

交渉方式による公募結果等の報告会、市民アンケート等）」を計上 

・前市長より、木造復元に関しては建築物そのものについて税金は要ら

ない旨を答弁(3 月 3 日) 

⇒附帯決議を付して可決 

3 月 29 日 〇「名古屋城天守閣整備事業にかかる技術提案・交渉方式による公募型

プロポーザル」に係る優先交渉権者決定 

・優先交渉権者：株式会社竹中工務店名古屋支店、事業費：約 505 億円 

4 月 7 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討について」 

・天守閣整備に係る今後のスケジュールを説明 

4 月 14 日 

16 日 

〇平成 28 年（2016 年）熊本地震発生 

・熊本城の石垣等に被害 

4 月 22 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討について」 

・技術提案・交渉方式の提案内容、工程計画のほか、財源フレーム案を

提示 

4 月 28 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣の整備検討について」 

・優秀提案における提案額と参考額の考え方、入場者数及び入場料収入

の算出根拠（名古屋城本丸御殿整備や他城郭の整備の実績による入場

者数の増減率を元に積算）等を説明 

5 月 6 日 

～20 日 

○「名古屋城天守閣の整備 2 万人アンケート」実施(有効回答数 7,224) 

・木造復元を選択した回答（「2020 年（令和 2年）7月までに優秀提案

による木造復元を行う」及び「2020 年（令和 2年）にとらわれず木

造復元を行う」）が 6割以上との結果 

・2020 年 7 月までに優秀提案による木造復元を行う…21.5％ 

・2020 年 7 月にとらわれず木造復元を行う…40.6％ 

・現天守閣の耐震改修工事を行う…26.3％ 

・その他…6.2％ 

・無回答…5.4％ 
 

5 月 10 日 

～15 日 

〇「名古屋城天守閣の整備 市民向け報告会」の開催 

・5 会場 876 人参加 

・名古屋城天守閣の整備の概要等を説明 

5 月下旬 

～6月上旬 

〇広報なごや特集号「名古屋城天守閣の整備」の配布 

・天守閣整備の課題、民間業者からの技術提案、収支計画等について、

市民の皆様に周知するために、広報なごや特集号を作成し、全戸配布 
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6 月 14 日 

～29 日 

〇6月定例会 

・名古屋城天守閣特別会計に係る補正予算の議案を上程 

⇒竣工期限の見直しに係る当局の判断や、入場者数、収支見込につい

て第三者機関の調査結果を待つ必要があるとして継続審査 

9 月 9 日 

～10月 12日 

〇9月定例会 

・「熊本地震を受けて、更なる調査を実施することが必要であり、本市

といたしましては、ある程度時間をかけて実施してまいりたいと判

断し、2020 年 7 月の完成期限を見直したいと存じます。」と答弁（10

月 6 日） 

⇒2022 年（令和 4 年）の完成期限について、優先交渉権者と協議で

きていない状況や、訴訟リスクが否定できない状況であるとして継

続審査 

11 月 18 日 

～12 月 7 日 

〇11 月定例会 

・6月定例会から継続審査となっている議案について審査 

⇒竣工時期や総事業費について前市長、当局、優先交渉権者との協議

が整っておらず、入場者数・収支見込みに関する第三者機関への調

査も完了していないことから継続審査 

平成 29 年 

2 月 22 日 

～3 月 23 日 

〇2月定例会 

・木造復元に係る関連議案を新たに提出し、6月定例会から継続審査と

なっている議案とあわせて審査 

・竣工時期を 2022 年 12 月に変更する旨を説明 

⇒附帯決議を付して可決 

・名古屋城天守閣木造復元事業を進めるにあたっては、入場者数と

収支見込みに対して、民間調査会社から長期の予測は不可能であ

るとの指摘があることから、独立採算による収支相償の財源フレ

ームを堅持するために、入場者数目標の達成に向けてあらゆる努

力をすること 
・財源フレームの基本的な考え方については、市民の機運醸成を図

り寄附金などの募集をするほか、事業の意義について国や県の理

解を得て補助金を確保するとともに、市民税５％減税の検証によ

る見直しも含め、財源を確保すること 
・総事業費 505 億円については、工期設定の適切な見直しを行うな

ど大幅な圧縮に努めるとともに、文化庁や優先交渉権者との協議

調整状況並びに仕様や工程及び契約内容等について、適宜議会へ

の報告を行い、議会に諮りながら進め、あわせて市民の理解を得

ながら、市民とともに事業を進めること 
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 5 月 9 日 〇優先交渉権者の株式会社竹中工務店名古屋支店と基本協定書や基本

設計等の契約を締結 

・本事業の基本計画書をとりまとめるための各種調査・検討を開始 

7 月 21 日 〇天守閣木造復元への寄附（金シャチ募金）の開始 

10 月 13 日 〇第 24 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（石垣部会及び天守閣

部会合同） 

・全体整備検討会議の座長（天守閣部会座長兼任）から、木造天守及び

天守台石垣の安全性に対して、天守閣部会と石垣部会には考え方に違

いがあることについて発言 

11 月 16 日 〇第 6回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 天守閣部会 

・エレベーターを設置せず、チェアリフトの設置や階段昇降機の導入な

どの代替案で車いす使用者等の合理的配慮を目指す方針を説明 

11 月 21 日 〇愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）から公開質問状を収受 

・バリアフリーに関してエレベーター不設置の理由や、障害者等当事者

の意見を反映せず、方針を決定した理由などについて質問 

11 月 30 日 〇愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）へ回答 

・バリアフリー対策を検討するチームを発足させ、エレベーター設置も

含めて検討を進めていくこなどを回答 

12 月 11 日 〇障害者団体連絡会 

・バリアフリーの検討状況について報告 

12 月 28 日 〇第 1回名古屋城木造復元天守バリアフリー検討対策会議 

・バリアフリー対策の庁内プロジェクトチームとして、副市長を座長と

し、局長級で構成する庁内会議を立ち上げ、木造天守のバリアフリー

に関する検討を開始 

平成 30 年 

1 月 16 日 

～24 日 

〇「名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会」の開催 

・5会場 346 人参加 

・開会挨拶、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

1 月 28 日 〇「名古屋城天守閣木造復元シンポジウム」の開催 

・313 人参加 

・開会挨拶、基調講演、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

4 月 24 日 〇第１回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 

・天守閣木造復元の方針、バリアフリーの検討状況のほか、障害者、高

齢者、技術開発関係者、市民からの意見等を報告 

5 月 7 日 〇現天守閣入場禁止 

・耐震性が低いため現天守閣を閉館 

5 月 8 日 〇名古屋市障害者団体連絡会へ説明 

・「付加設備の方針（案）」を提示し、意見を求めた 
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5 月 9 日 〇「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」の策定・発表 

・特別史跡内の建造物として本質的価値の理解を促進するとの点にお

いて優位性が高いことなどから、天守閣整備事業の整備方針を木造復

元とし、検討を進めることを掲げた 

5 月 15 日 〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡バリアフリー基本

方針（案）について」 

・木造天守の昇降に関する付加設備の主な検討状況と、障害者等当事者

からの主な意見、「付加設備の方針（案）」について説明 

5 月 17 日 〇経済水道委員会所管事務調査「特別史跡名古屋城跡バリアフリー基本

方針（案）について」 

・「特別史跡名古屋城跡バリアフリー基本方針（案）」における弁護士の

見解について説明 

5 月 21 日 〇「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会」が 

名古屋市役所前で抗議 

5 月 30 日 〇「付加設備の方針」を公表 

・史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発な

どを通してバリアフリーに最善の努力をするとした方針を公表 

6 月 19 日 〇「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会」がデ

モ行進し名古屋市役所前で抗議 

6 月 19 日 

～7 月 4 日 

〇6月定例会 

・木材調達に係る契約議案提出 

⇒原案どおり可決 

7 月 4 日 〇木材（主要な構造部材）の手配・製材の契約締結 

7 月 13 日 〇第 28 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 石垣部会 

・有識者から、石垣が安定しているとした本市の評価は承服できない旨

を指摘 

7 月 20 日 〇文化庁へ基本計画書案を持参 

・文化庁から、石垣の保存方針について地元有識者と認識が一致してい

ないとの指摘をいただき、提出を見送り 

7 月 24 日 ○第 1回バリアフリー説明会の開催 

・階段の昇降技術を持つ企業 4社から、障害者団体に対し、その技術・

製品の説明を受け、障害者団体から意見聴取 

10 月 15 日 〇市長定例記者会見 

・前市長から、平成 30 年 10 月の文化審議会の諮問に至らなかったこと

を報告 

11 月 15 日 ○第 2回バリアフリー説明会の開催 

・パワーアシストスーツ、段差解消機、はしご車の企業から説明を受け、

障害者団体から意見聴取 
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12 月 21 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・木造天守閣昇降に関する公募スキームの検討状況を説明 

12 月 28 日 〇第 2回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議  

・木造天守閣の昇降に関する付加設備の検討状況と「付加設備の方針」、

昇降に関する公募スキーム（案）等について説明 

平成 31 年 

1 月 7 日 

〇「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会」から

日本弁護士連合会へ人権救済申し立て 

1 月 17 日 

～25 日 

〇「名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会」の開催 

・5会場 298 人参加 

・開会挨拶、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

1 月 27 日 〇「名古屋城天守閣木造復元シンポジウム」の開催 

・121 人参加 

・開会挨拶、基調講演、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

1 月 31 日 〇市内部で現天守閣の解体を先行する方針を決定 

・平成 30 年 10 月の文化審議会の諮問に至らなかった時点以降、本事業

の今後の検討を進める中で、耐震性が低い現天守閣を放置できないこ

とから、先行解体について検討を進めた結果、現天守閣の解体を先行

する方針を決定 

2 月 1 日 〇現天守閣の解体を先行する方針を文化庁へ説明 

2 月 19 日 

～3 月 15 日 

〇2月定例会 

・平成 31 年度当初予算として、現天守閣解体のための仮設構台等仮設

工事等費用を提出 

・平成 31 年度当初予算及び平成 32～33 年度債務負担予算として木造

天守閣の昇降に関する新技術の公募費用を提出 

2 月 22 日 

 

〇文化庁から現状変更許可申請提出にあたっての留意事項が示される 

① 現天守を解体する理由（現天守解体の必要性・妥当性） 

＊耐震診断結果の詳細な説明、耐震補強では十分でない理由、現

天守に係る沿革と内容に関する情報の整理、現天守の記憶保存

等に関する措置 

② 現天守解体の具体的な工事内容（工事用仮設の具体的な内容を含

む。）具体的な工法･工程等 

③ ②に関連して、現天守の解体・除去工事が文化財である石垣等に

影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られること 

＊石垣部会の意見を付すこと 

④ 石垣等保全の具体的方針 

＊石垣部会の意見を付すこと 

⑤ 石垣等詳細調査の具体的な手順・方法等（石垣調査計画） 

＊石垣部会の意見を付すこと 
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2 月 25 日 〇「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会」が

13,674 筆の署名を提出 

〇名古屋城天守閣整備事業における基本設計代金の支払いに対する返

還請求、同実施設計契約の無効、及び同事業の差止請求訴訟事件 

・訴状の受領 

⇒訴えのうち一部却下、その余の請求棄却（第一審：令和 2 年 11 月

5 日判決 控訴審：令和 4年 3月 25 日判決） 

3 月 7 日 〇行政文書非公開決定処分取消請求事件 

・訴状の受領 

⇒訴えのうち一部取消し及び開示につき認容、その余の請求につき却

下又は棄却（令和 4年 3月 30 日判決） 

3 月 25 日 〇第 30 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 石垣部会 

・現天守閣の解体工事計画と、解体に伴う石垣への影響と対策を説明 

・石垣部会からは、工学的な検討だけでなく、計画に関わる遺構の調査

を行い、保全策をとりまとめることが必要として、史跡の整備計画と

して成り立っていないなど厳しい指摘 

4 月 1 日 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消

推進条例施行 

〇市長定例記者会見 

・前市長が、復元が認められなかったら関係者全員切腹との旨を発言 

4 月 19 日 〇文化庁へ現天守閣の解体に係る現状変更許可申請書を提出 

・留意事項に対する石垣部会の意見を付して提出 

令和元年 

5 月 17 日 

〇文化審議会 

・現天守閣解体について諮問される 

5 月 29 日 〇文化庁から現天守閣解体の現状変更許可申請に関する確認事項が示

される 

6 月 14 日 

～7 月 1 日 

〇6月定例会 

・木造保管庫設置工事に係る補正予算の議案を上程 

・経済水道委員会へ現天守閣解体に係る現状変更許可申請の見通しが

得られないことから木造保管庫設置工事に係る補正予算の議案を取

り下げる旨の前市長のコメントを資料提出（6月 26 日） 

6 月 17 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・公募の方針について説明 

6 月 19 日 〇確認事項への回答を文化庁へ提出 

・現天守閣解体を先行する現状変更許可申請に対する確認事項におい

て、木造天守の復元が現天守閣解体の理由であることを含めて回答 
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6 月 21 日 〇記者クラブ提供 

・現天守閣解体について、文化審議会の議題とならず「今後は工期の見

直しも含め、竹中工務店、文化庁、地元有識者と協議を進める」との

前市長のコメントを公表 

7 月 2 日 〇「名古屋城天守閣にエレベーター設置を実現する実行委員会」が市民

署名追加 5,911 筆､計 19,585 筆を提出 

8 月 5 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・公募実施概要について説明 

・史実に忠実な復元とバリアフリーの両立、部門分け、審査基準、ワー

クショップの実施について説明 

8 月 20 日 

21 日 

〇「名古屋城木造天守閣の昇降新技術公募に関する審査基準作成のワー

クショップ」の開催 

・趣旨説明、名古屋城木造天守閣の昇降に関する新技術公募について、 

新技術公募の審査基準の検討 

・審査基準について障害者団体から意見聴取 

8 月 29 日 〇竣工期限の延期に関する市長臨時記者会見 

・「事業を進めていくためには、クリアすべき調査・検討に全力をあげ

て取り組む必要があると考え、竣工期限を延ばすこととした」とのコ

メントを発表 

9 月 10 日 

～10 月 9 日 

〇9月定例会  

・議員から、「観光文化交流局長が、6 月には石垣部会の委員にやめて

いただくと発言したこと、さらに、この 9月には、大物国会議員に頼

んであるからうまくいくと発言したこと」、「解体と復元の申請を一体

で行うこと」について質問（9月 18 日） 

 9 月 24 日 〇文化庁からの指摘 

・文化庁から現天守閣解体に係る現状変更許可申請に対する指摘事項

として、現天守閣の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判

断するための調査・検討が不足していること、現天守閣解体という現

状変更を必要とする理由が耐震対策のみであるのか、木造復元のため

であるのかについて整理がなされていないことなどが示される 

11 月 2 日 〇名古屋城木造天守閣階段体験館「ステップなごや」一般公開 

11 月 6 日 

18 日 

○「名古屋城木造天守閣の昇降新技術公募に関する第 2回審査基準作成

のワークショップ」の開催 

・実物大階段模型の見学、「名古屋城木造天守閣に関する昇降新技術公

募」の説明、新技術公募の審査基準の検討 

・審査基準について障害者団体から意見聴取 
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11 月 28 日

～12 月 7 日 

〇「名古屋城天守閣木造復元 市民向け説明会」の開催 

・8会場 448 人参加 

・開会挨拶、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

12 月 20 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・第 2 回審査基準作成ワークショップ及び第 3 回バリアフリー検討会

議の報告 

令和 2年 

1 月 10 日 

〇日本弁護士連合会から「人権救済申立事件について（照会）」収受 

・平成 31 年 1 月 7 日の名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現す

る実行委員会から日本弁護士連合会への申立に伴う照会（令和 2年 3

月 31 日回答） 

2 月 19 日 

～3 月 17 日 

〇2月定例会 

・観光文化交流局長から、事務方として、現時点で竣工時期を 2028 年

10 月以外とする案は持ち合わせていないことを答弁（3月 4日) 

3 月 2 日 〇「名古屋城重要文化財等展示収蔵施設」の外構工事に伴う遺構のき損

事故が発生 

3 月 31 日 〇第 30 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・「名古屋城天守閣整備事業にかかる『新たな工程』の素案」について

説明 

4 月 13 日 〇第 5回名古屋城木造復元天守バリアフリー検討対策会議 

（資料配布のみ） 

・これまでの経緯、公募の概要等 

5 月 14 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城における遺構のき損事故再発

防止対策及び天守閣整備事業に係る「新たな工程」の素案について」 

・2022 年（令和 4 年）の竣工時期ありきで、無理を重ねてきた反省を

踏まえ、実現可能な手順と工程を積み上げたものとして「新たな工程」

の素案を説明 

8 月 27 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・公募の概要について説明 

9 月 11 日 

～10月 13日 

〇9月定例会 

・観光文化交流局長から、基礎構造について、石垣・埋蔵文化財部会と

天守閣部会の両方に関連する事項であるため、基礎構造の具体的な検

討を着実に進める体制となる調整会議を設置することを答弁（9月 18

日) 

10 月 22 日 〇第 34 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・木造天守基礎構造の検討について、調整会議で議論していくと説明 

12 月 7 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣整備事業に係る進捗状

況について」 

・文化庁からの指摘事項への対応・スケジュールを示す 
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令和 3年 

1 月 22 日 

～31 日 

〇「名古屋城天守閣木造復元 市民向け説明会」の開催 

・3会場 153 人参加 

・開会挨拶、学芸員による講演、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

2 月 9 日 〇第 37 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・全体整備検討会議にて、「本丸整備基本構想及び天守整備基本構想」

の内容について説明 

2 月 18 日 

～3 月 19 日 

〇2月定例会 

⇒令和 3年度名古屋城天守閣特別会計予算を附帯決議を付して可決 

・名古屋城天守閣木造復元に係る予算については、文化庁の文化審

議会において正式に「木造復元」の許可がされた後に執行するこ

と 

3 月 30 日 〇第 38 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・全体整備検討会議にて「現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘

事項への対応」の内容について説明 

5 月 6 日 〇文化庁からの指摘事項に対する回答 

・文化庁からの指摘事項に対して、各種調査・検討結果や木造復元が現

天守閣解体の理由であることの回答を提出 

6 月 18 日 

23 日 

〇文化審議会文化財分科会からの所見と文化庁からの指導 

・文化庁から、指摘事項に対する本市の回答について、調査・検討が一

定程度進捗したものと評価できること、現天守閣解体と木造復元を一

体の計画として審議していく必要があることとする文化審議会文化

財分科会からの所見が本市に伝えられるとともに、復元検討委員会に

は、石垣保存方針、基礎構造、バリアフリーの方針などの諸課題を含

む、解体と復元を一体とした全体計画（基本計画書）をある程度まと

めることが必要との指導を受ける 

7 月 27 日 〇文化庁へ解体の現状変更許可申請の返却依頼 

・現天守閣解体と木造天守復元を一体とした現状変更許可申請を出し

直すことについて文化庁に説明し、現状変更許可申請書を返却してい

ただいた 

8 月 8 日 〇障害者団体より要望書を受領し、訪問回答 

11 月 8 日 〇専決処分に係る議会報告の遅れ 

・木材製材の設計変更（1回目令和 2年 3月 26 日、2回目令和 3年 3月

31 日、いずれも木材保管期間の延長に伴う減額変更）が専決処分に

あたるとの認識に至らず、議会報告がされていなかったことが判明 

 ⇒11 月 8 日に経済水道委員会の委員へ説明し、11 月定例会にて報告 
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11 月 9 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城における天守閣等整備事業に

ついて」 

・木造天守の完成期限について、当面は、復元検討委員会に必要となる

解体と復元を一体とした全体計画の作成に向けて有識者との十分な

議論と合意形成を図ることとし、復元検討委員会での議論が進み、許

可手続き及び完成時期の見通しが立った段階で設定することを説明 

11 月 18 日 〇名古屋城天守閣整備事業に関する基本協定書に係る覚書の締結 

・木造天守の完成期限を暫定的に延長する覚書を締結 

12 月 10 日 〇第 46 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・観光文化交流局長が、令和 4年度末を目途に整備基本計画をとりまと

める旨を発言 

12 月 15 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・公募の内容について説明 

令和 4年 

1 月 19 日 

～22 日 

〇市民向け説明会・オンライン市民向け説明会の開催 

・3会場 208 人参加 

・開会挨拶、学芸員による講演、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

2 月 18 日 

～3 月 22 日 

〇2月定例会 

⇒令和 4年度名古屋城天守閣特別会計予算を附帯決議を付して可決 

・木造天守閣の昇降に関する技術の国際コンペについては、障害者

団体、高齢者団体、福祉関係学識者及び関係機関と十分に検討を

行い、理解を得た上で実施すること 

3 月 24 日 

31 日 

〇文化庁からの指摘事項への追加回答 

・第 48 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議石垣･埋蔵文化財部会

で説明（3月 24 日） 

・第 48 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議で説明（3月 31 日） 

3 月 25 日 〇障害者施策推進協議会へ出席 

・公募の内容について説明 

3 月 28 日 〇福祉のまちづくり推進会議へ出席 

・公募の内容について説明 

4 月 1 日 〇名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）の追加の契約締結 

4 月 8 日 〇障害者団体連絡会へ出席 

・名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募について説明 

4 月 12 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城木造天守の昇降技術に関する

公募について」 

・木造天守の昇降技術に関する公募について、審査基準や公募スケジュ

ールについて説明 

4 月 18 日 〇「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」開始 

5 月 17 日 〇文化庁からの指摘事項に対する追加回答を提出 
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6 月 17 日 〇文化審議会文化財分科会からの所見 

・文化庁から、指摘事項に対する本市の追加回答について、調査・検討

が進捗したとする文化審議会文化財分科会からの所見が本市に伝え

られ、指摘事項への対応に区切り 

7 月 13 日 〇第 24 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 天守閣部会 

・石垣保存方針、基礎構造、バリアフリーの方針を含めた整備基本計画

の議論を本格的に開始 

8 月 9 日 〇日本弁護士連合会より「人権救済申立事件について（照会）」を受領 

・平成 31 年 1 月の障害者団体から日本弁護士連合会への申立に伴う照

会（令和 4年 9月 6日回答） 

9 月 2 日 

～10 日 

〇公募ワークショップの開催 

・高齢者 2､3 日 

・障害者等 9､10 日 

10 月 24 日 〇日本弁護士連合会から「要望書」を受領 

・名古屋城天守閣にエレベーターの設置を求める人権救済申立事件

（2018 年度第 45 号） 

10 月 

24 日、25 日 

○公募技術対話  

・公募参加者、技術相談員、事務局が参加し、技術上の不明点やワー

クショップでの意見に対する対応策について相互対話 

11 月 1 日 〇「名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する会」より「公開質

問状及び要望」を受領 

11 月 24 日 〇公募審査 

12 月 2 日 〇名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募 

・最優秀者の選定 

12 月 5 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣整備事業における解体

と復元を一体とした全体計画(中間報告)について」 

・「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」の結果等について説明 

・当局から「できる限り上層階まで目指していきたい」ことを答弁 

〇市長定例記者会見 

・前市長が、「垂直昇降設備の設置は 1、2階まで。1、2階までなら合理

的配慮と十分言えるのではないか」と発言 

11 月 18 日 

～12 月 7 日 

〇11 月定例会 

・昇降設備の設置階について、前市長と当局の発言が相違したことにつ

いて、観光文化交流局長が謝罪（12 月 6 日） 

12 月 7 日 〇愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）「名古屋城木造天守にエレベーター設

置を実現する会」より「名古屋城木造天守昇降技術及び市長発言の

撤回要求と抗議」を受領 
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12 月 20 日 〇障害者団体連絡会への出席 

・公募の結果及び地上から大天守地階までのバリアフリーについて説

明 

12 月 28 日 〇名古屋城天守閣整備事業に関する基本協定書に係る覚書（その２）の

締結 

・木造天守の完成期限を暫定的に延長する覚書を締結 

令和 5年 

1 月 21 日 

〇市民向け説明会の開催 

・217 人参加 

・開会挨拶、学芸員による講演、整備概要、進捗状況の説明、質疑 

1 月 28 日 〇シンポジウムの開催 

・445 人参加 

・開会挨拶、講談、基調講演、整備概要、進捗状況の説明、パネルディ

スカッション 

2 月 17 日 

～3 月 16 日 

〇2月定例会 

・所管副市長から、「今一度、市民意見を聴取する機会を設けて市民の

ご意見をお伺いしたい」との答弁（3月 6日） 

3 月 24 日 〇第 55 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・整備基本計画案を概ね取りまとめるが、一部事項（石垣の保存方針、

バリアフリーの方針）に課題を残す 

4 月 1 日 〇名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）の追加（その２）の

契約締結 

4 月 19 日 ○市民アンケートの実施 

・無作為抽出により市民 5,000 人に対してアンケート発送 

6 月 3 日 ○名古屋城バリアフリーに関する市民討論会の開催 

⇒障害者差別事案が発生 

6 月 5 日 〇第 5回特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 

・復元する木造天守のバリアフリーについて説明 

6 月 6 日 

15 日 

30 日 

〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城バリアフリーに関する市民討

論会での市民の発言に対する当局の対応について」 

・観光文化交流局長から、検証が終わり、局としての総括をするまでは、

事業を前に進めることはできない旨を答弁 

※関連して、6月 14 日、30 日総務環境委員会、6月 15 日財政福祉委員

会でも本事案を審議 

6 月 12 日 〇第 56 回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

・整備基本計画第 2章の石垣等遺構の保存等の内容について説明 

8 月 18 日 〇「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に

係る検証委員会」設置 

10 月 31 日 〇昇降技術開発契約締結 
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11 月 17 日 

～12 月 7 日 

〇11 月定例会 

・「増設する階段により復元的整備になる」との文化庁の見解について

議員より発言（11 月 27 日） 

12 月 28 日 〇名古屋城天守閣整備事業に関する基本協定書に係る覚書（その３）の

締結 

・木造天守の完成期限を暫定的に延長する覚書を締結 

令和 6年 

2 月 14 日 

〇「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に

係る検証について（中間報告）」の公表 

・中間報告では、差別事案に係る直接的に関わる事項に限定して検証さ

れ、最終報告に向けては、過去の経緯も含めて検証することとされた。 

2 月 16 日 〇総務環境委員会所管事務調査「『名古屋城バリアフリーに関する市民

討論会』における差別事案に係る検証委員会からの中間報告につい

て」 

・検証委員会の中間報告について説明 

2 月 20 日 

～3 月 21 日 

〇2月定例会 

・所管副市長から、検証委員会の結果を踏まえた上でないと前には進め

ないことを答弁（3月 8日） 

・観光文化交流局長から、検証委員会の最終報告を踏まえて、観光文化

交流局の総括や再発防止策を示した上で、当事者へまず謝罪し、それ

を受け入れていただくなど、信頼回復に取り組むことを最優先すべき

であると考えていることを答弁（3月 8日） 

・総務環境委員会において、委員より、過去の市民向け説明会で、本事

業に賛同する方の動員依頼が市長特別秘書からあった旨の発言（3月

15 日） 

・経済水道委員会において、委員から、前市長から反対派ばかりではい

けないので、賛成派も集めろという指示があったのかとの質問があ

り、当局から、そのような発言があったことを過去の担当職員に確認

した旨の答弁 

⇒附帯決議（3月 15 日） 

・「なお時間を要すると考えられる名古屋城木造天守閣復元事業に

ついては、過去の市民説明会において、市長から職員に対し、賛

成の意見を持った参加者を動員するよう発言があった旨の答弁

があったことから、公平性、公正性が担保されるよう、観光文化

交流局におけるこれまでの取組を総点検し、適正な職務執行に努

めること。」 

4 月 1 日 〇名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）の追加（その３）の

契約締結 
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5 月 31 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣木造復元市民向け説明

会の総点検について」 

・質疑及び附帯決議を踏まえ、公平性、公正性の観点から、名古屋城天

守閣木造復元市民向け説明会に係る総点検の結果等を報告 

6 月 18 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣木造復元市民向け説明

会の総点検について」 

・5 月 31 日の経済水道委員会で指摘をいただいた点や追加の調査を実

施した上で明らかになった点を報告 

6 月 19 日 

～7 月 4 日 

〇6月定例会 

・議員より「市民との対話のための方策からバリアフリーの方針の検討

まで約 2 年程度必要」との所管副市長への説明資料について質問（6

月 26 日） 

9 月 18 日 〇「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に

係る検証について（最終報告）」の公表 

9 月 13 日 

～10月 16日 

〇9月定例会 

・議員より「特別史跡名古屋城跡を誰もが歴史を体感できる日本最先端

のユニバーサルデザインの城にするために」という文書について質問

（9月 24 日） 

9 月 30 日 〇総務環境委員会所管事務調査「「名古屋城バリアフリーに関する市民

討論会」における差別事案に係る検証委員会からの最終報告につい

て」 

・経済水道委員会との連合審査会に関する申し入れ 

10 月 11 日 〇経済水道委員会所管事務調査「名古屋城天守閣木造復元事業の進め方

に係る現段階の考えについて」 

〇総務環境委員会所管事務調査「名古屋市情報公開条例における行政文

書について（スポーツ市民局）」、「名古屋市情報あんしん条例におけ

る行政文書について（総務局）」 

〇経済水道委員会・総務環境委員会連合審査会「「名古屋城バリアフリ

ーに関する市民討論会」における差別事案に係る検証委員会からの最

終報告を踏まえた名古屋城天守閣木造復元事業の進め方について」 

10 月 15 日 〇前市長失職 

・第 50 回衆議院議員総選挙への出馬に伴い、前市長が自動失職 

11 月 24 日 〇名古屋市長選挙 

・広沢一郎氏が名古屋市長に当選 

11 月 19 日 

～12 月 6 日 

〇11 月定例会 

・市長から、3人の副市長にそれぞれの立場から意見を述べてもらい、

しっかりと議論を重ねた上で、最終的に市政の責任者として判断して

いくことを答弁（12 月 5 日） 
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令和 7年 

1 月 31 日 

〇名古屋城天守閣整備事業に関する基本協定書に係る覚書（その４）の

締結 

・木造天守の完成期限を暫定的に延長する覚書を締結 

2 月 19 日 

～3 月 21 日 

〇2月定例会 

・市長から、石垣の保存対策を含めた史跡の保護、現天守閣の価値の評

価、機運醸成に加え、バリアフリーとの両立が欠くべからざる要素で

あると認識をしていることを答弁（3月 10 日） 

4 月 1 日 〇名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）の追加（その４）の

契約締結 
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１ 名古屋城天守閣の概要 

(1) 経緯 

・天守閣は慶長１７年（1612）に完成 

・昭和５年（1930）に城郭建築における国宝第１号に指定 

・昭和２０年（1945）に戦災により焼失 

・昭和３４年（1959）に再建 

 

(2) 現天守閣 

区  分 内  容 

工事期間 昭和３２年６月～昭和３４年１０月 

総 費 用 約６億円（うち、約２億円が寄附） 

構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

階  数 
大天守閣：地下１階 地上７階  

小天守閣：地下１階 地上３階 

延床面積 
大天守閣：５,４３１.７３㎡ 

小天守閣：１,３４７.７１㎡ 
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（3）断面図 
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２ 平成２５年度までの調査の経緯 

 

年度 区  分 内   容 

２２ 

耐震対策調査 
・耐震補強及び改修方法の検討 

・耐震と改修事業費 約２９億円 

木造復元にかかる課

題調査 

・耐震性、避難安全性、バリアフリー、木材調達

等への対応 

・本丸御殿復元工事との重複 

２３ 天守台健全性調査 
・戦災による石材の劣化 

・石垣の孕み出し 

２４ 

木造復元にかかる概

算経費・工期算出調

査 

・概算経費 

 ①約４００億円 全て国産材の節無し 

 ②約３２０億円 全て国産材の節有り 

 ③約２７０億円 外国産材及び国産材の節有り 

・工期 約１８年 

（現天守閣の解体・石垣工事等含む） 

天守台測量調査 ・北面石垣の現状把握 

２５ 

博物館機能の調査 
・収蔵品の総数 約５,６００点 

・収蔵必要面積 約１,６００㎡ 

工事期間中の入場者

数への影響調査 

・類似施設の入場者数 

  姫路城 約４割減 

  平等院 約６割減 

・類似施設の入場料 

  姫路城 ６００円から２００円減額 

平等院 ６００円から３００円減額 

木造復元にかかる廃

棄物の調査 

・コンクリート 約７,５００ｔ 

・鉄骨鉄筋 約８００ｔ 
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３ 平成２６年度調査 

(1) 前提 

・現天守閣は再建されてから５５年が経ち、老朽化が進行している 

・耐震性能が現行の基準に合わない 

・耐震改修した場合でも概ね４０年の寿命 

・再建する場合は木造復元に限られる（文化庁の見解） 

 

(2) 検討内容 

区分 木造復元 耐震改修 

文化財・展示

物等の移転 

事項 ・工事期間中におけるサービス機能確保の検討 

結果 
・重要文化財以外の美術品

等収蔵場所の確保が必要 

・耐震補強計画との整合性

を図った展示室の配置が

必要 

既存建築物

の取り扱い 

事項 
・現天守閣の解体に伴う市

民の想いの継承 

・工事に伴う内部造作物等

の取り扱いの検討 

結果 
・現天守閣部材の再利用と

展示コーナーの設置 

・内部造作物等の状態確認

及び再配置 

石垣保存 

事項 ・文化財としての取り扱いの検討 

結果 ・石垣管理マニュアルを作成し、整備 

建築関連 

事項 
・バリアフリーへの対応 

・工事仮設計画の検討 

・バリアフリーへの対応 

・工事の影響範囲の検討 

結果 

・エレベーター設置シミュ

レーションの実施 

・天守北側への工事ヤード

と鋼台、足場の設置 

・エレベーター改修工事の

実施 

・天守東側内苑への工事ヤ

ードと足場の設置 

施設運営 

事項 ・整備時期に沿った施設運営等の課題 

結果 ・城内工事動線の輻輳及び入場者の安全確保 
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(3) 比較検討 

 ア 考え方 

いずれかの時期には木造復元が必要であるため、可能な限り早期の木造復元

か、耐震改修し概ね４０年後の木造復元かについて比較検討した 

 

  イ 比較 

区  分 
可能な限り早期の木造

復元 

耐震改修し概ね 40 年後

の木造復元 

木

材

調

達 

大径木の流通量（角

材として400mm角以

上） 

△ 

大径木の流通量が

少ないため、困難で

あると考えられる 

× 

他の城郭等の整備

が進むことにより、

今後より一層入手

が困難になってい

くと予想される 

木曽檜（国有林）の

流通量 
△ 

木曽檜の供給量は、

森林保護の観点か

ら供給量を調整し

ており、入手困難な

状況が続くと予測

される 

△ 

現状と40年後の木

材流通量が大きく

変化しないと考え

られる 

一般木材の流通量 ○ 

住宅用木材(120mm

角程度)は安定して

入手できる状況で

ある 

○ 

現状と40年後の木

材流通量が大きく

変化しないと考え

られる 
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区  分 
可能な限り早期の木造

復元 

耐震改修し概ね 40 年後

の木造復元 

社

会

情

勢 

建設コスト △ 

人工不足と資材不

足による高騰が生

じている 

△ 

想定は困難である

が、人工不足や建設

費の上昇は予測さ

れる 

生産年齢人口 ○ 

平成27年に約143

万人、平成32年に

は約140万人と予測

される 

△ 

平成52年には 

約116万人と予測さ

れる 

税収 ○ 

好調な企業業績な

どにより3年連続で

増収である 

△ 

東京都の試算では

あるが、10年後に都

税収が1.5%減、歳出

が8％増となってい

る 

大工や技術者の確

保 
○ 

大工や技術者の確

保が可能な状況で

ある 

△ 

減少傾向にあり、後

年になるほど減少

が予測される 

施

設

運

営 

工事期間中の観光

魅力 
○ 

本丸御殿完成後で

あり、集客を見込む

ことが出来る 

△ 

新たな観光資源等

の検討が必要であ

る 

40 年間の維持管理

費 
○ 

現天守閣の耐震及

び大規模改修が不

要 

 

光熱水費及び通常

改修費 約12億円 

× 

現天守閣の耐震及

び大規模改修が必

要 

改修費 約29億円 

光熱水費及び通常

改修費 約43億円 

財 源 △ 十分な検討が必要 △ 十分な検討が必要 

注 ○普通、△困難、×極めて困難 
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４ 今後の進め方 

 

・現天守閣は石材の劣化、設備の老朽化や耐震性の確保など、さまざまな課題が

生じている。また、耐震改修した場合でもコンクリートの劣化から概ね４０年

の寿命であり、再建を行う場合には木造復元に限られる 

・平成２６年度調査では、可能な限り早期の木造復元か、耐震改修し概ね４０年

後の木造復元かについて比較検討した結果、木材調達、社会情勢及び施設運営

の各項目において、可能な限り早期に木造復元を行うことに優位性があった 

・今後は可能な限り早期の木造復元を目指し、調査結果などを市民に丁寧に説明

しながら、財源の確保や技術的課題などを一つ一つ整理していく 
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